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１．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について 

（１）産後ケア事業の全国展開等について（関連資料１参照） 

   産後ケア事業については、令和元年の改正母子保健法により、各市区町

村に対し、実施の努力義務が課され、「少子化社会対策大綱」（令和２年

５月 29 日閣議決定）においても、令和６年度末までの全国展開を目指す

こととされている。 

     また、「全世代型社会保障構築会議報告書」（令和４年 12 月 16 日取り

まとめ）において、産前・産後ケアの体制の充実や、利用者負担の軽減を

図る必要があるとされ、「こども未来戦略方針」（令和５年６月 13 日閣

議決定）においても、本事業について、支援を必要とする全ての方が利用

できるようにするための提供体制の確保に向けた取組を進めるなど、子育

て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から実施体制の強化等を

行うこととされたところ。 

     こうした状況を踏まえ、令和５年度予算では、必要とする全ての産婦が

産後ケア事業を利用することができるよう、利用者の所得の状況に関わら

ず、利用料の減免支援を導入している。あわせて、実施要綱の「対象者」

についても、これまでの「産後に心身の不調又は育児不安等がある者」か

ら、法律に合わせて「産後ケアを必要とする者」とする見直しを行ってお

り、本事業がユニバーサルなサービスであることを明確化している。なお、

本事業の「対象者」の考え方については、本年６月 30 日付で発出した「産

後ケア事業の更なる推進について」（成育局母子保健課事務連絡）におい

てお示ししているため、参考とされたい。 

     このほか、産後ケア施設の整備費について、令和４年度第２次補正予算

で補助率の嵩上げ（1/2⇒2/3）を行うとともに、令和５年度予算でも、建

物の修繕について「自己所有物件」だけでなく「賃借物件」も補助対象と

する拡充を行っている（整備費の補助率の嵩上げに係る補正予算について

は、令和５年度に繰越をしている）。各市町村においては、こうした支援

策を活用し、産後ケア事業の体制整備に御協力いただきたい。 

     加えて、産後ケア事業については、「妊娠・出産包括支援推進事業」に

おいて、都道府県と市町村や市町村間で情報を共有するための連絡調整会

議の開催や、利用者のニーズ把握、都道府県による市町村での共同実施の

推進等を支援するとともに、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究

事業において実施した実態調査の中で把握された、広域連携に関する好事

例等を取りまとめ、全国の自治体に周知を行ったところ。また、（４）に

記載のとおり、令和５年度予算においては、母子保健対策強化事業の新た
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なメニューを創設し、産後ケア事業も含め、計画の策定や協議会の設置、

当事者のニーズ把握等、都道府県による広域支援を推進することとしてい

る。各都道府県においては、こうした支援策を活用し、市町村における産

後ケア事業の支援に御協力いただきたい。 

 

（２）子育て世帯への相談支援について（関連資料２参照） 

子育て世代包括支援センターについては、平成 29 年に法定化されて以

降、妊娠期から子育て期に至るまで、地域において切れ目ない支援体制を

構築することが重要との観点から、全国展開を進め、 令和４年４月１日時

点で、1,647 市町村（設置率約 95%）に設置いただいたところ。 

こうした中、令和４年６月に成立した改正児童福祉法において、市町村

の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の設立の意義

や機能を維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子ども

へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関である「こども家庭センタ

ー」の設置に努めることとされたところである。国としても今後、同セン

ターのガイドラインを策定することとしているが、本年９月 13 日付で発

出した「センター業務ガイドライン（暫定版）のうち母子保健部分の送付

について」（成育局母子保健課及び支援局虐待防止対策課事務連絡）にお

いて、ガイドラインのうち母子保健部分（現在の子育て世代包括支援セン

ターが担っている業務に係る機能））について、現時点における暫定版の

ガイドラインをお示ししているため、令和６年度からの同センターの設置

に向けた準備を進めていくにあたり、適宜参考とされたい。また、令和３

年度補正予算において盛り込んだ、一体的相談支援機関の整備を推進する

ための事業の実施期間は令和５年度末までとなっているため、積極的に活

用いただきたい。また、令和４年度第２次補正予算で創設した出産・子育

て応援交付金事業も活用の上、地域の子育て世帯に寄り添った相談支援を

お願いする。 

 

（３）低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援について 

（関連資料３参照） 

 妊婦健診の受診券は妊娠の届出後に交付されるため、届出前の産科受診

料が低所得の若年妊婦等にとって経済的負担となっている、との指摘を踏

まえ、令和５年度予算において、新たに、低所得の妊婦の初回産科受診料

について助成支援を行っている。 
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  本事業については、令和４年度第２次補正予算で創設した出産・子育て

応援交付金事業と一体的に実施することで、妊婦を必要な支援に確実につ

なぐことが期待される。このため、受診料支援について、出産・子育て応

援交付金事業における伴走型相談支援として行う面談等の実施を要件と    

するとともに、出産・子育て応援交付金事業における妊娠届出時の経済的

支援（出産応援ギフト）について、産科医療機関における妊娠の確認を妊

娠届出時の経済的支援（出産応援ギフト）の支給の要件としている。伴走

型相談支援事業と初回産科受診料支援を一体的に実施いただくことによ

り、妊婦に必要な支援が提供されるよう、取組を進めていただきたい。   

 

（４）母子保健対策強化事業を通じた都道府県の協議会設置等支援 

について（関連資料４参照） 

      成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成 30

年法律第 104 号。以下「成育基本法」という。）に基づく成育医療等の提

供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（以下「成育医療等

基本方針」という。）については、令和５年３月に改定を行ったところ。

今般の改定においては、成育医療等の関係者による協議の場の設置等を行

う都道府県に対し、国が支援を行うこととしており、令和５年度予算にお

いて、母子保健対策強化事業に新たなメニューを創設し、計画の策定や協

議会の設置、当事者のニーズ把握等、母子保健に関する都道府県による広

域支援を推進することとしている。都道府県におかれては、市町村の母子

保健事業の実施状況を把握し、均てん化や精度管理関係者の連携強化を図

るため、積極的に活用いただきたい。 

 

（５）性と健康の相談センター事業及びプレコンセプションケアの推  

進について（関連資料５参照） 

成育医療等基本方針の見直しの中で、プレコンセプションケアにつ 

いて、将来の妊娠のための健康管理に限らず、男女問わず、ライフステ

ージに応じた性や妊娠に関する正しい知識の普及や健康管理を促すこと

としているところ。 

      こども家庭庁においては、令和４年度から、従来の「女性健康支援セ

ンター事業」と「不妊専門相談センター事業」を統合し、「性と健康の

相談センター事業」として、プレコンセプションケアを推進していると

ころ。また、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の「プレ

コンセプションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向
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けた調査研究」において、地方公共団体におけるプレコンセプションケ

アの手引書を作成したため、参考とされたい。また、プレコンセプショ

ンケアを促進する取組の一環として、若者向けのポータルサイト「スマ

ート保健相談室」を令和４年３月に公開した。からだや性・妊娠などに

関する情報や相談窓口などを掲載しており、適切な支援につなげられる

よう、都道府県及び市町村におかれても積極的に御活用いただくととも

に、周知にも御協力をお願いしたい。     

    また、令和５年度予算では、これまで実施してきた特定妊婦等に対する

産科受診等に係る支援に加えて、「妊娠や性に関する疾病等で悩んでい

る 10 代等の若者」も支援対象とするとともに、性感染症や月経などの疾

病等に関する受診費用も補助対象とする拡充を行っている。さらに、医

療機関に交通機関を利用して移動する場合の交通費の支援についても新

たに補助対象としているため、御活用いただきたい。 

 

（６）産前・産後サポート事業等について（関連資料６参照） 

妊婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について相談支援

を行う産前・産後サポート事業において、     

     ・ 多胎児の育児経験者家族によるピアサポート事業や、多胎妊産婦等

へ育児サポーターを派遣する多胎妊産婦等サポーター等事業（多胎妊

産婦等支援） 

     ・  父親による交流会等を実施するピアサポート支援や、急激な環境の

変化による父親の産後うつへの相談支援（出産や子育てに悩む父親支

援） 

    など、多胎妊産婦等や父親に対する支援への補助事業を実施しているた

め、市町村においては積極的に活用いただくようお願いする。 

     なお、多胎妊産婦等支援については、これまで実施主体を市町村のみに

限っていたところ、令和５年度予算において、一の市町村内の多胎妊産婦

が少人数である場合には、当該市町村が属する都道府県が実施することを

可能とする運用改善を行っている。都道府県においては、管内市町村とも

連携の上、多胎妊産婦等支援の実施について検討いただきたい。         

     なお、多胎児を妊娠した妊婦に対しては、通常 14 回程度の妊婦健康診

査よりも追加で受診する健康診査に係る費用の補助を実施しているため、

市町村においては積極的に御活用いただきたい。 

 

（７）妊婦健康診査について（関連資料７参照） 
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① 妊婦健康診査の公費負担の状況調査について 

     妊婦が必要な回数（14 回程度）の妊婦健康診査を受けられるよう、平成

25 年度以降、地方財政措置が講じられている。また、平成 27 年４月から、

妊婦健康診査を、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援

事業に位置付け、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平

成 27 年３月 31 日厚生労働省告示第 226 号）において、その実施時期、回

数及び、内容等を定めているところである。 

  令和４年４月１日現在における妊婦健康診査の公費負担については、全

ての市区町村で 14 回以上実施され、公費負担額は全国平均で 107,792 円

であったが、各市区町村間で公費負担の対象となる検査項目等の状況に差

がみられた。また、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業にお

いて実施した妊婦健診の費用負担等に関する実態調査の中でも、出産予定

日（40 週）以降の 14 回を超えた分の妊婦健康診査の公費負担の実施状況

等についても、市区町村間で差が見られる状況となっている。 

このような状況を踏まえ、本年３月 27 日付で発出した「妊婦健康診査

における費用負担等に関する妊婦への情報提供等の推進について（依頼）」

（厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡）において、妊婦健康診査

の公費負担の推進や、検査に関する情報提供、集合契約の導入の検討など

について依頼を行っているため、市区町村におかれては、上記告示におい

て示す検査項目が受けられるよう公費負担の更なる充実を図るなど、引き

続き積極的な取組をお願いする。 

     

② 妊婦健康診査の受診勧奨について 

  妊娠中は、母体や胎児の健康の確保を図る上で定期的に健診を受診し、

普段以上に健康に気をつけることが必要である。このため、こども家庭庁

では、健診の重要性の理解を促進するためのリーフレットデザインを作成

の上、ホームページに掲載し、妊婦健康診査の受診を勧奨している。 

  各市区町村におかれても、広報誌・ホームページへの掲載、リーフレッ

トの作成、各種窓口での配布等の普及啓発により、妊婦健康診査の受診勧

奨に努めていただきたい。 

  また、妊娠の届出についても、関係機関と連携を図りながら、早期に届

出が行われるよう妊婦等に対し積極的な普及啓発に取り組むとともに、適

切な母子保健サービスの提供を図られたい。 

  さらに、届出が遅れた者については、届出が遅れた事由及び妊産婦等の

状況の把握や、必要に応じて保健指導を行う等、適切な支援をお願いする。 

  引き続き、妊娠や出産に伴う心身の不調に関する知識や相談先について

の周知を図るようお願いする。 
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  ※すこやかな妊娠と出産のために 

      http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html 

  ※“妊婦健診”を受けましょう 

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/index.html 

 （上記のＵＲＬは、今後こども家庭庁のＨＰに移管されます。） 

 

（８）産婦健康診査事業について（関連資料８参照） 

 出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回

復、授乳状況及び精神状態の把握等）に係る補助事業を実施している。 

  産婦健康診査事業の実施に当たっては、産後うつへの早期対応を行うた

め、産後ケア事業を実施することを要件としていることから、市区町村に

おいては、産後ケア事業とともに積極的な取組をお願いしたい。 

 

（９）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について 

（関連資料９参照） 

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加

の一途をたどり、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど、依然として深

刻な社会問題となっており、対応の充実が必要となっている。 

  こうした中、令和元年６月 26 日、「児童虐待防止対策の強化を図るた

めの児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、令和２年４月１日

から施行されたところ。 

  母子保健分野においても、令和元年８月１日付け子母発 0801 第１号厚

生労働省子ども家庭局母子保健課長通知「乳幼児健康診査未受診者等に対

する取組事例等の周知について」において、児童虐待防止に資する乳幼児

健康診査の取組事例として、当時厚生労働省が実施した調査研究等のポイ

ントや、地方公共団体における取組事例を周知した。当通知でお示しした

とおり、未受診者等に対する取組については、定期的にフォローアップを

行うこととしているので、引き続き対応をお願いしたい。 

  また、令和２年１月 14 日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務 

連絡「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等に関するフォローア

ップについて」により確認させていただいた取組状況については、令和２

年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診査未受診者等に
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対する取組事例に関する調査研究」において取りまとめ、事例集を作成し

たので参考としていただきたい。 

  さらに、令和２年１月 31 日付け子発 0131 第７号厚生労働省子ども家庭

局母子保健課長通知「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進につ

いて」において、乳幼児健康診査未受診者等の発育状況等の適切な把握や、

市町村職員の専門性の強化のための研修の実施について示しているとこ

ろであり、引き続き、漏れることのないように御対応いただきたい。 

  児童虐待の防止については、これらの取組以外にも、母子保健部署と子

育てに関わる様々な部署との連携がとても重要であることから、多機関で

の情報共有や支援体制の構築などの取組を、より一層推進していただきた

い。 

  なお、平成 28 年及び令和元年の児童福祉法等の一部を改正する法律に

おける検討規定を踏まえ、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会

において、母子保健と児童福祉の相談支援等を一体的に行う体制等につい

て検討が行われ、令和４年２月 10 日に報告書が公表されているため、御

承知おきいただきたい。 

       

  ・「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」（平成 30

年７月 20 日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知） 

  ・「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について」（子

母発 0801 第１号令和元年８月１日付け厚生労働省子ども家庭局母子

保健課長通知） 

・「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等に関するフォローアッ

プについて」（令和２年１月 14 日付け厚生労働省子ども家庭局母子保

健課事務連絡） 

 ・「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」（令和２年

１月 31 日付け厚生労働省子ども家庭局長通知） 

 

（10）助産施設について（関連資料 10 参照） 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 22 条に基づき、都道府県、市

及び福祉事務所を設置する町村（以下（10）において「都道府県等」とい

う。）は、妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により

入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申し込み

があった場合には、助産施設において助産を実施することとしている。 
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    各都道府県等におかれては、適切な助産の実施や、同法第 22 条第４項に

基づく助産制度に関する情報の周知を図るとともに、助産施設が未設置の

都道府県等におかれては、設置について積極的な検討をお願いする。 

    また、助産制度の円滑な実施について、助産の実施が必要な妊産婦に対

し、助産制度の活用とサービスの円滑な実施が図られるよう「児童福祉法第

22 条の規定に基づく助産の円滑な実施について」（令和元年８月８日付け

子母発 0808 第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）を発出して

いるところであり、助産制度の周知と徴収金基準額の弾力運用、各関係機関

との連携について、特段の配慮をお願いする。 

    なお、「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の

在留外国人に対する母子保健分野の行政サービスの提供について」（平成 28

年３月 23 日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事務連絡）に

おいて、母子健康手帳の交付や入院助産の実施などの母子保健分野の行政

サービスの提供について、在留資格の有無にかかわらず、必要に応じ適切に

対応していただくよう周知をしているところであり、引き続き、個別の事情

に配慮した上で、適切な対応をお願いする。 

 

２．不妊症・不育症及び流産・死産を経験された方への支援につ

いて（関連資料 11～14 参照） 

①不妊治療の保険適用について 

       人工授精等の｢一般不妊治療｣、体外受精・顕微授精等の｢生殖補助医

療｣については、中央社会医療協議会における議論を踏まえ、令和４年４

月から保険適用の対象とされている。 

       これは、日本生殖医学会が、国内で行われている生殖補助医療及び一

般不妊治療の各医療技術について有効性等のエビデンスレベルの評価

を行い、取りまとめた「生殖医療ガイドライン」等を踏まえたものとな

っている。 

       ｢生殖補助医療｣については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本

的な診療は全て保険適用の対象となり、患者の状態等に応じ追加的に実

施される可能性のある治療等のうち、現時点でエビデンスが不十分とさ

れたものについても、先進医療に位置付けられたものについては、保険

診療と併用可能となっている。     

       都道府県等においては、引き続き、③の事業も活用し、医療関係団体

との連携や不妊症・不育症患者への支援の充実をお願いする。 

       

  ②不育症検査費用助成について 
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    既に保険適用の対象とされている検査について実施を促すとともに、

研究段階にある新たな不育症の検査の保険適用を推進するため、先進医

療として実施される不育症検査に要する費用への助成を令和３年度か

ら実施している。 

    令和３年度において対象としていた流産検体の染色体検査について

は、令和４年４月から保険適用の対象となり、当該助成の対象外となっ

たところである。他方、令和４年 12 月１日から、「流死産検体を用いた

遺伝子検査（次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体

検査）」が新たに先進医療として位置付けられたことから、当該助成の

対象としているので、都道府県、指定都市及び中核市におかれては、積

極的な事業実施をお願いしたい。 

    

  ③不妊症・不育症への相談支援等について 

    不妊症・不育症患者への支援としては、経済的支援のみならず、相談

支援等の充実が求められているところである。このため、性と健康の相

談センター事業における不妊症・不育症等ネットワーク支援加算とし

て、 

    ・医療機関、地方公共団体、当事者団体等で構成される協議会等の開

催、 

    ・不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーの配置、 

    ・当事者団体等によるピアサポート活動等への支援の実施、 

   などを実施している。 

     不妊や流産・死産、こどもを亡くした方の心理的な悩みに対しては、

当事者同士によるピアサポートが重要とされており、不妊症・不育症の

当事者団体等によるピアサポート活動等への支援について、積極的にご

検討いただきたい。なお、上記事業は、流産・死産等を経験した方への

心理社会的支援やピアサポート活動等への支援も含まれるものであり、

不妊症・不育症患者への支援と区別して実施することも可能である。 

    また、上記の他、国において不妊治療等に関する広報啓発、ピアサポ

ーター等の研修を実施しているので、御承知おきいただきたい。 

    なお、性と健康の相談センターについて、未設置の地方公共団体（都

道府県・指定都市・中核市）におかれては、設置に向けた積極的な検討

をお願いしたい。また、指定都市や中核市が単独で実施することが難し

い場合、都道府県と市による共同実施や複数の市による共同実施により

協力・連携して実施する方法なども含め、設置に向けた検討をお願いし

たい。 
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    既に設置している地方公共団体におかれては、上記支援の実施ととも

に、開設時間の延長や開設日数の拡充を行うなど、相談窓口の利便性の

向上や相談機能の強化について、積極的な取組をお願いしたい。 

    また、令和４年度に引き続き、不妊症や不育症に関する正しい知識や

情報の周知、周囲に相談しやすい環境や社会気運の醸成を図ることを目

的として、広報・啓発促進事業を行っている。令和５年度は、全国フォ

ーラムの実施、普及啓発サイト「みんなで知ろう、不妊症・不育症のこ

と」の更新、生殖補助医療を行う医療機関の検索サイトの作成を行うこ

ととしているので、都道府県等におかれても活用いただきたい。 

 

  ④流産・死産等を経験された方への支援 

    流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等については、令和

３年５月 31 日付け子母発 0531 第３号母子保健課長通知において、母子

保健法第６条第１項に規定する「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後１年

以内の女子をいい、この「出産」には、流産及び死産の場合も含まれ、

産婦健康診査事業や産後ケア事業の対象となることや、死産届に関する

必要な情報共有を図ること等を依頼しているところ。 

    また、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、自

治体担当者や小児科、産婦人科医療スタッフ向けに「子どもを亡くした

家族への支援の手引き」を作成したため、活用いただきたい。その他、

こども家庭庁のホームページにおいて、流産・死産等を経験された方へ

の相談支援等を行う都道府県等の相談窓口一覧や、働いている方が流産

された場合に利用できる制度、社会保険関係等の情報をまとめているた

め、参考にされたい。 

 

    ※流産・死産等を経験された方へ 

      https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan/ 

 

３．新型コロナウイルス感染症に対する妊婦等への支援につい

て（関連資料 15 参照） 

 新型コロナウイルス感染症関連としては、令和４年度第２次補正予算に

おいても、①産後ケア事業における新型コロナウイルス感染症の感染対策

を支援する事業や、②不安を抱える妊婦がＰＣＲ検査等を受けるための費

用を補助する事業、③幼児健康診査を集団健診から個別健診に切り替えて

実施する事業について、引き続き必要な予算を計上し、令和５年度に繰越

をしているところである。なお、②③の事業については、新型コロナウイ
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ルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、国庫補助の対象の時期

を令和５年４月１日から９月 30 日までとしているので、ご留意いただき

たい。 

 

４．非侵襲性出生前遺伝学的検査（NIPT）について 

（関連資料 16～19 参照） 

ＮＩＰＴについては、日本産科婦人科学会が策定した指針を受け、平成

25 年度から、関係学会等の連携の下、日本医学会の認定制度に基づき実施

されてきた。 

他方、ここ数年、認定施設以外の医療機関での検査が増加し、妊婦の不安

や悩みに寄り添う適切なカウンセリングが行われていない等の問題が指摘

されている。 

こうした中、厚生科学審議会科学技術部会の下に設置された専門委員会

において、ＮＩＰＴをはじめとした出生前検査について検討が行われ、令

和３年５月に報告書が取りまとめられた。 

報告書では、市町村の母子保健窓口や産科医療機関等において、誘導と

ならない形で、妊婦等に対して出生前検査に関する情報提供を行うことが

適当とされた。また、報告書を踏まえ、日本医学会において出生前検査認

証制度等運営委員会が設置され、同運営委員会において策定された指針に

基づき、新たな認証制度が開始された。 

こうした動きを踏まえ、「ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する情報提供及

び認証制度について」（令和４年 6 月 17 日付け子母発 0617 第２号厚生労

働省子ども家庭局母子保健課長通知）を発出し、各地方公共団体に対し、

認証制度等について周知をするとともに、ＮＩＰＴの受検を考慮する妊婦

等に対し、妊娠・出産に関する包括的な支援の一環として、適切な情報提

供及び支援を依頼しているところ。 

また、性と健康の相談センター事業の一部として、出生前検査加算の予

算措置を行い、出生前検査を受けた者や受検を検討している者及びその家

族に対する相談支援を推進しているので、都道府県、指定都市及び中核市

におかれては、積極的な取組をお願いしたい。   

 

  ※日本医学会 出生前検査認証制度等運営委員会ホームページ 

  https://jams-prenatal.jp/ 

 

５．成育基本法（略称）について（関連資料 20～23 参照） 
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成育基本法は平成 30 年 12 月 14 日に公布され、令和元年 12 月１日に施

行された。成育基本法に基づく成育医療等基本方針については、令和５年

３月 22 日に改定を行い、 

    ・ 地方公共団体における、成育医療等基本方針を踏まえた計画の策定

や、施策の実施状況等について客観的に検討・評価し、必要な見直し

につなげる取組 

   ・ 都道府県における、関係者による協議の場の設置等を通じた広域的 

な調整 

について、国が適切な支援を行う旨の方針が盛り込んでいる。 

 具体的には、 

    ・ 令和５年度予算において、母子保健対策事業の新たなメニューを  

創設し、成育医療等基本方針を踏まえた計画の策定や、協議の場の設

置等を行う都道府県に財政支援を行うこととしているほか、 

    ・ 都道府県及び市町村に対し、成育医療等基本方針を踏まえた計画の  

策定に資する指針や、成育医療等の施策の実施状況の評価に資する指

標について策定し、提示することとしている。 

  成育基本法において、都道府県は、医療計画その他政令で定める計画を

作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が

確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとされているところ。医

療計画等の計画については、令和４年度に国が指針等を示し、当該指針等

を踏まえて、今年度に都道府県が計画を作成するスケジュールとなってい

る。今般の成育医療等基本方針の改定も、当該スケジュールにあわせたも

のであり、各都道府県におかれては、次期の第８次医療計画等を作成する

に当たっては、成育基本法の趣旨や改定後の成育医療等基本方針の記載内

容を踏まえ、当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の内容

等を記載するよう努めていただくとともに、成育医療等基本方針を踏まえ

た計画を策定する際も、医療計画等の関係計画との調和に御留意いただき

たい。 

 

６．「健やか親子２１」について（関連資料 24～25 参照） 

     従来、「健やか親子２１」は、関係者、関係機関・団体が一体となって

推進する母子保健の国民運動として展開されてきたが、令和５年度以降

は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成 

30 年法律第 104 号）第 11 条第１項に規定する成育医療等の提供に関す
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る施策の総合的な推進に関する基本的な方針に基づく国民運動として、医

療、保健、教育、福祉などのより幅広い取組を推進している。 

   各自治体においては、「成育医療等基本方針に基づく評価指標及び計画

策定指針について」（令和５年３月 31 日付け厚生労働省子ども家庭局長

通知）を踏まえ、地域の実情に応じて、成育医療等基本方針に基づく計画

の策定に積極的に取り組んでいただきたい。また、PDCA サイクルに基づく

取組を進めていくにあたり、評価指標等の地方公共団体別データや乳幼児

健診情報システムを活用いただきたい。また、都道府県においては、管内

の状況把握を行うとともに、地域格差が認められる場合は、積極的に対策

を講じていただきたい。 

    「健やか親子２１」の公式ウェブサイトにつきましては、令和４年２月

にリニューアルを行い、成育基本法についての解説を加えたほか、研究の

成果物等をまとめて掲載しているので、活用いただきたい。さらに、自治

体等の取組を登録いただくシステム(取組データベース)があり、各自治体

におかれても、積極的に登録いただくとともに、登録された他自治体や企

業・団体の取組を積極的に活用されたい。また、健やか親子２１に関する

普及啓発を行う際には、シンボルマークである「すこりん」を活用してい

ただきたい。 

    健やか親子２１全国大会につきましては、成育医療等基本方針に掲げる

課題についての講演やシンポジウムなどの開催により、「健やか親子２１」

の推進を図るとともに、功績のあった個人、団体などの表彰を行っており、

毎年、各都道府県持ち回りで開催されている。令和５年度は、11 月９日

（木）～10 日（金）に栃木県で開催する。また、令和６年度は、鹿児島県

の開催を予定している。各自治体におかれては、母子保健関係者に全国大

会への積極的な参加を働き掛けていただきたい。 

    また、令和５年度に大臣表彰の見直しを行い、健やか親子２１内閣府特

命担当大臣表彰として、成育医療等基本方針の趣旨にのっとり、成育過程

にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦の健康の保持及び増進に寄

与する取組を推進している個人・団体・自治体・企業について、健やか親

子２１全国大会において表彰を行うこととした。表彰される自治体・団体・

企業の取組については、11 月８日の健やか親子２１推進本部総会にて、発

表いただくことを予定している。健やか親子表彰については、自治体・団

体・企業部門を設け、公募としているので、次年度以降、是非ご応募いた

だきたい。 

 

     ※「健やか親子２１」ウェブサイト 
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https://sukoyaka21.cfa.go.jp/ 

 

「成育医療等基本方針に基づく評価指標及び計画策定指針について」（令

和５年３月 31 日付け厚生労働省子ども家庭局長通知 

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/tsuuchi/2023/ 

 

７．新生児聴覚検査について（関連資料 26 参照） 

 聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合は、音声言語発

達等への影響が軽減される。このため、早期発見・早期療育が図られるよ

う、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要であ

る。 

  しかしながら、令和３年度の母子保健課による調査結果では、検査の受

診者数を集計している市町村における出生児数に対する検査の実施率は

91.0％、公費負担を実施している市町村は 73.1％となっており、その取組

は徐々に進んできているものの、全ての新生児を対象とした検査の実施や

公費負担には至っていない状況となっている。 

  こども家庭庁では、このような状況を踏まえ、引き続き、都道府県にお

ける新生児聴覚検査結果の集約や医療機関・市町村との情報共有、難聴と

診断された子を持つ親への相談支援、産科医療機関等における検査状況等

の把握、産科医療機関等の聴覚検査機器（自動 ABR）の購入に対する補助

を実施している。 

  また、新生児聴覚検査費について、平成 19 年度から市町村に対して地

方交付税措置が講じられてきたところであるが、令和４年度には、市町村

における新生児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの少子

化対策に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費における算定

に変更し、市町村の標準団体（人口 10 万人）当たり 935 千円が計上され

たところである。 

  各市町村におかれては、引き続き、公費負担による検査の実施や、受診

状況の把握、未受診者への受診勧奨、未受診理由の把握など、積極的な取

組をお願いするとともに、各都道府県におかれては、新生児聴覚検査体制

整備事業を活用し、関係者からなる協議会を設置するなど、管内市町村に

おける新生児聴覚検査の実施体制の整備への支援に積極的に取り組まれ

るようお願いしたい。 

  また、令和元年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業において、新

生児聴覚検査に係る手引書のひな形を作成しており、新生児聴覚検査の流

れ、検査の実施状況及び結果の集約、未受検者に対する受診勧奨、検査で
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リファーとなった子及びその保護者に対する案内などについて記載して

いる。当手引書と予算事業とを併せて活用いただき、十分な体制整備をお

願いしたい。 

 

８．予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review）  

について（関連資料 27～29 参照） 

 予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review（以下「ＣＤＲ」

という。））は、こどもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、

警察、消防、行政関係者等）が、こどもの既往歴や家族背景、死に至る直

接の経緯等に関する様々な情報を収集し、死因の検証を行うことにより、

効果的な予防対策を導き出し予防可能なこどもの死亡を減らすことを目

的とするものである。 

  ＣＤＲについては、成育基本法や、死因究明等推進法の成立を踏まえ、

令和２年度から、こどもの死亡に関する情報収集や、調査・報告を行うた

めの関係機関との調整、政策提言のための検証ワーキンググループなどを

行うモデル事業を実施している。 

  令和４年度からは、これらに加え、国においてデータや提言の集約、ポ

ータルサイトの運用及び予防可能なこどもの死亡事故の予防策等に係る

普及啓発等を実施しており、都道府県等におかれても御承知いただくとと

もに、予防可能なこどもの死亡の予防に向けた取組を推進いただくようお

願いする。 

 

９．乳幼児健康診査について（関連資料 30 参照） 

（１）乳幼児健康診査の実施について 

乳幼児に対する健康診査については、平成 27 年、令和元年に問診項目の追加

等を行い、子育て支援の必要性についても評価をお願いしているところ。必須

問診項目として設定された 15 項目については、引き続き、乳幼児健診情報シス

テムを通じた把握・報告をお願いする。 

  また、平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、乳幼児健

康診査事業実践ガイド及び乳幼児健康診査身体診察マニュアル（健診従事者向

け）を作成（身体診察マニュアルについては令和２年度厚生労働科学研究にお

いて改訂）しているので、各市町村で活用いただきたい。乳幼児の身体的・精
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神的・社会的な観点からの包括的なアプローチに向け、引き続き、こども家庭

科学研究等においてマニュアル等の検討を行っている。 

  各市町村におかれては、上記ガイド及びマニュアルを活用して、引き続き、

乳幼児健康診査の円滑な実施に努めていただきたい。 

 

  ※乳幼児健康診査事業実践ガイド 

    http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/guide.pdf 

  ※乳幼児健康診査身体診察マニュアル 

    https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/shinsatsu_ 

    manual.pdf 

 

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について 

乳幼児健診については、母子保健法に基づき実施していただいていると

ころであるが、１歳６か月児健診では 4.8％、３歳児健診では 5.4％（令

和３年度地域保健・健康増進事業報告）の未受診者がいる。 

    乳幼児健診をこどもに受けさせていない家庭は、受けさせている家庭よ

りも虐待リスクが高いことが指摘されていることから、未受診家庭の把握

を通じて、虐待予防のための支援につなげることが重要である。 

    各市町村におかれては、家庭訪問等により引き続き乳幼児健診未受診者

の受診勧奨等に努めていただきたい。 

    また、乳幼児健診未受診家庭を把握した際には、児童福祉担当部署等に

情報提供を行い、連携してこどもの安全確認を徹底していただきたい。 

 

（３）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引継ぎに

ついて 

乳幼児健康診査における発達障害の早期発見については、発達障害者支

援法（平成 16 年法律第 167 号）第５条において、市町村は、乳幼児健康

診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない

旨が定められている。 

  また、平成 29 年１月の総務省勧告を受けて、市町村での乳幼児健康診

査における発達障害の早期発見の取組について、令和元年５月に、特に効

果的と考えられる事例をとりまとめたものを情報提供している。 

 各自治体におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期発見

が効果的に行われるよう、市町村の取り組み事例を参考に、積極的な取り
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組みをお願いするとともに、発達障害児に対する一貫した、切れ目のない

支援を推進する観点から、乳幼児健診の結果等の進学先への引継ぎについ

て検討をお願いする。 

     各都道府県におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期発

見が効果的に行われるよう、市町村の取組事例を参考に、管内市町村に積

極的な取り組みを促していただきたい。また、母子保健指導者養成研修や

国立精神・神経医療研究センターにおいて実施されている発達障害者支援

等の研修について、管内の市町村に適宜周知するとともに、積極的な参加

を促していただきたい。 

     

 ※乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための 

  取組事例に関する調査研究報告書 

   全体版：https://www.mhlw.go.jp/content/000514254.pdf 

     概要版：https://www.mhlw.go.jp/content/000514256.pdf 

 ※発達障害者支援に関する行政評価・監視（総務省） 

      http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html  

  ※国立精神・神経医療研究センター 

     https://www.ncnp.go.jp/info/ 

 

（４）３歳児健康診査における視覚検査の実施について 

（関連資料 31 参照） 

３歳児健康診査における視覚検査について、乳幼児の弱視等は早期発見

することで治療が可能であり、屈折検査は、片眼性の弱視等を検出するの

に有用であることから、令和４年度より、市町村が屈折検査機器等の整備

を行う際に活用可能な補助事業（母子保健対策強化事業）を創設するとと

もに、令和５年度から同事業をさらに拡大し、都道府県が管内市町村が実

施する健康診査等の均てん化（検査結果の情報集約・共有など）や精度管

理等の支援を行うことも可能としたところである。 

また、令和４年度子ども・子育て支援推進研究事業「３歳児健康診査に

おける視覚検査の実施体制に関する実態調査研究」（事業実施者：株式会

社キャンサースキャン）において、市区町村及び都道府県向けの 

・３歳児健診における視覚検査の円滑な実施と精度管理のための手引書 

・様式例 

・事例集 

・要精密検査のこどもの保護者向け情報提供リーフレット 
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等を作成し、「健やか親子２１ 妊娠・出産・子育て期の健康に関する情

報サイト」に掲載している。 

https://sukoyaka21.cfa.go.jp/usefultools/thema4/https://su

koyaka21.mhlw.go.jp/useful-tools/thema4/ 

上記の補助事業や手引書等を活用いただきながら、都道府県と市町村の

連携、受検状況等の把握・集計、精度管理、医療機関等の関係機関との連

携等について、地域の実情に応じた視覚検査の体制を整備いただきたい。 

 

10．母子健康手帳の見直し及び母子保健のデジタル化について 

（関連資料 32 参照） 

母子健康手帳の在り方等については、令和４年５月から、「母子健康手

帳、母子保健情報等に関する検討会」(以下「検討会」という。）において、

近年の社会変化及び母子保健の変化等を踏まえた議論が行われ、同年９月

20 日に「母子健康手帳の見直し方針について（母子健康手帳、母子保健情

報等に関する検討会中間報告書）」、令和５年３月 14 日に「母子保健情報

のデジタル化について （母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会報

告書）」とりまとめられた。（以下 10.及び 11.において「報告書」という。） 

報告書を踏まえ、母子保健法施行規則（昭和 40 年厚生省令第 55 号）様

式第３号に規定する母子健康手帳の様式の見直しを行う、母子保健法施行

規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 172 号）が令和４年

12 月 26 日に公布され、令和５年４月１日から施行した。都道府県におかれ

ては、貴管内の市町村に対し、必要に応じて適切に指導・助言等を行って

いただきたい。 

他方、令和２年度以降、母子健康手帳の一部の情報については、マイナ

ポータルを通じた閲覧が可能となっているところ、引き続き、母子保健分

野に係る国民の利便性の向上、地方公共団体や医療機関の事務負担の軽減

等を図るため、マイナンバーカードを活用した母子健康手帳のデジタル化

に取り組む必要がある。こうした点を踏まえ、報告書においては、令和７

年度を目標時期として地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化

が進められていることも踏まえつつ、母子健康手帳のデジタル化に向けた

環境整備を進めていくことが適当とされた。報告書を踏まえ、母子保健情

報デジタル化実証事業を実施し、取組を進めているところ。     

 

・「母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子保健法施行

規則第七条の厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件の告示 
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について」（令和４年 12 月 26 日付け子発 1226 第３号厚生労働省子ど

も家庭局長通知） 

 

11．母子健康手帳の交付等について（関連資料 33 参照） 

母子健康手帳の母子保健法施行規則様式第３号以外のいわゆる任意記載

事項様式については、報告書において、 

    ・ 主として電子的に提供することが適当とされる一方、 

    ・ 窒息時の応急手当、心肺蘇生法、緊急時の連絡先等の緊急性のある

情報は紙でも提供することとされ、 

    ・ あわせて、任意記載事項様式において、災害時の避難場所の連絡先

や平時からの備えなどの情報を提供することが適当とされたところ

である。 

こうした中間報告書における指摘等を踏まえ、省令様式の見直しの施行

にあわせ、各地域の実情に応じて作成いただける任意記載事項様式につい

ても、見直しを行った。 

     各市町村及び特別区におかれては、妊婦や保護者が必要な支援に適切に

つながれるよう、各地方公共団体等における取組等を追記し、作成をお願

いする。また、都道府県におかれては、管内の市町村に対し、必要に応じ

て、適切に指導・助言等を行っていただくよう、お願いする。 

なお、報告書の指摘を踏まえ、電子的に提供する情報については、「母子

健康手帳情報支援サイト」に掲載しており、具体的には、妊娠中の薬の使用

に関する注意や、こどもの事故予防、育児の上での相談場所など、妊産婦や

保護者に知っていただきたい内容を掲載しているところ。市町村におかれ

ては、下記ウェブサイトの URL や QR コードを母子健康手帳に積極的に記載

いただくことや、QR コードを記載したリーフレットを配布するなど、ご対

応いただくようお願いする。 

     

     ・「母子健康手帳の任意記載事項様式について」（令和４年 12 月 26 日 

付け子母発 1226 第２号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知） 

     ・母子健康手帳情報支援サイト：https://mchbook.cfa.go.jp/ 

                                

     また、点字版母子健康手帳の印刷にかかる経費について、地方交付税措置

が講じられているところである。視覚に障害のある妊産婦を把握した際は、
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点字版母子健康手帳についてお知らせし、本人の希望を踏まえながら、一

般の母子健康手帳にあわせて、点字版母子健康手帳を作成、配布していた

だくようお願いしたい。他にも、マルチメディアデイジー版の母子健康手

帳が作成されており、利用者のニーズに合わせて御案内をお願いしたい。 

 

12．妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活について 

（関連資料 34～37 参照） 

①妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針について 

 妊娠期や授乳期においても、健康の保持・増進を図ることが重要である。

妊娠期及び授乳期における望ましい食生活の実現に向けて、平成 18 年に

「妊産婦のための食生活指針」が作成された。作成から約 15 年が経過し、

健康や栄養・食生活に関する課題を含む、妊産婦を取り巻く社会状況等が

変化していることから、令和３年３月に同指針の改定を行った。妊娠、出

産、授乳等に当たっては、妊娠前からの健康なからだづくりや適切な食習

慣の形成が重要であることから、改定後の指針の対象には妊娠前の女性も

含むこととし、名称を「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」

とした。改定後の指針は、妊娠前からの健康づくりや妊産婦に必要とされ

る食事内容とともに、妊産婦の生活全般、からだや心の健康にも配慮した、

10 項目から構成されている。また、妊娠期における望ましい体重増加量に

ついて、「妊娠中の体重増加指導の目安」（令和３年３月８日日本産科婦

人科学会）を参考として提示している。あわせて、保健医療従事者等を対

象とした解説要領を作成しており、妊産婦等を対象とした健康診査や各種

教室等における保健指導・栄養指導の参考として活用をお願いする。 

         

※妊娠中と産後の食事について 

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/shokuji/ 

  

 

②授乳・離乳の支援について 

授乳期・離乳期は、こどもの健康にとって極めて重要な時期であり、親

子双方にとって、慣れない授乳や離乳を経験する過程を支援することが必

要である。妊産婦やこどもに関わる産科施設、小児科施設、保健所・市町

村保健センターなどの保健医療従事者が授乳や離乳の支援に関する基本

的事項を共有することで妊産婦への適切な支援を進めていくことができ
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るよう、「授乳・離乳の支援ガイド 」を作成している（平成 31 年３月改

定）。また、授乳や離乳についてわかりやすく記載したリーフレットを作

成し、こども家庭庁ウェブサイトに掲載している。各地方公共団体におか

れては、乳幼児健康診査の機会等での積極的な活用をお願いする。 

         

 ※授乳や離乳について 

     https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/junyuu/ 

 

③災害時の授乳支援ついて 

 災害時は、授乳中の女性にとって、避難所等での慣れない生活環境によ

り心身の負担が大きくなるとともに、断水や停電等により清潔に授乳でき

る環境が確保できない可能性も考えられるため、特段の配慮が必要とな

る。また、災害に備え、平時から母子に必要となる物資の備蓄等について

進めることも重要である。 

 このため、令和元年 10 月 25 日付けで、各地方公共団体に対し、災害時

における授乳中の女性への支援等に関して、断水等によりライフラインが

断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミル

クを母子の状況等に応じて活用いただくこと、平時からの対策として育児

用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）等の授乳用品などの母子に必

要となる物資の備蓄を進めることをお願いしている（※）。各地方公共団

体におかれては、災害時の授乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性へ

の支援について関係部局間で連携して進めていただくとともに、平時から

育児用ミルク及び使い捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必

要となる物資の備蓄も進めていただくよう、お願いする。 

なお、備蓄した液体ミルクについては、ローリングストック等により有

効に活用することが可能であり、保育所等における給食の食材としての使

用や、防災訓練などにおいて一律の配布ではなく防災に関する訓練や啓発

活動として、災害の備えのための正しい使用状況等を説明し、母子の状況

を踏まえた上で提供することは、WHO の国際基準に抵触するものではない

と考えている。 

   ※「災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及

び活用について」（令和元年 10 月 25 日付け事務連絡） 

 

④「第４次食育推進基本計画」について 

 令和３年３月 31 日に開催された食育推進会議(会長：農林水産大臣)に

おいて、食育基本法(平成 17 年法律第 63 号)第 16 条第１項の規定に基づ

き、「第４次食育推進基本計画」が決定された。各自治体におかれては、
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母子保健及び児童福祉分野における食育の更なる推進に努めていただく

とともに、各都道府県におかれては管内市町村に対する情報提供や技術的

な支援等の適切な支援を行っていただくようお願いする。 

       

 ※ 「第４次食育推進基本計画」の決定について」(令和３年 4月 1 日医  

政発 0401 第 11 号・健発 0401 第 16 号・生食発 0401 第 26 号・子発

0401  第 3 号・老発 0401 第 13 号厚生労働省医政局長、健康局長、

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全審議官、子ども家庭局長、老健

局長連名通知) 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E9%A3%9F%E

8%82%B2%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%B

B&dataId=00tc5832&dataType=1&pageNo=1&mode=0 

       

 ※「第４次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野  

における食育の推進について」(令和３年 4 月 1 日子母発 0401 第２

号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)) 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E9%A3%9F%E

8%82%B2%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94%B

B&dataId=00tc5858&dataType=1&pageNo=1&mode=0 

       

⑤乳幼児身体発育調査の実施について 

乳幼児身体発育調査については、昭和 35（1960）年以降 10 年ごとに、

全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼

児の身体発育値を定めて、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とし

ており、令和５年９月に実施したところである（前回は平成 22 年度に実

施）。調査実施に際して、御理解と御協力をいただき感謝申し上げる。 

なお、調査結果の公表については、令和６年 10 月に e-Stat にて公表予

定である。 

        

⑥乳幼栄養調査の実施について 

乳幼児栄養調査については、昭和 60（1985）年以降 10 年ごとに、全国的

に乳幼児の栄養方法及び食事の状況等の状態を調査し、授乳・離乳の支援、

乳幼児の食生活の改善のための基礎資料を得ることとしている。前回調査

は、平成 27 年度に実施していることから、令和７年度の実施に向け検討を

進めているところである。 

 

 ⑦児童福祉施設等における食事提供ガイドの改定について 
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平成 22 年に作成された「児童福祉施設における食事の提供ガイド」（平

成 22年３月厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課。以下、「児童福

祉施設ガイド」という。）及び平成 24年に作成された「保育所における食

事の提供ガイドライン」（平成 24年３月厚生労働省。以下、「保育所ガイ

ドライン」という。）について、作成から 10年以上が経過し、成育過程に

ある者等に対し、必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総

合的に推進することを目的とした成育過程にある者及びその保護者並び

に妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総

合的な推進に関する法律（平成 30 年法律第 104 号）が制定されるなど、

食事・食生活をはじめとしたこどもを取り巻く環境や課題はさらに変化し

た。児童福祉施設においては、より多角的な視点をもって、一人一人のこ

どもの発育・発達に対応し、食事の提供を通じたこどもの食生活全体の支

援がより一層求められているところ。 

これらの状況を踏まえ、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事

業で検討された児童福祉施設ガイド及び保育所ガイドラインの見直しに

関する検討結果を踏まえつつ、こども家庭庁において、児童福祉施設ガイ

ド及び保育所ガイドラインを統合し、よりわかりやすい内容となるよう、

令和５年中に改定する予定である。各地方公共団体におかれては、児童福

祉施設等に改定版のガイドラインを広く周知していただくとともに、児童

福祉施設等への指導の際の活用をお願いする。 

13．旧優生保護法について（関連資料 38～40参照） 

①旧優生保護法一時金の支給について

   「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等

に関する法律」（平成 31年法律第 14 号。以下「一時金支給法」という。）

については、平成 31 年４月 24日（旧優生保護法一時金認定審査会につい

ては同年６月 24 日）に施行されたところである。 

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金（以下「一

時金」という。）のこども家庭庁（令和５年３月 31日までは厚生労働省。

以下、13において同じ。）及び都道府県への請求件数は 1,260 件（令和５

年７月末時点）、支給認定件数は 1,054 件（令和５年７月末時点）である。 

一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、こども家庭

庁において以下の周知広報を実施してきたところである。 

・ 一時金についての特設ホームページの開設、新聞広告、インターネ

ット広告、ラジオ広告などによる制度の周知広報



 
 

      ・ 障害特性に配慮した周知広報として、手話・字幕付き動画、点字版

リーフレット及び制度を分かりやすく説明したリーフレット（分かり

やすい旧優生保護法一時金リーフレット）を作成・配布 

   なお、新聞広告については、令和５年度中においても実施予定である。 

      都道府県におかれても、一時金の支給対象者となり得る者に確実に情報

が届くよう、「旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金」も活用い

ただき、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行うようお願いする。 

      また、一時金の支給対象者の多くが高齢で疾病や障害がある者であり、

心理的な負担となることも想定されることから、その者から都道府県の窓

口に相談等があった場合には、その者の状況に応じた丁寧な対応・相談支

援を行うことをお願いする。 

      なお、疑義照会が多く寄せられている生活保護受給者が一時金を受給し

た場合の取扱いについては、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた

者に対する一時金の生活保護制度における取扱いについて（通知）」（平

成 31 年４月 24 日社援保発 0424 第３号厚生労働省社会・援護局保護課長

通知）に基づき、収入と認定しないこととしているので、再確認いただく

とともに、貴管内実施施設に対しても、改めて周知をお願いする。 

 

  ②国会による調査について 

      一時金支給法第 21 条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術

等に関する調査その他の措置を講ずるものとされている。調査の主体は国

会であり、令和２年６月 17 日に衆議院及び参議院の厚生労働委員長から

衆議院及び参議院の厚生労働調査室に対して、調査命令（国会図書館に対

しては協力要請）が出され、都道府県におかれても調査に協力いただいた

ところである。 

   その後、報告書として「旧優生保護法一時金支給法第 21 条に基づく調

査について」が取りまとめとられ、令和５年６月 19 日に衆参両委員長は、

これを衆議院議長及び参議院議長に報告するとともに公表した。 
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◆
全

て
の
希
望
者
が
、
産

前
・
産

後
ケ
ア
や

一
時

預
か

り
な
ど
を
利

用
で
き
る
環

境
の

整
備

産
前

・
産
後
の
心
身

の
負
担

を
軽

減
す
る
た
め
、
希

望
す
る
全

て
の

方
が

産
前

・
産

後
ケ
ア
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
産

前
・
産
後

ケ
ア
の

体
制

の
充
実
を

図
る
と
と
も
に
、
利
用

者
負

担
の
軽

減
を
図

る
必

要
が

あ
る
。
（
略

）

母
子
保
健
関
連
施
策
に
係
る
閣
議
決
定
等

に
つ
い
て

○
全

世
代

型
社

会
保

障
構

築
会

議
報

告
書

～
全

世
代

で
支
え
合
い
、
人

口
減
少

・
超

高
齢

社
会
の

課
題

を
克

服
す
る
～

（
令

和
４
年
12

月
16
日
同

会
議
）
（抄

）

○
こ
ど
も
未

来
戦

略
方

針
～

次
元

の
異

な
る
少

子
化

対
策

の
実
現

の
た
め
の
「
こ
ど
も
未

来
戦

略
」
の

策
定

に
向

け
て
～

（
令
和
５
年

６
月
13
日

閣
議
決
定
）
（
抄
）

Ⅲ
．
「
加

速
化
プ
ラ
ン
」
～

今
後
３
年

間
の

集
中

的
な
取

組
～

Ⅲ
－

１
．
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
実

施
す
る
具

体
的

な
施

策

１
．
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
子
育

て
に
係

る
経

済
的

支
援

の
強

化
や

若
い
世

代
の

所
得

向
上

に
向
け
た
取

組

（
３
）
医
療
費
等
の
負

担
軽

減
～
地
方

自
治

体
の

取
組

へ
の

支
援

～

○
お
お
む
ね
全
て
の
地

方
自

治
体

に
お
い
て
実

施
さ
れ

て
い
る
こ
ど
も
医

療
費

助
成

に
つ
い
て
、
国

民
健
康

保
険
の

国
庫

負
担

の
減
額

調
整
措

置
を
廃

止
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
適

正
な
抗

菌
薬

使
用
な
ど
を
含

め
、
こ
ど
も
に
と
っ
て
よ
り
良
い
医

療
の

在
り
方

に
つ
い
て
、
今

後
、
医

学
界

な
ど
専

門
家

の
意

見
も

踏
ま
え
つ
つ
、
国
と
地
方
の
協

議
の

場
な
ど
に
お
い
て
検

討
し
、
そ
の

結
果

に
基

づ
き
必

要
な
措

置
を
講
ず
る
。

２
．
全

て
の
こ
ど
も
・
子
育
て
世

帯
を
対
象

と
す
る
支

援
の

拡
充

（
１
）
妊
娠
期
か
ら
の
切

れ
目

な
い
支
援

の
拡

充
～

伴
走

型
支

援
と
産

前
・
産

後
ケ
ア
の

拡
充

～

○
退
院
直
後
の
母
子
に
対

し
て
心

身
の

ケ
ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー
ト
な
ど
を
行

い
、
産

後
も
安

心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
支

援
体
制

の
確

保
を
図

る
産

後
ケ
ア

事
業
に
つ
い
て
は
、
利

用
者

負
担

の
軽

減
措
置

を
本

年
度
か
ら
全
て
の

世
帯
に
対

象
を
拡

大
し
て
実

施
す
る
と
と
も
に
、
支
援

を
必

要
と
す
る
全

て
の

方
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

提
供

体
制
の

確
保
に
向

け
た
取
組

を
進

め
る
な
ど
、
子

育
て
家

庭
の

産
前
・
産

後
の

心
身

の
負

担
軽

減
を
図

る
観

点
か

ら
実
施
体
制
の
強
化

等
を
行
う
。
ま
た
、
乳

幼
児

健
診

等
を
推

進
す
る
。

○
女
性
が
、
妊
娠
前
か
ら
妊

娠
・
出

産
後

ま
で
、
健

康
で
活

躍
で
き
る
よ
う
、
国

立
成

育
医

療
研

究
セ
ン
タ
ー
に
、
「
女

性
の

健
康
」
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ

ン
タ
ー
機
能
を
持
た
せ
、
女

性
の
健

康
や

疾
患

に
特

化
し
た
研

究
や

プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
8
を
含
む
成
育
医
療
等
の

提
供
に
関
す
る
研

究
、
相

談
支

援
等
を
進
め
る
。
ま
た
、
20
22

年
度

か
ら
保

険
適

用
さ
れ

た
不

妊
治

療
に
つ
い
て
、
推

進
に
向

け
た
課

題
を
整
理

、
検
討

す
る
.

8
男

女
と
も
に
性

や
妊

娠
に
関

す
る
正

し
い
知
識
を
身
に
付

け
、
健
康

管
理

を
行
う
よ
う
促

す
こ
と
。

資料１
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産
後
ケ
ア
事
業

産
後
ケ
ア
事
業
（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
一
部
）

（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
一
部
）
【【【
拡
充

拡
充
】

○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
を

行
い

、産
後

も
安

心
して

子
育

て
が

で
き

る
支

援
体

制
の

確
保

を
行

う産
後

ケ
ア

事
業

に
つ

い
て

、少
子

化
の

状
況

を踏
まえ

、誰
も

が
よ

り安
心

・安
全

な
子

育
て

環
境

を
整

え
る

た
め

、法
定

化
に

より
市

町
村

の
努

力
義

務
とな

った
当

事
業

の
全

国
展

開
を図

る
。子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ンタ

ー
に

お
け

る
困

難
事

例
や

、新
型

コロ
ナ

ウイ
ル

ス
に

対
して

不
安

を
抱

い
て

い
る

妊
産

婦
等

へ
の

対
応

の
強

化
に

対
す

る
受

け
皿

とし
て

も
活

用
す

る
。

※
従

来
予

算
事

業
とし

て
実

施
され

て
き

た
「産

後
ケ

ア
事

業
」は

、母
子

保
健

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

令
和

元
年

法
律

第
号

）
に

よ
り、

市
町

村
の

努
力

義
務

とし
て

規
定

され
た

（
令

和
３

年
４

月
１

日
施

行
）

※
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

（
令

和
２

年
５

月
日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
、

年
度

末
ま

で
の

全
国

展
開

を
目

指
す

とさ
れ

て
い

る
。

目
的

◆
対
象
者

（
令

和
５

年
度

実
施

要
綱

改
正

）
産

後
ケ

アを
必

要
とす

る
者

◆
内

容
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
きめ

細
か

い
支

援
を

実
施

す
る

。（
利

用
期

間
は

原
則

７
日

以
内

）

◆
実
施
方
法
・実

施
場
所
等

（
１

）
「宿

泊
型

」
・・

・
病

院
、助

産
所

等
の

空
きベ

ッド
の

活
用

等
に

よ
り、

宿
泊

に
よ

る
休

養
の

機
会

の
提

供
等

を実
施

（
２

）
「デ

イサ
ー

ビス
型

」
・・

・
個

別
・集

団
で

支
援

を
行

え
る

施
設

に
お

い
て

、日
中

、来
所

した
利

用
者

に
対

し実
施

（
３

）
「ア

ウト
リー

チ
型

」
・・

・
実

施
担

当
者

が
利

用
者

の
自

宅
に

赴
き

実
施

◆
実
施
担
当
者

事
業

内
容

に
応

じて
助

産
師

、保
健

師
又

は
看

護
師

等
の

担
当

者
を

配
置

。※
宿

泊
型

を
行

う場
合

に
は

、２
４

時
間

体
制

で
１

名
以

上
の

助
産

師
、保

健
師

又
は

看
護

師
の

配
置

が
条

件

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
（

１
）

デ
イサ

ー
ビス

・ア
ウト

リー
チ

型
１

施
設

あ
た

り月
額

円
（

２
）

宿
泊

型
１

施
設

あ
た

り月
額

円
（

３
）

①
住

民
税

非
課

税
世

帯
に

対
す

る
利

用
料

減
免

（
Ｒ

４
～

）
１

回
あ

た
り

円
②

上
記

①
以

外
の

世
帯

に
対

す
る

利
用

料
減

免
【拡

充
】（

Ｒ
５

～
）

１
回

あ
た

り
円

（
４

）
時

間
日

受
入

体
制

整
備

加
算

１
施

設
あ

た
り年

額
円

※
（

１
）

及
び

（
２

）
の

補
助

単
価

は
６

か
所

を
上

限
とす

る
。（

委
託

先
の

数
を

制
限

す
る

も
の

で
は

な
い

）

実
施
主
体
・補

助
率
等

【平
成

年
度
創
設
】

実
施
自
治
体

※
 令

和
３

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）

別
紙
参
照

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）
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○
退
院
直
後
の
母
子
に
対
して
心
身
の
ケ
アや
育
児
の
サ
ポ
ー
ト等

を行
う産

後
ケ
ア事

業
に
つ
い
て
は
、令

和
元
年
の
母
子
保
健
法
改
正
に
よ
り、
市
町

村
の
努
力
義
務
とさ
れ
、少

子
化
社
会
対
策
大
綱
（
令
和

年
月

日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
、

年
度
末
ま
で
の
全
国
展
開
を
目
指
す
こと

とさ
れ
て
い
る
。

○
ま
た
、全

世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議
に
お
い
て
も
、産

前
・産
後
ケ
ア
の
体
制
を充

実
す
る
とと
も
に
、利

用
者
負
担
の
軽
減
を
図
る
こと
が
検
討
課

題
の
一
つ
とし
て
挙
げ
られ
て
い
る
。

○
産
後
ケ
ア
事
業
の
利
用
者
負
担
に
つ
い
て
は
、令

和
４
年
度
か
ら非

課
税
世
帯
を対

象
に
減
免
支
援
を
実
施
す
る
こと
とし
た
とこ
ろ
で
あ
る
が
、上

記
の
よう
な
状
況
を踏

まえ
、利

用
者
の
所
得
の
状
況
に
関
わ
らず

、産
後
ケ
ア
事
業
を
利
用
しや

す
い
環
境
を
整
え
る
観
点
か
ら、
産
後
ケ
ア
事
業
を
必

要
とす

る
全
て
の
産
婦
に
対
して

、利
用
者
負
担
の
減
免
支
援
を
導
入
す
る
。

令
和
５
年
度
予
算
に
お
け
る
利
用
者
負
担
の
減
免
支
援
の
拡
充

産
後
ケ
ア
事
業
の
利
用
者
負
担
の
減
免
支
援
に
つ
い
て

別
紙

①
非
課
税
世
帯

②
全
て
の
産
婦
（
①
以
外
）

Ｒ
４
年
度
よ
り
減
免
支
援

（
円
／
回
）

Ｒ
５
年
度
よ
り
減
免
支
援
を
導
入
【
拡
充
】

（
円
／
回
）

全
て
の
産
婦
に
対
す
る
利
用
料
減
免
【拡
充
】

減
免
助
成
額
：
２
，
５
０
０
円
／
回

（
宿
泊
型
の
平
均
的
な
利
用
料
（
約
千
円
）
の
半
額
）

助
成
日
数

：
５
日
間

（
宿
泊
型
の
平
均
的
な
利
用
日
数
）

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
対
す
る
利
用
料
減
免
（

円
／
回
）

に
つ
い
て
は
、引

き
続
き
現
行
の
支
援
を
実
施

【
伴
走
型
相
談
支
援
と
の
連
携
】

伴
走
型
相
談
支
援
と
の
連
携
の
観
点
か
ら
、
産
後
ケ
ア
施
設
は
、
利
用
者
の
利
用
事
実
や
、
利
用
時
に
気
に
な
る
事
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
内
容
（
産
後
ケ
ア
施
設
で
実
施
し

た
等
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
を
含
む
。
）
を
、
当
該
利
用
者
に
伴
走
支
援
を
行
っ
て
い
る
包
括
セ
ン
タ
ー
等
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

利
用
料
減
免
の
実
施
方
法

○
利
用
料
減
免
の
実
施
方
法
とし
て
は
、利

用
者
が
産
後
ケ
ア
施
設
に
利
用
料
を支

払
い
、後

日
、市

町
村
か
ら減

免
額
の
助
成
を
受
け
る
方
法
（
償
還
払
い
）
、利

用
料

減
免
の
ク
ー
ポ
ン
を
渡
す
方
法
な
どが
想
定
され
る
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
実
情
に
応
じて
実
施
す
る
こと
とす
る
。

○
産
後
ケ
ア施

設
との
委
託
契
約
の
中
で
利
用
料
を設

定
して
い
る
場
合
に
は
、利

用
料
の
金
額
設
定
を
引
き
下
げ
る
方
法
も
可
能
とす
る
（
この
場
合
、減

免
支
援
の
実
施
前

と実
施
後
の
差
額
が
減
免
額
とな
り、
国
庫
補
助
の
対
象
とな
る
。）

※
た
だ
し
、
食
費
代
は
自
己
負
担
（
食
費
代
以
外
の
利
用
料
が
減
免
支
援
の
対
象
）
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２
要
求
費
目
・
実
施
主
体
等

１
事
業
の
目
的

産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
の
整
備

○
産
後
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て
は
、
少
子
化

社
会

対
策
大
綱

（
令
和

２
年

５
月

29
日

閣
議
決

定
）

に
お
い
て

、
20
24

年
度

末
ま
で
の

全
国

展
開
を
目
指

す
こ
と

と
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
令
和
３
年
度
時
点
の
実
施
市
町
村
数
は

1,
36
0市

町
村
と
な
っ

て
い
る

。

未
実
施

市
町
村

の
取

組
を
推
進
す
る
た
め
、
産
後
ケ
ア
事
業
に
か
か
る
整
備
費
に
つ
い

て
、

補
助
率
１

／
２
相

当
額

を
２
／
３

相
当

額
に
引
き
上

げ
る
。

（
項
）
児
童

福
祉
施

設
整

備
費

（
目
）
次

世
代
育

成
支

援
対
策
施

設
整
備
交
付
金

所
要
額

：
31
9
,1
40
千

円

【
設
置
主
体
】
指
定
都
市
、
中
核

市
、
市

区
町

村
、
社
会

福
祉
法

人
、

公
益
法
人

、
日
本

赤
十

字
社

等

【
補

助
率
】
２

／
３

＜
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
（
抜
粋
）

＞
Ⅰ

－
２
（
３

）
妊
娠

期
か

ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

○
妊
娠
期

か
ら
子

育
て

期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

・
特
に

、
妊
娠
期

か
ら
子

育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
総
合

的
相

談
支
援

を
提

供
す

る
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ

拠
点

（
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

）
の

整
備

を
図

る
。

ま
た

、
20

19
年

に
成

立
し

た
母

子
保

健
法

改
正

法
を

踏
ま

え
、

出
産

後
の

母
子

に
対

し
て

、
心

身
の

ケ
ア

等
を

行
う

産
後

ケ
ア

事
業

に
つ

い
て

、
20
24

年
度

末
ま

で
の

全
国

展
開

を
目

指
す
。

こ
の

ほ
か
、
産
前
・

産
後
サ

ポ
ー

ト
事
業
の
実
施
を
図
る
。

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

億
円

３
参
考

（
※
）
令
和
３
年
度

補
正

予
算
に
お

い
て
も

同
様

の
事
業
を

実
施
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○
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
ター
の
設
置
及
び
産
後
ケ
ア
事
業
の
実
施
の
促
進
を
図
る
とと
も
に
、産

前
・産
後
サ
ポ
ー
ト事

業
等
を
地
域
の
実
情
に
応
じて
実
施
し、

妊
産
婦
等
に
必
要
な
支
援
体
制
の
強
化
を図

る
。

○
さら
に
、都

道
府
県
等
が
人
材
育
成
の
た
め
の
研
修
を行

う等
、市

町
村
に
対
し、
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
事
業
を推

進
す
る
た
め
の
体
制
を整

備
す
る
こと
を目

的
と

す
る
。

妊
娠
・出

産
包
括
支
援
事
業
【拡
充
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

１
．
市
町
村
事
業

（
１
）
産
前
・産
後
サ
ポ
ー
ト事

業
（

～
）

妊
産
婦
等
が
抱
え
る
妊
娠
・出
産
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
等
に
つ
い
て
、助

産
師
等
の
専
門
家
又
は
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニア
世
代
等
の
相
談
しや
す
い
「話

し相
手
」等
に
よる
相
談
支
援
を行

い
、家

庭
や
地
域
で
の
妊
産
婦
等
の
孤
立
感
を解

消
を図

る
。

（
２
）
産
後
ケ
ア事

業
【拡
充
】
（

～
）

産
後
ケ
アを
必
要
とす
る
出
産
後
１
年
を経

過
しな
い
女
子
及
び
乳
児
に
対
して
、心

身
の
ケ
アや
育
児
の
サ
ポ
ー
ト等

（
産
後
ケ
ア）

を行
い
、産

後
も
安
心
し

て
子
育
て
が
で
きる
支
援
体
制
を確

保
す
る
。

（
３
）
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
緊
急
整
備
事
業
【拡
充
】（

～
）

産
前
・産
後
サ
ポ
ー
ト事

業
、産

後
ケ
ア事

業
の
実
施
場
所
の
修
繕
を行

うこ
とに
より
、よ
り身

近
な
場
で
妊
産
婦
等
を支

え
る
仕
組
み
に
必
要
な
体
制
を緊

急
に
整
備
す
る
。

（
４
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
開
設
準
備
事
業
（

～
）

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
に
係
る
開
設
準
備
の
た
め
、職

員
の
雇
い
上
げ
や
協
議
会
の
開
催
等
を行

うこ
とに
より
、当

該
セ
ンタ
ー
を円

滑
に
開
設
す
る
。

２
．
都
道
府
県
事
業

・
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
推
進
事
業
（

～
）

連
絡
調
整
会
議
、保

健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、産

後
ケ
ア事

業
等
の
ニー
ズ
把
握
調
査
等
を行

い
、市

町
村
が
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
事
業
を実

施
す

る
た
め
の
体
制
整
備
を推

進
す
る
。

①
連
絡
調
整
会
議
、②

保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、③

ニー
ズ
把
握
調
査
、④

市
町
村
共
同
実
施
の
推
進
、⑤

その
他

内
容

【平
成

年
度
創
設
】

＜
拡
充
事
項
＞

修
繕
の
対
象
施
設
に
つ
い
て
、「
自
己
所
有
物
件
」だ
け
で
は
な
く「
賃
借
物
件
」ま
で
拡
大
。

＜
拡
充
事
項
＞

利
用
者
の
所
得
の
状
況
に
関
わ
らず
産
後
ケ
ア事

業
を利

用
しや
す
い
環
境
を整

え
る
観
点
か
ら、
産
後
ケ
ア事

業
を必

要
とす
る
全
て
の
産
婦
に
対
して
、利

用
者
負
担
の
減
免
支
援
を
導
入
。
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妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
推
進
事
業

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
推
進
事
業
（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
一
部
）

都
道
府
県
に
お
い
て
、連

絡
調
整
会
議
、保

健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、産

後
ケ
ア事

業
等
の
ニー
ズ
把
握
調
査
等
を行

い
、市

町
村
が
妊
娠
・出
産
包
括
支
援

事
業
を実

施
す
る
た
め
の
体
制
整
備
を推

進
す
る
こと
を
目
的
とす
る
。

目
的

市
町
村
が
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、市

町
村
に
対
し、
連
絡
調
整
会
議
、保

健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、産

後
ケ
ア
事

業
等
の
ニー
ズ
把
握
調
査
等
を行

う。

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都

道
府
県
１
／
２

◆
補
助
単
価

・妊
娠
・出
産
包
括
支
援
推
進
事
業

１
都
道
府
県
当
た
り

円
・産
後
ケ
ア事

業
を市

町
村
の
共
同
で
実
施
す
る
こと
を推

進
す
る
場
合
の
加
算

１
都
道
府
県
当
た
り

円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【平
成

年
度
創
設
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

（
１
）
連
絡
調
整
会
議

都
道
府
県
と市

町
村
や
、市

町
村
間
で
情
報
を共

有
す
る
た
め
、連

絡
調
整
会
議
を開

催
す
る。

（
２
）
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修

市
町
村
が
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
事
業
を実

施
す
る
に
当
た
り、
保
健
師
等
の
専
門
職
等
が
産
前
・産
後
サ
ポ
ー

ト事
業
や
産
後
ケ
ア事

業
、子

育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
、利

用
者
支
援
事
業
（
母
子
保
健
型
）
を実

施
す

る
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
を身

に
つ
け
るた
め
の
研
修
を行

う。
（
３
）
ニ
ー
ズ
把
握
調
査

産
後
ケ
ア事

業
等
の
実
施
に
当
た
り、
基
礎
デ
ー
タの
把
握
及
び
利
用
者
の
ニー
ズ
把
握
の
た
め
の
調
査
を行

う。
（
４
）
市
町
村
共
同
実
施
の
推
進

都
道
府
県
が
主
導
し、
市
町
村
で
の
共
同
実
施
を推

進
す
る
た
め
の
検
討
会
や
連
絡
調
整
等
を行

う。
（
５
）
そ
の
他

上
記
の
他
、市

町
村
が
妊
娠
・出
産
包
括
支
援
事
業
を実

施
す
る
体
制
を整

備
す
る
た
め
の
支
援
を行

う。

都
道

府
県

都
道
府
県

◆
実
施
自
治
体
数

・妊
娠
・出
産
包
括
支
援
推
進
事
業

４
３
自
治
体

・産
後
ケ
ア事

業
を市

町
村
の
共
同
で
実
施
す
る
こと
を推

進
す
る
場
合
の
加
算

４
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

市
町

村

32



１
．
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

○
改
正
児
童
福
祉
法
に
よ
り
、
市
区
町
村
に
お
い
て
、
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
（
児
童
福
祉
）
と
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
）
の
設
立
の

意
義
や
機
能
は
維
持
し
た
上
で
組
織
を
見
直
し
、
全
て
の
妊
産
婦
、
子
育
て
世
帯
、
子
ど
も
へ
一
体
的
に
相
談
支
援
を
行
う
機
能
を
有
す
る
機
関
（
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
）
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

○
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
や
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
相
談
支
援
等
の
取
組
に
加
え
、

新
た
に

・
妊
娠
届
か
ら
妊
産
婦
支
援
、
子
育
て
や
子
ど
も
に
関
す
る
相
談
を
受
け
て
支
援
を
つ
な
ぐ
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
の
作
成
）
や
、

・
民
間
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
多
様
な
家
庭
環
境
等
に
関
す
る
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
た
め
の
地
域
資
源
の
開
拓
、

を
担
う
こ
と
で
、
更
な
る
支
援
の
充
実
・
強
化
を
図
る
も
の
。

○
令
和
６
年
４
月
の
施
行
に
向
け
、
以
下
の
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

※
一
体
的
な
支
援
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
安
心
こ
ど
も
基
金
の
活
用
が
可
能
（

ま
で
、
通
例
よ
り
高
い
補
助
率
で
支
援
）

※
今
年
度
、
調
査
研
究
に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
予
定
。

①
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
未
設
置
市
町
村

⇒
拠
点
の
早
期
設
置
。
そ
の
際
、
②
の
一
体
的
な
相
談
支
援
体
制
の
整
備
等
を
併
せ
て
検
討
。

②
拠
点
・
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
市
町
村

⇒
一
体
的
な
支
援
体
制
（
詳
細
は
次
頁
）
を
整
備
し
つ
つ
、
新
た
な
業
務
の
実
施
に
向
け
検
討
。

資料２
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設
置

自
治

体
数

設
置

箇
所

数

○
主

に
妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
の

実
情

を
把

握
し

、妊
娠

・出
産

・子
育

て
に

関
す

る
各

種
の

相
談

に
応

じ
、必

要
に

応
じて

支
援

プ
ラン

の
策

定
や

、地
域

の
保

健
医

療
又

は
福

祉
に

関
す

る
機

関
との

連
絡

調
整

を
行

い
、母

子
保
健
施
策
と子

育
て
支
援
施
策
との

一
体
的
な
提
供

を
通

じて
、妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
の

健
康

の
保

持
及

び
増

進
に

関
す

る
包

括
的

な
支

援
を

行
うこ

とに
よ

り、
地

域
の

特
性

に
応

じた
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
提
供
す
る
体
制
を
構

築
す
る
こと

を目
的

とす
る

。
※

平
成

年
度

よ
り法

定
化

（
法

律
上

は
「母

子
健

康
包

括
支

援
セ

ンタ
ー

」）

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

目
的

◆
実
施
主
体

市
町

村
◆
対
象
者

主
とし

て
、 妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
並

び
に

その
保

護
者

◆
内

容
（

１
）

妊
産

婦
及

び
乳

幼
児

等
の

実
情

の
把

握
（

２
）

妊
娠

・出
産

・子
育

て
に

関
す

る
各

種
相

談
に

応
じ、

必
要

な
情

報
提

供
・助

言
・保

健
指

導
の

実
施

（
３

）
支

援
プラ

ンの
策

定
（

４
）

保
健

医
療

又
は

福
祉

の
関

係
機

関
との

連
絡

調
整

◆
職
員
配
置

（
１

）
保

健
師

、助
産

師
、看

護
師

及
び

ソー
シ

ャル
ワー

カー
を１

名
以

上
（

２
）

困
難

事
例

へ
対

応
す

る
た

め
、社

会
福

祉
士

、精
神

保
健

福
祉

士
等

の
専

門
職

を
１

名
以

上
（

７
ま

で
は

配
置

しな
い

こと
も

可
）

（
～

）
（

３
）

利
用

者
支

援
専

門
員

を１
名

以
上

（
地

域
の

実
情

等
に

よ
り配

置
しな

い
こと

も
可

）
（

４
）

補
助

者
（

任
意

）

内
容

【平
成

年
度
創
設
】

◆
活

用
可

能
な

予
算

（
５

年
度

予
算

）
子

ども
・子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
）

及
び

重
層

的
支

援
体

制
整

備
事

業
交

付
金

（
厚

生
労

働
省

）
億

円
の

内
数

◆
補

助
率

国
、都

道
府

県
、市

町
村

◆
補

助
単

価
（

利
用

者
支

援
事

業
母

子
保

健
型

の
場

合
）

１
か

所
あ

た
り年

額
千

円
～

千
円

※
職

員
配

置
に

よ
り異

な
る

予
算
補
助
等

設
置
状
況

※
 各

年
度

４
月

１
日

現
在

（
母

子
保

健
課

調
べ

）
※

 平
成

年
度

は
利

用
者

支
援

事
業

母
子

保
健

型
に

よ
る

補
助

金
を

活
用

して
い

る
自

治
体

数

（
か

所
、市

町
村

）

（
年

度
）
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子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
実
績

対
応
者
数

う
ち
支
援
プ
ラ
ン
対
象
者

数
妊
婦

人
人

産
婦

人
人

乳
幼
児

人
人

※
「
対
応
者
数
」
と
は
、
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
実
情
把
握
、

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る
各
種
相
談
に
応
じ
、
必
要
な

情
報
提
供
・
助
言
・
保
健
指
導
等
が
行
わ
れ
て
い
る
実
人
数
。

※
「
支
援
プ
ラ
ン
対
象
者
数
」
と
は
、
上
記
の
う
ち
、
支
援
プ
ラ

ン
策
定
が
行
わ
れ
て
い
る
実
人
数
。

妊
娠
届
出
数

令
和
２
年
度

人
令
和
元
年
度

人

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
支
援
状
況

出
典
：
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告

保
健
師

助
産
師

看
護
師

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

利
用
者
支
援

専
門
員

地
域
子
育
て
支
援

拠
点
専
門
員

そ
の
他
の

補
助
職
員
等

合
計

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
にお
け
る職
員
配置
状
況

単
位
：
人
（
常
勤
換
算
）

（
参
考
）

妊
娠
届
出
数

妊
産
婦
に
対
す
る
保
健
師
等
の
担
当
制

セ
ン
タ
ー
設

置
数

担
当
保
健
師
を
取
り
入

れ
て
い
る
セ
ン
タ
ー

割
合

％
※
母
子
保
健
課
調
べ

数
値
は
令
和
３
年
度
の
実
績

困
難
事
例
対
応
職
員
配
置
状
況

社
会
福
祉
士

精
神
保
健
福
祉
士

そ
の
他
の

専
門
職
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○
低
所
得
の
妊
婦
の
経
済
的
負
担
軽
減
を図

る
とと
も
に
、当

該
妊
婦
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、初

回
の
産
科
受
診
料
の
費
用

を
助
成
す
る
。な
お
、本

事
業
に
つ
い
て
は
、今

般
新
た
に
創
設
され
た
伴
走
型
相
談
支
援
事
業
と一

体
的
に
実
施
す
る
こと
に
よ
り、
両
事
業
の
効
果
的
な
取
組
を
進

め
る
こと
とす
る
。低
所
得
の
妊
婦
に
対
す
る
初
回
産
科
受
診
料
支
援
事
業
【新
規
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円

目
的

◆
対
象
者

住
民
税
非
課
税
世
帯
又
は
同
等
の
所
得
水
準
で
あ
る
妊
婦
。

た
だ
し、
当
該
妊
婦
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、以

下
の
要
件
を
満
た
す
者
とす
る
。

＜
要
件
＞

要
件
①
：
所
得
判
定
の
た
め
、世

帯
の
課
税
状
況
を
確
認
す
る
こと
に
同
意
す
る
こと

要
件
②
：
妊
婦
健
診
の
受
診
医
療
機
関
等
の
関
係
機
関
と市

町
村
が
、必

要
に
応
じて
、支

援
に
必
要
な
情
報
妊
婦
健
診
の
未
受
診
や
、家

庭
の
状
況
等
を

含
む
を
共
有
す
る
こと
に
同
意
す
る
こと
。

◆
内

容
（
１
）
初
回
産
科
受
診
料
補
助

低
所
得
の
妊
婦
を対

象
とし
て
、初

回
の
産
科
受
診
料
の
一
部
又
は
全
部
を補

助
す
る
。

（
２
）
関
係
機
関
との
連
絡
調
整

把
握
した
妊
婦
に
つ
い
て
必
要
な
支
援
が
提
供
され
る
よ
う関

係
機
関
との
連
携
を
図
る
。

◆
留
意
事
項

本
事
業
に
つ
い
て
は
、市

町
村
の
妊
婦
へ
の
支
援
体
制
整
備
の
た
め
、次

の
とお
り実

施
す
る
こと
とす
る
。

（
１
）
本
事
業
は
、子

育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
の
窓
口
業
務
とし
て
実
施
す
る
こと
とす
る
。

（
２
）
本
事
業
に
よ
る
支
援
対
象
者
に
対
して
、伴

走
型
相
談
支
援
事
業
に
よ
る
面
談
等
を
実
施
す
る
こと
。ま
た
、面

談
等
に
お
い
て
、住

民
税
非
課
税
世
帯
に
対
す

る
支
援
制
度
（
各
種
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
料
減
免
制
度
な
ど）

を
案
内
す
る
こと
で
、必

要
な
支
援
に
効
果
的
に
つ
な
げ
る
こと
。

（
３
）
本
事
業
に
より
助
成
を
行
った
妊
婦
に
対
し、
必
要
に
応
じて
支
援
計
画
を
策
定
し支

援
を
実
施
す
る
こと
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
市
町
村
（
伴
走
型
相
談
支
援
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
に
限
る
。）

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、市

町
村
１
／
２

◆
補
助
単
価
：
１
件
あ
た
り

円

実
施
主
体
・補

助
率
等

資料３
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母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
【拡
充
】

両
親
学
級
の
オ
ンラ
イン
実
施
や

を
活
用
した
オ
ン
ライ
ン
相
談
な
ど、
妊
産
婦
等
の
ニー
ズ
に
応
じた
アク
セ
ス
しや
す
い
多
様
な
相
談
支
援
を
行
うと
とも
に
、母

子
保

健
に
関
す
る
記
録
を
電
子
化
す
る
こと
で
、妊

産
婦
等
の
状
態
を適

切
に
管
理
す
る
な
ど、
必
要
な
支
援
が
行
わ
れ
る
よう
体
制
強
化
を図

る
。ま
た
、都

道
府
県
に
よる
成
育

医
療
等
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
や
、市

町
村
が
実
施
す
る
各
種
健
診
の
精
度
管
理
な
どの
広
域
支
援
の
推
進
等
を実

施
す
る。

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

億
円

億
円

目
的

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
、市

町
村

◆
補
助
率

：
①
国
１
／
２
、市

町
村
１
／
２

②
国
１
／
２
、都

道
府
県
１
／
２

◆
補
助
単
価

：
①

千
円

②
千
円

千
円
【拡
充
】

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
４
年
度
創
設
】

市
町
村
事
業

①
母
子
保
健
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
・オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
体
制
強
化
事
業

個
々
の
家
庭
の
状
況
に
応
じて
、適

切
な
支
援
を提

供
で
きる
よう
、地

域
の
実
情
に
応
じた
支
援
体
制
等
の
強
化
を図

る
。

（
１
）
両
親
学
級
等
の
オ
ンラ
イン
実
施

（
２
）

を活
用
した
オ
ンラ
イン
相
談

（
３
）
母
子
保
健
に
関
す
る
デ
ジ
タル
化
（
記
録
の
電
子
化
等
）

（
４
）
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
（
屈
折
検
査
機
器
等
）
の
整
備

（
５
）
その
他
母
子
保
健
対
策
強
化
に
資
す
る
取
り組

み

都
道
府
県
事
業

②
母
子
保
健
に
関
す
る
都
道
府
県
広
域
支
援
強
化
事
業
【拡
充
】

１
成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画
の
策
定
や
協
議
会
の
設
置
、ニ
ー
ズ
把
握
や
研
修
会
の
実
施
、普

及
啓
発
等
の
広
域
支
援
の
実
施
。

２
各
市
町
村
の
健
診
等
の
精
度
管
理
な
どの
支
援

都
道

府
県

協
議
会

設
置

市
町

村
関

係
機

関

参
加

参
加

都
道
府
県
に
お
い
て
、成

育
医
療
等
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
す
る
とと
も
に
、検

討
会
に
よる
検
討
・決
定

な
ども
踏
まえ
、母

子
保
健
（
各
種
健
診
や
産
後
ケ
ア事

業
な
ど）

に
関
す
る
広
域
支
援
を実

施

【協
議
会
の
検
討
内
容
（
例
）
】

・都
道
府
県
、市

町
村
の
「成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画
」の
策
定
に
関
す
る
こと

・母
子
保
健
事
業
に
関
す
る
実
施
体
制
の
整
備
や
委
託
先
の
確
保
に
関
す
るこ
と

・母
子
保
健
事
業
に
関
す
る
委
託
内
容
（
契
約
金
額
な
ど）

の
統
一
化
に
関
す
る
こと

資料４
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成
育
基
本
方
針
（
令
和
３
年
２
月
９
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
を
含
め
、男

女
を
問
わ
ず
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
しい
知
識
の
普
及
を

図
り、
健
康
管
理
を促

す
事
を
目
的
とす
る
。

※
令
和
３
年
度
まで
の
「女
性
健
康
支
援
セ
ンタ
ー
事
業
」や
「不
妊
専
門
相
談
セ
ンタ
ー
事
業
」を
組
み
替
え
た
も
の
。

性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

◆
対
象
者

思
春
期
、妊

娠
、出

産
等
の
各
ライ
フス
テ
ー
ジ
に
応
じた
相
談
を
希
望
す
る
者
（
不
妊
相
談
、予

期
せ
ぬ
妊
娠
、メ
ンタ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア、
性
感
染
症
の
対
応
を含

む
）

◆
内

容
（
１
）
不
妊
に
悩
む
夫
婦
、将

来
子
を持

ち
た
い
カッ
プ
ル
、身

体
的
・精
神
的
な
悩
み
を有

す
る
女
性
等
へ
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じた
健
康
・不
妊
・将
来
の
妊
娠

出
産
に
関
す
る
相
談
指
導

（
２
）
妊
娠
・出
産
に
係
る
正
しい
知
識
等
に
関
す
る
親
世
代
向
け
等
の
講
演
会
の
開
催

（
３
）
相
談
指
導
を行

う相
談
員
の
研
修
養
成

（
４
）
不
妊
治
療
、妊

娠
・出
産
、女

性
の
健
康
に
関
す
る
医
学
的
・科
学
的
知
見
の
普
及
啓
発

（
５
）
不
妊
治
療
と仕

事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応

（
６
）
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援
（
性
感
染
症
な
どの
疾
病
等
に
関
す
る
受
診
を含

む
。）

【拡
充
】

（
７
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る

や
ア
ウト
リー
チ
に
よる
相
談
支
援
、緊

急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保

（
８
）
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（

）
を受

け
た
妊
婦
等
へ
の
相
談
支
援
体
制
の
整
備

（
９
）
学
校
で
児
童
・生
徒
向
け
に
性
・生
殖
に
関
す
る
教
育
等
を実

施
す
る
医
師
や
助
産
師
等
へ
の
支
援

（
）
思
春
期
の
児
童
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

内
容

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率
：
国
１
／
２
、都

道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

実
施
主
体
・補

助
率

【令
和
４
年
度
創
設
】

資料５
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特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援
加
算

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）
【拡
充
】

○
妊
娠
・出
産
に
つ
い
て
周
囲
に
相
談
で
き
ず
に
悩
む
者
に
つ
い
て
は
、予

期
しな
い
妊
娠
、経

済
的
困
窮
、社

会
的
孤
立
、

な
どの
様
々
な
背
景
が
あ
り、
妊
婦
健

診
未
受
診
で
の
分
娩
や
新
生
児
が
０
歳
０
日
で
虐
待
死
に
至
る
場
合
が
あ
る
な
ど、
妊
娠
期
か
ら支

援
す
る
こと
が
重
要
で
あ
る
。

○
この
た
め
、予

期
せ
ぬ
妊
娠
等
を
は
じめ
、性

や
妊
娠
に
関
す
る
悩
み
を
抱
え
る
者
の
相
談
対
応
を
行
う「
性
と健

康
の
相
談
セ
ンタ
ー
」に
お
い
て
、特

定
妊
婦
と疑

わ
れ
る
者
等
を
把
握
した
場
合
に
、医

療
機
関
等
へ
の
同
行
支
援
等
を
行
うこ
とに
よ
りそ
の
状
況
を
確
認
し、
関
係
機
関
へ
確
実
に
つ
な
ぐ体

制
を
整
備
す
る
。

目
的

◆
対
象
者

特
定
妊
婦
（
※
）
と疑

わ
れ
る
者
、妊

娠
や
性
に
関
す
る
疾
病
等
で
悩
ん
で
い
る

代
等
の
若
者
【拡
充
】

※
出
産
後
の
養
育
に
つ
い
て
出
産
前
に
お
い
て
支
援
を
行
うこ
とが
特
に
必
要
と認

め
られ
る
妊
婦
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
５
項
）
）

◆
内

容
性
と健

康
の
相
談
セ
ン
ター
に
お
い
て
、予

期
せ
ぬ
妊
娠
等
や
、性

感
染
症
な
どの
性
に
関
す
る
疾
病
等
に
悩
む
者
を
把
握
した
場
合
に
は
、面

談
・訪
問
相
談
等
に
よ

りそ
の
状
況
を
確
認
し、
関
係
機
関
と連

携
を
行
うと
とも
に
、産

科
受
診
等
が
困
難
な
場
合
に
は
、産

科
等
医
療
機
関
へ
の
同
行
支
援
や
受
診
費
用
初
回
分
に
限

る
に
対
す
る
助
成
を
行
う。
ま
た
、本

事
業
に
よ
り把

握
した
特
定
妊
婦
等
に
つ
い
て
は
、本

人
同
意
の
も
と市

町
村
に
情
報
提
供
す
る
とと
も
に
、そ
の
後
の
支
援
に
つ
い

て
、市

町
村
の
伴
走
型
相
談
支
援
の
担
当
者
とも
連
携
を
図
る
こと
。

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都

道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

◆
実
施
自
治
体
数

・
産
科
受
診
等
支
援

自
治
体
（

自
治
体
）

・
初
回
産
科
受
診
料

自
治
体
（

自
治
体
）

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

括
弧
は
令
和
２
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

実
施
主
体
等

【令
和
元
年
度
創
設
】

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ンタ
ー
（
伴
走
型
相
談
支
援
事
業
）
、要

保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
関
係
機
関

◆
補
助
単
価

①
直

営
産
科
受
診
等
支
援

月
額

円
受
診
費
用

受
診
１
件
あ
た
り

円
【拡
充
】交
通
費

受
診
１
件
あ
た
り

円
②
委

託
産
科
受
診
等
支
援
加
算

月
額

円
受
診
費
用

受
診
１
件
あ
た
り

円
【拡
充
】交
通
費

受
診
１
件
あ
た
り

円

補
助
単
価

①
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、性

に
関

す
る
疾
病
等
の
相
談
や
、市

町
村
に
よ
る
妊
婦
訪
問
事
業

よ
り、
支
援
が
必
要
な
者
を
把

握

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

億
円
の
内
数

②
必
要
に
応
じ
て
面
談
・訪

問
相
談
実
施
（
対
象
者
との

信
頼
関
係
の
構
築
）

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

連
携

③
産
科
受
診
等
支
援

・
市
販
の
妊
娠
検
査
薬
で
妊
娠
の
確
認
を
行
った
うえ
で
、初

回
産
科
受
診
料
を
補
助

・
性
感
染
症
な
どの
疾
病
等
に
関
す
る
受
診
費
用
初
回
分
に
限
る
を
補
助
【拡
充
】
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○
地
域
の

と連
携
し、
悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦

等
を
、継

続
的
か
つ
専
門
的
な
支
援
へ
と繋

げ
る
。

若
年
妊
婦
等
支
援
強
化
加
算

若
年
妊
婦
等
支
援
強
化
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）

○
予
期
せ
ぬ
妊
娠
な
どに
より
、身

体
的
、精

神
的
な
悩
み
や
不
安
を抱

え
た
若
年
妊
婦
等
が
、身

近
な
地
域
で
必
要
な
支
援
を受

け
られ
る
よう
、

等
を活

用
し

た
相
談
支
援
等
を行

う。
○

若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
に
積
極
的
で
、機

動
力
の
あ
る

に
、ア
ウト
リー
チ
や
若
年
妊
婦
等
支
援
の
業
務
の
一
部
又
は
全
て
を委

託
す
る
こと
な
どに
より
、地

域
の
実
情
に
応
じた
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
を行

う。

目
的

◆
対
象
者
代
等
若
年
で
妊
娠
に
悩
ん
で
い
る
者
や
、若

年
に
限
らず
特
定
妊
婦
と疑

わ
れ
る
者
等

◆
内

容
（
１
）
相
談
支
援
等

①
窓
口
相
談

②
アウ
トリ
ー
チ
に
よる
相
談

③
コー
デ
ィネ
ー
ト業

務
④

等
を活

用
した
相
談

（
２
）
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
確
保

内
容

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率
：
国
１
／
２
、都

道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

◆
実
施
自
治
体
数
：

５
自
治
体

・
直
営
４
自
治
体

（
秋
田
県
、群

馬
県
、京

都
市
、奈

良
市
）

・
委
託
１
１
自
治
体

（
栃
木
県
、埼

玉
県
、千

葉
県
、東

京
都
、神

奈
川
県
、富

山
県
、石

川
県
、

兵
庫
県
、鹿

児
島
県
、沖

縄
県
、仙

台
市
）

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

実
施
主
体
等

【令
和
２
年
度
創
設
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

億
円
の
内
数

◆
補
助
単
価

①
直

営
運
営
費

月
額

円
等
に
よる
相
談
支
援

年
額

円
一
時
的
な
居
場
所
確
保

１
泊
あ
た
り

円
②
委

託
基
本
分

月
額

円
夜
間
休
日
対
応
加
算

月
額

円
Ｎ
Ｓ
等
に
よる
相
談
支
援

年
額

円
一
時
的
な
居
場
所
確
保

１
泊
あ
た
り

円

補
助
単
価

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

（
１
）
ア
ウト
リー
チ
や

等
に
よ
る
相
談
支
援

（
２
）
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

（
３
）
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保

○
保
健
師
等
に
よ
る
、よ
り専

門
的
な
相
談
（
電
話
相
談
・窓
口
相
談
等
）

※
ア
ウト
リー
チ
や

等
を
活
用
した
相
談
支
援
な
ど、
機
動
力
を
活
か
し

た
相
談
支
援
に
つ
い
て

に
委
託
して
実
施
。

都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
（
性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
）

ア
ウト
リー
チ
＆
キ
ャッ
チ

悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等

地
域
の

等

委
託
・ﾊ
ﾞｯ
ｸｱ
ｯﾌ
ﾟ

市
町
村
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

連
携

連
携

相
談

相
談
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令
和
３
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「プ
レコ
ンセ
プシ
ョン
ケ
ア体

制
整
備
に
向
け
た
相
談
・研
修
ガ
イド
ライ
ン作

成
に
向
け
た
調
査
研
究
」（
事

業
者
：
有
限
責
任
監
査
法
人
トー
マツ
）
に
お
い
て
、性

・生
殖
・ジ
ェン
ダー
に
関
す
る
相
談
の
場
を提

供
して
い
る
自
治
体
や

等
の
実
態
調
査
等
を行

い
、令

和
年
度
か
ら都

道
府
県
等
が
「性
と健

康
の
相
談
セ
ン
ター
事
業
」を
実
施
す
る
に
あ
た
り、
体
制
整
備
の
参
考
とな
る
よう
な
手
引
きを
作
成
した
。

プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
体
制
整
備
に
向
け
た
相
談
・研
修
ガ
イ
ドラ

イ
ン
作
成
に
向
け
た
調
査
研
究

背
景

◆
プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
の
体
制
整
備
に
向
け
た
手
引
書

性
と健

康
の
相
談
セ
ンタ
ー
事
業
と既

存
事
業
に
つ
い
て
、体

制
整
備
の
考
え
方
、都

道
府
県
等
に
期
待
され
る
役
割
を掲

載
。

調
査
結
果
等
を踏

まえ
て
、令

和
年
度
か
ら都

道
府
県
等
が
「性
と健

康
の
相
談
セ
ンタ
ー
事
業
」を
実
施
す
る
に
あ
た
り、
体
制
整
備
の
参
考
とな
る
よう
な
手
引
き

を作
成
した
。

５
つ
の
テ
ー
マ
毎
に
先
進
的
な
事
例
な
どを
紹
介
。ま
た
、コ
ラム
に
お
い
て
プレ
コン
セ
プシ
ョン
ケ
アに
関
連
す
る
トピ
ック
等
を紹

介
。

手
引

き

プレ
コン
セ
プシ
ョン
ケ
ア推

進
に
お
い
て
役
立
つ
資
料
をま
とめ
て
紹
介
。

テ
ー
マ

実
施
都
道
府
県

事
例
内
容

①
性
や
健
康
に
関
す
る
教
育

青
森
県

県
立
学
校
に
お
け
る
産
婦
人
科
校
医
配
置
事
業

愛
知
県
小
牧
市

保
健
セ
ン
ター
と連

携
した
「生
と性

の
カリ
キ
ュラ
ム
」推
進
事
業

兵
庫
県
姫
路
市

保
健
師
に
よる
「思
春
期
出
前
授
業
」の
実
施

②
妊
娠
・出
産
の
教
育

神
奈
川
県

歳
の
男
女
へ
妊
娠
・出
産
の
正
しい
知
識
を普

及
す
る「
丘
の
上
の
お
医
者
さん
（

サ
イト
）
」運
営
事
業

島
根
県

高
校
生
・大
学
生
を対

象
とし
た
「ラ
イフ
プラ
ン設

計
講
座
」の
実
施

③
不
妊
・不
育
支
援

大
分
県
大
分
市

「お
お
い
た
不
妊
・不
育
相
談
セ
ンタ
ー
（

（
ホ
ー
プフ
ル
）
）
」に
よる
不
妊
・不
育
相
談

④
特
定
の
支
援
を
必
要
とす
る
妊
婦
へ
の
支
援

熊
本
県
熊
本
市

若
年
妊
婦
等
支
援
事
業

認
定

法
人
フロ
ー
レ
ンス

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る相

談
支
援
及
び
産
科
受
診
等
支
援

⑤
（
全
体
）
各
ス
テ
ー
ジ
に
応
じた
切
れ
目
の
な

い
支
援
の
提
供

東
京
都
、富

山
県
、岡

山
県

各
ス
テ
ー
ジ
に
応
じた
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
提
供
に
向
け
、生

涯
を通

じた
女
性
の
健
康
支
援
事

業
に
加
え
、独

自
の
事
業
を委

託
先
等
の
関
連
機
関
と連

携
して
実
施

○
第
１
章

プレ
コン
セ
プシ
ョン
ケ
アの
体
制
整
備
の
考
え
方

○
第
２
章

都
道
府
県
等
の
体
制
整
備
に
向
け
た
事
例
集

○
第
３
章

参
考
資
料
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SN
Sの

普
及
等
に
よ
り
性
に
関
す
る
様
々
な
情
報
が
あ
る
中
、
男
女
と
も
に
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
、
健
康
管
理

を
促
す
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
（

※
）
を
推
進
す
る
た
め
、
か
ら
だ
や
性
・
妊
娠
な
ど
に
関
す
る
正
し
い
情
報
や
相
談
窓
口
な
ど
を

紹
介
す
る
、
若
者
向
け
の
健
康
相
談
支
援
サ
イ
ト
｢ス

マ
ー
ト
保
健
相
談
室
｣を

令
和
４
年
３
月
に
公
開
。
文
部
科
学
省
等
関
係
省
庁
と

連
携
し
て
周
知
。

若
者
の
性
や
妊
娠
な
ど
の
健
康
相
談
支
援
サ
イ
ト
「
ス
マ
ー
ト
保
健
相
談
室
」

掲
載
内
容
の
概
要

相
談
窓
口

性
や
妊
娠
・
性
被
害
・
性
感
染
症
な
ど
、

様
々
な
悩
み
を
相
談
で
き
る
窓
口
を
掲
載
。

正
し
い
知
識

か
ら
だ
や
性
・
妊
娠
な
ど
の
健
康
に
関
す
る
疑
問

に
つ
い
て
の
医
学
的
に
正
し
い
情
報
を
掲
載
。

（
月
経
に
関
す
る
悩
み
、
性
行
為
、
避
妊
、
妊
娠
、

性
感
染
症
、
女
性
に
多
い
病
気
、
男
性
に
多
い
性

の
悩
み
、
そ
の
他
）

か
ら
だ
や
性
・
妊
娠
な
ど
の
健
康
に
関
す
る
疑
問

に
つ
い
て
の
医
学
的
に
正
し
い
情
報
を
掲
載
。

（
月
経
に
関
す
る
悩
み
、
性
行
為
、
避
妊
、
妊
娠
、

性
感
染
症
、
女
性
に
多
い
病
気
、
男
性
に
多
い
性

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
コ
ラ
ム

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
や
専
門
家
の
コ
ラ
ム
な
ど
、

参
考
に
な
る
情
報
を
掲
載
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
や
専
門
家
の
コ
ラ
ム
な
ど
、

関
連
す
る
情
報
や
普
及
啓
発
資

材 保
護
者
の
方
や
医
療
従
事
者
向
け
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
、
関
連
す
る
情
報
の
リ
ン
ク
を
掲
載
。

保
護
者
の
方
や
医
療
従
事
者
向
け
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

（
※
）
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
令
和
３
年
２
月
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、

「
女
性
や
カ
ッ
プ
ル
を
対
象
と
し
て
、
将
来
の
妊
娠
の
た
め
の
健
康
管
理
を
促
す
取
組
」
と
定
義
。

ポ
ス
タ
ー
・
カ
ー
ド
・
シ
ー
ル
を
活
用
し
て
の
周
知
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
の
一
部
）

○
妊

産
婦

等
が

抱
え

る
妊

娠
・出

産
や

子
育

て
に

関
す

る
悩

み
等

に
つ

い
て

、助
産

師
等

の
専

門
家

又
は

子
育

て
経

験
者

や
シ

ニア
世

代
等

の
相

談
しや

す
い

「話
し相

手
」等

に
よる

相
談

支
援

を行
い

、家
庭

や
地

域
で

の
妊

産
婦

等
の

孤
立

感
を解

消
を図

る
こと

を
目

的
とす

る
。

目
的

◆
対
象
者

身
近

に
相

談
で

きる
者

が
い

な
い

な
ど、

支
援

を受
け

る
こと

が
適

当
と判

断
され

る
妊

産
婦

及
び

その
家

族
。

◆
内

容
（

１
）

利
用

者
の

悩
み

相
談

対
応

や
サ

ポ
ー

ト
（

２
）

産
前

・産
後

の
心

身
の

不
調

に
関

す
る

相
談

支
援

（
３

）
妊

産
婦

等
をサ

ポ
ー

トす
る

者
の

募
集

（
４

）
子

育
て

経
験

者
や

シ
ニア

世
代

の
者

等
に

対
して

産
前

・産
後

サ
ポ

ー
トに

必
要

な
知

識
を付

与
す

る
講

習
会

の
開

催
（

５
）

母
子

保
健

関
係

機
関

、関
係

事
業

との
連

絡
調

整
（

６
）

多
胎

妊
産

婦
へ

の
支

援
（

多
胎

ピア
サ

ポ
ー

ト、
多

胎
妊

産
婦

サ
ポ

ー
ター

等
に

よる
支

援
（

２
～

）
（

７
）

妊
産

婦
等

へ
の

育
児

用
品

等
に

よる
支

援
（

２
～

）
（

８
）

出
産

や
子

育
て

に
悩

む
父

親
支

援
（

～
）

◆
実
施
方
法
・実

施
場
所
等

「ア
ウト

リー
チ

（
パ

ー
トナ

ー
）

型
」

：
実

施
担

当
者

が
利

用
者

の
自

宅
に

赴
く等

に
より

、個
別

に
相

談
に

対
応

「デ
イサ

ー
ビス

（
参

加
）

型
」

：
公

共
施

設
等

を活
用

し、
集

団
形

式
に

より
、同

じ悩
み

等
を

有
す

る
利

用
者

か
らの

相
談

に
対

応
◆
実
施
担
当
者

①
助

産
師

、保
健

師
又

は
看

護
師

②
子

育
て

経
験

者
、シ

ニア
世

代
の

者
等

※
事

業
内

容
（

２
）

の
産

前
・産

後
の

心
身

の
不

調
に

関
す

る
相

談
支

援
は

、①
に

掲
げ

る
専

門
職

を
担

当
者

とす
る

こと
が

望
ま

しい

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
：

月
額

円
～

円
（

人
口

に
よ

り異
な

る
）

その
他

、多
胎

妊
産

婦
等

支
援

な
ど取

組
に

応
じた

加
算

あ
り。

実
施
主
体
・補

助
率
等

【平
成

年
度
創
設
】

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

事
業
実
績

※
 令

和
３

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）

資料６
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多
胎
妊
産
婦
等
支
援
【
運
用
改
善
】
（
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
一
部
）

○
多
胎
妊
産
婦
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、多

胎
ピア
サ
ポ
ー
ト事

業
や
、育

児
サ
ポ
ー
ター
等
派
遣
事
業
を実

施
す
る
こと
に
より
、誰

も
が
子
育
て
をし
や
す
い
環
境
を整

え
る
。

目
的

◆
対
象
者

多
胎
妊
産
婦
及
び
多
胎
家
庭

※
（
２
）
多
胎
妊
産
婦
等
サ
ポ
ー
ター
等
事
業
に
つ
い
て
は
、２

歳
程
度
ま
で
の
多
胎
児
を
育
児
す
る
者
を
対
象
者
の
目
安
とし
、個

別
の
事
情
を
踏
ま
え
て
判
断

◆
内

容
（
１
）
多
胎
ピア
サ
ポ
ー
ト事

業
多
胎
児
の
育
児
経
験
者
家
族
との
交
流
会
等
の
実
施
や
、多

胎
妊
婦
が
入
院
して
い
る
場
合
、外

出
が
困
難
な
場
合
な
どに
お
い
て
、必

要
に
応
じて
多
胎
児

の
育
児
経
験
者
に
よる
アウ
トリ
ー
チ
で
の
相
談
支
援
を実

施
す
る
。

（
２
）
多
胎
妊
産
婦
等
サ
ポ
ー
ター
等
事
業

多
胎
妊
産
婦
や
多
胎
家
庭
の
も
とへ
サ
ポ
ー
ター
を派

遣
し、
外
出
時
の
補
助
や
、日

常
の
育
児
に
関
す
る介

助
を行

う。
また
、当

該
サ
ポ
ー
ター
を
派
遣
す
る
前

に
、多

胎
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
に
際
して
必
要
な
知
識
等
を修

得
す
る
た
め
の
研
修
を実

施
す
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
市
町
村

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、市

町
村
１
／
２

◆
補
助
単
価

多
胎
ピア
サ
ポ
ー
ト事

業
月
額

円
多
胎
妊
産
婦
等
サ
ポ
ー
ター
等
事
業

月
額

円
～

円
（
人
口
に
より
異
な
る
）

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
２
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数

多
胎
ピア
サ
ポ
ー
ト事

業
７
２
自
治
体

多
胎
妊
産
婦
等
サ
ポ
ー
ター
等
事
業

７
１
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

億
円
の
内
数

訪
問

訪
問

日
常
生
活
の
サ
ポ
ー
ト

交
流
会
や
ア
ウト
リー
チ
に
よる
相
談
支
援
な
ど

【運
用
改
善
】市
町
村
内
の
多
胎
妊
産
婦
が
少
人
数
で
あ
る

場
合
、都

道
府
県
が
本
事
業
を実

施
す
る
こと
を可

能
とす
る
。
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出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
支
援

出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
支
援
（
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
一
部
）

○
家
族
との
関
わ
り方

に
対
す
る
不
安
や
、男

性
の
育
児
参
加
の
促
進
に
伴
って
生
じる
出
産
・子
育
て
に
関
して
悩
む
父
親
に
対
す
る
支
援
の
た
め
、子

育
て
経
験
の
あ

る
父
親
等
に
よ
る
ピア
サ
ポ
ー
ト支

援
や
、急

激
な
環
境
の
変
化
に
よ
る
父
親
の
産
後
うつ
へ
の
対
応
を
行
う。

目
的

◆
対
象
者

出
産
・子
育
て
に
関
して
悩
む
父
親

◆
内

容
（
１
）
ピア
サ
ポ
ー
ト支

援
等

子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
や
、現

在
子
育
て
中
の
父
親
に
よる
交
流
会
等
の
実
施
や
、子

育
て
経
験
の
あ
る
父
親
に
よ
る
相
談
支
援
を実

施
す
る
こと
で
、子

育
て
に
関
す
る
悩
み
の
共
有
や
情
報
交
換
を行

い
、さ
らに
こど
も
や
父
親
の
ライ
フス
テ
ー
ジ
に
応
じた
子
育
て
の
方
法
を学

ぶ
場
とし
て
、継

続
的
な
支
援
を実

施
す
る
。

（
２
）
父
親
相
談
支
援

妻
の
妊
娠
・出
産
や
こど
も
の
誕
生
・成
長
に
よっ
て
生
じる
、父

親
自
身
に
お
け
る
仕
事
の
ス
タイ
ル
や
生
活
環
境
の
急
激
な
変
化
に
関
す
る
悩
み
や
うつ
状
態
に

対
応
す
る
た
め
、相

談
支
援
や
、そ
の
た
め
に
必
要
な
知
識
を取

得
す
る
た
め
の
研
修
を実

施
す
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
市
町
村

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、市

町
村
１
／
２

◆
補
助
単
価

ピア
サ
ポ
ー
ト支

援
等
事
業

月
額

円
父
親
相
談
支
援

月
額

円

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

億
円
の
内
数

交
流
会
、
相
談
支
援
の
実
施

相
談
支
援
の
実
施
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○
多
胎
児
を
妊
娠
した
妊
婦
は
、単

胎
妊
娠
の
場
合
より
も
頻
回
の
妊
婦
健
康
診
査
受
診
が
推
奨
され
、受

診
に
伴
う経

済
的
負
担
が
大
き
く

な
る
こと
か
ら、
通
常
１
４
回
程
度
の
妊
婦
健
康
診
査
より
も
追
加
で
受
診
す
る
健
康
診
査
に
係
る
費
用
を
補
助
す
る
こと
で
、多

胎
妊
婦
の
負

担
軽
減
を
図
る
こと
を目

的
とす
る
。多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

◆
対
象
者

多
胎
を
妊
娠
して
い
る
妊
婦

◆
内

容
多
胎
を
妊
娠
して
い
る
妊
婦
を
対
象
に
、単

胎
の
場
合
よ
りも
追
加
で
受
診
す
る
妊
婦
健
康
診
査
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、一

定
額
を
助
成
す

る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
市
町
村

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、市

町
村
１
／
２

◆
補
助
単
価

：
１
件
あ
た
り

円
※
多
胎
妊
婦
１
人
当
た
り５

回
を
限
度

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：

２
４
５
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績
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妊
婦

健
康

診
査
に
つ
い
て

公
費

負
担

の
現

状
（
令

和
４
年

４
月

現
在

）
○

公
費
負
担
回
数
は
、
全
て
の

市
区

町
村

で
１
４
回

以
上

実
施

○
里

帰
り
先
で
の
妊
婦
健
診
の

公
費

負
担

は
、
全

て
の

市
区

町
村

で
実

施
○

助
産
所
に
お
け
る
公
費
負

担
は

、
１
，
６
９
０
の

市
区

町
村

で
実

施
（
１
，
７
４
１
市

区
町

村
中

）

公
費

負
担

の
状

況
○

平
成
１
９
年
度
ま
で
、
地
方

交
付
税
措
置
に
よ
り
５
回
を
基
準
と
し
て
公
費
負

担
を
行
っ
て
い
た
が
、
妊
婦
の
健
康
管
理

の
充
実
と
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
図

る
た
め
、
必

要
な
回

数
（
１
４
回

程
度

）
の

妊
婦

健
診

を
受

け
ら
れ

る
よ
う
、
平

成
２
０

年
度
第
２
次
補
正
予
算
に
お
い
て
妊

婦
健

康
診

査
支

援
基

金
を
創

設
し
て
公
費
負
担
を
拡
充
。

○
平

成
２
２
年
度
補
正
予
算
、
平

成
２
３
年

度
第

４
次

補
正

予
算

に
よ
り
、
積

み
増

し
・
延

長
を
行

い
公

費
負

担
を
継

続
。

（
実
施
期
限
：
平
成
２
４
年
度
末

ま
で
）

○
平

成
２
５
年
度
以
降
は
、
地

方
財

源
を
確

保
し
、
残

り
の

９
回

分
に
つ
い
て
も
地

方
財

政
措

置
に
よ
り
公

費
負

担
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

妊
婦

が
受

診
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
健

診
回

数
※

「
妊
婦
に
対
す
る
健
康

診
査
に
つ
い
て
の

望
ま
し
い
基

準
」
（
平

成
27

年
３
月
31

日
厚

生
労
働

省
告
示

第
22
6号

）

①
妊
娠
初
期
よ
り
妊
娠
２
３
週

（
第

６
月

末
）
ま
で

：
４
週

間
に
１
回

②
妊
娠
２
４
週
(第

７
月
)よ

り
妊
娠

３
５
週

（
第

９
月

末
）
ま
で

：
２
週

間
に
１
回

③
妊
娠
３
６
週
（
第
１
０
月
）
以

降
分
娩
ま
で

：
１
週
間
に
１
回

（
※

こ
れ
に
沿
っ
て
受
診

し
た
場

合
、
受

診
回

数
は

１
４
回

程
度
で
あ
る
。
）

根
拠

○
母
子
保
健
法
第
１
３
条
（
抄
）

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
、
妊

産
婦

又
は

乳
児
若

し
く
は

幼
児

に
対

し
て
、
健
康

診
査
を
行

い
、
又

は
健

康
診

査
を

受
け
る
こ
と
を
勧
奨
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

資料７
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妊
婦
に
対
す
る
健
康
診

査
に

つ
い

て
の
望
ま

し
い

基
準

（
平
成

年
月

日
厚

生
労
働
省

告
示
第

号
）

第
１

妊
婦

健
康

診
査
の

実
施
時

期
及
び

回
数
等

１
市

町
村
は

、
次

の
イ

か
ら

ハ
ま

で
に

掲
げ

る
妊

娠
週
数
の

区
分
に

応
じ
、

そ
れ
ぞ

れ
イ
か

ら
ハ
ま

で
に
掲

げ
る
頻

度
で

妊
婦

に
対

す
る

健
康

診
査

（
以

下
「

妊
婦

健
康

診
査

」
と

い
う

。
）

を
行

い
、
妊

婦
一

人
に

つ
き

、
出

産
ま

で
に

回
程

度
行
う

も
の
と

す
る
。

イ
妊
娠

初
期

か
ら

妊
娠

週
ま

で
お

お
む

ね
４

週
間
に

１
回

ロ
妊

娠
週

か
ら

妊
娠

週
ま

で
お

お
む

ね
２

週
間
に

１
回

ハ
妊

娠
週

か
ら

出
産

ま
で

お
お

む
ね

１
週

間
に
１
回

２
市

町
村
は

、
妊

婦
一

人
に

つ
き

回
程

度
の

妊
婦

健
康
診

査
の
実

施
に
要

す
る
費

用
を
負

担
す
る

も
の
と

す
る
。

第
２

妊
婦
健
康

診
査

の
内

容
等

１
市

町
村
は

、
各
回

の
妊
婦

健
康
診

査
に
お

い
て
は

、
次
に

掲
げ
る

事
項
に

つ
い
て

実
施
す

る
も
の

と
す
る

。
イ

問
診

、
診
察

等
妊

娠
週

数
に

応
じ

た
問

診
、

診
察
等

に
よ
り

、
健
康

状
態
を

把
握
す

る
も
の

と
す
る

こ
と
。

ロ
検

査
子
宮

底
長

、
腹

囲
、

血
圧

、
浮

腫
、

尿
（
糖
及

び
蛋
白

）
、
体

重
等
の

検
査
を

行
う
も

の
と
す

る
。
な

お
、

初
回

の
妊

婦
健

康
診

査
に

お
い

て
は

、
身

長
の

検
査

を
行

う
も

の
と

す
る
こ
と

。
ハ

保
健

指
導

妊
娠

中
の

食
事

や
生

活
上

の
注
意

事
項
等

に
つ
い

て
具
体

的
な
指

導
を
行

う
と
と

も
に
、

妊
婦
の

精
神

的
な

健
康

の
保

持
に

留
意

し
、

妊
娠

、
出

産
及

び
育

児
に

対
す

る
不

安
や
悩
み

の
解

消
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
も

の
と
す
る

こ
と
。

２
市

町
村
は

、
１

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

に
応
じ
た

医
学
的

検
査
を

妊
娠
期

間
中
の

適
切
な

時
期
に

実
施
す

る
も

の
と

す
る

。
医

学
的

検
査

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

検
査

の
項
目

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
右

欄
に

掲
げ
る
妊

娠
週
数

及
び
回

数
を
目

安
と
し

て
行
う

も
の
と

す
る
。

第
３

市
町
村
の

責
務

１
市

町
村
は

、
妊

婦
健

康
診

査
の

受
診

の
重

要
性

に
つ
い
て

、
妊
婦

等
に
対

す
る
周

知
・
広

報
に
努

め
る
も

の
と
す

る
。

２
市

町
村
は

、
里

帰
り

先
等

に
お

い
て

妊
婦

健
康

診
査
を
受

診
す
る

妊
婦
の

経
済
的

負
担
の

軽
減
を

図
る
た

め
、
妊

婦
の

居
住

地
以

外
の

病
院

、
診

療
所

又
は

助
産

所
と

事
前

に
契

約
を

行
う

等
の

配
慮
を

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
３

市
町
村
は

、
妊

婦
健

康
診

査
を

実
施

す
る

医
療

機
関
等
と

連
携
体

制
を
構

築
し
、

養
育
支

援
を
必

要
と
す

る
妊
婦

に
対

し
、

適
切

な
支

援
を

提
供

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
４

市
町
村
は

、
原

則
と

し
て

、
妊

婦
健

康
診

査
を

実
施
す
る

医
療
機

関
等
に

対
し
て

、
妊
婦

健
康
診

査
の
結

果
等
の

提
供

を
求

め
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。

検
査

の
項
目

妊
娠

週
数

及
び
回

数
の
目

安

血
液

型
等
の
検

査
（Ａ

Ｂ
Ｏ
血

液
型
、
Ｒ
ｈ
血
液
型

及
び
不

規
則
抗

体
に
係

る
も
の

）
妊

娠
初

期
に
１
回

Ｂ
型

肝
炎
抗

原
検

査

Ｃ
型

肝
炎

抗
体
検

査

Ｈ
ＩＶ

抗
体
検

査

梅
毒

血
清
反
応

検
査

風
疹

ウ
イ
ル

ス
抗

体
検
査

血
糖

検
査

妊
娠

初
期

に
１
回

及
び
妊

娠
2
4
週

か
ら
妊

娠
3
5
週

ま
で
の

間
に
１
回

血
算

検
査

妊
娠
初
期
に
１
回
、
妊
娠

2
4
週
か
ら
妊
娠

3
5
週
ま
で
の
間
に
１
回

及
び
妊

娠
3
6
週

か
ら
出
産

ま
で
の

間
に
１
回

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
１
抗

体
検
査

妊
娠

初
期

か
ら
妊

娠
3
0
週

ま
で
の

間
に
１
回

子
宮

頸
が
ん
検
診

（細
胞
診
）

妊
娠

初
期

に
１
回

超
音

波
検
査

妊
娠

初
期

か
ら
妊

娠
2
3
週

ま
で
の

間
に
２
回
、
妊

娠
2
4
週

か
ら
妊
娠

3
5
週
ま
で
の
間
に
１
回
及
び
妊
娠

3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
１
回

性
器

ク
ラ
ミ
ジ
ア
検

査
妊

娠
初

期
か

ら
妊

娠
3
0
週

ま
で
の

間
に
１
回

Ｂ
群

溶
血
性

レ
ン
サ
球

菌
（
Ｇ
Ｂ
Ｓ
）検

査
妊

娠
3
3
週

か
ら
妊
娠

3
7
週

ま
で
の

間
に
１
回
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31

妊
婦

健
康

診
査
に
お
け
る
費

用
負

担
等

に
関
す
る
妊

婦
へ

の
情
報

提
供

の
推

進
に
つ
い
て
（
自

治
体
）

令
和
５
年
３
月

日
付
厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
母
子
保
健
課
事
務
連
絡

「妊
婦
健
康
診
査
に
お
け
る
費
用
負
担
等
に
関
す
る
妊
婦
へ
の
情
報
提
供
等
の
推
進
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」よ
り抜

粋

告
示
で
示
す
、
す
べ
て
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
、
自
公
負
担
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
公
費
負
担
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
妊
娠

が
予
定
日
（

週
）
を
超
過
し
た
た
め

回
以
上
の
妊
婦
健
診
が
必
要
は
方
へ
の
公
費
負
担
に
つ
い
て
も
、
特
段
の
配
慮
を
お
願

い
す
る
。

※
令
和

年
月
時
点
で
、
告
示
の
検
査
項
目
を
す
べ
て
実
施
し
て
い
る
市
町
村
は

％

告
示
で
示
す
、
す
べ
て
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
、
自
公
負
担
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
公
費
負
担
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
妊
娠

公
費
負
担
の
推
進
に
つ
い
て

各
市
町
村
に
お
い
て
公
費
負
担
し
て
い
る
検
査
項
目
、
回
数
、
費
用
等
に
つ
い
て
、
受
診
券
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
等
に
よ
り
分
か
り
や
す
い
形
で
提
示
す
る
と
と
も
に
、
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
の
機
会
を
活
用
し
て
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。
特

に
、
超
音
波
検
査
に
つ
い
て
は
、
告
示
に
お
い
て
は
妊
娠
期
間
中
４
回
を
標
準
と
し
て
い
る
が
、
医
学
的
な
必
要
性
や
妊
婦
の
希
望

に
応
じ
て
産
科
医
療
機
関
に
お
い
て
、
追
加
的
に
実
施
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
市
町
村
の
公
費
負
担
の
回
数
に
つ
い
て
説
明
を

行
う
こ
と
。

各
市
町
村
に
お
い
て
公
費
負
担
し
て
い
る
検
査
項
目
、
回
数
、
費
用
等
に
つ
い
て
、
受
診
券
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
リ
ー
フ
レ
ッ

各
市
町
村
に
お
い
て
公
費
負
担
し
て
い
る
検
査
項
目
、
回
数
、
費
用
等
に
つ
い
て
、
受
診
券
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
リ
ー
フ
レ
ッ

情
報
提
供
に
つ
い
て

多
く
の
自
治
体
で
集
合
契
約
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
未
実
施
の
自
治
体
に
お
か
れ
て
は
、
妊
婦
の
利
便
性
を

確
保
す
る
た
め
、
集
合
契
約
の
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
里
帰
り
先
で
妊
婦
健
康
診
査
を
受
診
す
る
妊
婦
に
つ
い
て
、
例
え

ば
電
子
申
請
に
よ
る
償
還
払
い
を
可
能
と
す
る
な
ど
、
利
便
性
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

集
合
契
約
の
導
入
に
つ
い
て

○
令

和
4年

度
子
ど
も
・
子

育
て
支

援
推

進
調

査
研

究
事

業
「
妊

婦
健

康
診

査
に
係

る
費

用
負

担
等

の
実

態
に
関

す
る
調
査

研
究
事

業
」

補
助
先
：株

式
会
社
野

村
総

合
研

究
所

報
告

書
掲
載
先
（
野
村

総
合

研
究

所
H
P）
ht
tp
s:
//w
w
w
.n
ri.
co
m
/jp
/k
no
w
le
dg
e/
re
po
rt/
ls
t/2
02
3/
m
cs
/s
oc
ia
l_
se
cu
rit
y/
04
10
_8

：
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○
産

後
週

間
、産

後
１

か
月

な
ど出

産
後

間
も

な
い

時
期

の
産

婦
に

対
す

る
健

康
診

査
（

母
体

の
身

体
的

機
能

の
回

復
や

授
乳

状
況

及
び

精
神

状
態

の
把

握
等

）
の

費
用

を
助

成
す

る
こと

に
よ

り、
産

後
の

初
期

段
階

に
お

け
る

母
子

に
対

す
る

支
援

を
強

化
し

、妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

体
制

を
整

備
す

る
こと

を目
的

とす
る

。

産
婦
健
康
診
査
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

◆
対
象
者

産
後

２
週

間
、産

後
１

か
月

な
ど出

産
後

ま
も

な
い

時
期

の
産

婦
◆
内

容
地

域
に

お
け

る
全

て
の

産
婦

を対
象

に
、産

婦
健

康
診

査
２

回
分

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
助

成
を行

う。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
：

１
件

あ
た

り
円

実
施
主
体
・補

助
率
等

【平
成

年
度
創
設
】

事
業
実
績

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月

児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦

健
診

（
１

４
回

）

※
地

方
交

付
税

措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠

出
産

乳
児

幼
児

妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援 ２
回
分
を
助
成

乳
幼

児
健

診
（

３
～

４
か

月
児

健
診

な
ど）

※
市

町
村

が
必

要
に

応
じ実

施

産
後

ケ
ア事

業
（

産
婦

の
心

身
の

不
調

や
産

後
うつ

等
を

防
ぐた

め
、母

子
へ

の
心

身
の

ケ
ア

や
育

児
サ

ポ
ー

ト等
の

実
施

支
援
が
必
要
な
産
婦
の
把
握 事
業
実
績

※
 令

和
３

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）

資料８
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（
１
）
虐
待
予
防
に
向
け
た
広
報
・
啓
発
、
若
年
者
等
に
向
け

た
養
育
や
虐
待
予
防
に
資
す
る
知
識
の
普
及

（
２
）
国
民
運
動
健
や
か
親
子

（
第
２
次
）

（
１
）
医
療
機
関
（
産
婦
人
科
、
精
神
科
、
小
児
科
、
歯
科
等

の
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
）

（
２
）
地
方
自
治
体

（
３
）
児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
）

母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
推
進
に
つ
い
て

平
成

年
７
月

日
付
け
子
母
発

第
１
号

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
通
知

（
１
）
母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
虐
待
の
発
生
予
防

〇
平
成

年
の
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成

年
法
律
第

号
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
児
童
福
祉

法
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
に
つ
い
て
発
生
予
防
か
ら
自
立
支
援
ま
で
の
一
連
の
対
策
の
更
な
る
強
化
等
を
図
る
た
め
、
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
で
は
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
。
）

が
法
定
化
さ
れ
た
。

〇
妊
娠
の
届
出
や
乳
幼
児
健
康
診
査
等
は
、
市
町
村
が
広
く
妊
産
婦
等
と
接
触
す
る
機
会
と
な
っ
て
お
り
、
悩
み
を
抱
え
る
妊

産
婦
等
を
早
期
に
発
見
し
相
談
支
援
に
つ
な
げ
る
な
ど
、
児
童
虐
待
の
予
防
や
早
期
発
見
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留

意
す
る
こ
と
が
、
母
子
保
健
法
上
も
明
確
化
さ
れ
（
同
法
第
５
条
第
２
項
）
、
母
子
保
健
施
策
と
児
童
虐
待
防
止
対
策
と
の

連
携
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

１
．
基
本
的
考
え
方

（
１
）
母
性
、
乳
幼
児
の
健
康
診
査
及
び
母
子
保
健
指
導
の
実
施

（
２
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
３
）
妊
娠
等
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
設
置
・
周
知

（
４
）
各
相
談
窓
口
で
の
対
応

２
．
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

（
１
）
特
定
妊
婦
へ
の
支
援

（
２
）
乳
幼
児
健
康
診
査
、
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な
い

家
庭
等
へ
の
支
援

（
３
）
育
児
不
安
等
を
抱
え
る
保
護
者
へ
の
支
援

（
４
）
要
支
援
児
童
等
に
関
す
る
情
報
提
供

３
．
養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
把
握
及
び
支
援

４
．
関
係
機
関
の
役
割
と
連
携
強
化

５
．
広
報
・
周
知
啓
発
の
徹
底

資料９
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乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
者
等
に
対
す
る
取
組
事
例
等
の
周
知
に
つ
い
て

令
和
元
年
８
月
１
日
付
け
子
母
発

第
１
号

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
通
知

【
児
童
虐
待
防
止
に
資
す
る
乳
幼
児
健
康
診
査
の
取
組
】

○
妊
娠
の
届
出
や
乳
幼
児
健
康
診
査
等
の
母
子
保
健
施
策
は
、
市
町
村
が
広
く
妊
産
婦
等
と
接
す
る
機
会
と
な
っ
て
お
り
、

悩
み
を
抱
え
る
妊
産
婦
等
を
早
期
に
発
見
し
、
相
談
支
援
に
繋
げ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
児
童
虐
待
の
防
止
や
早
期
発
見
に

資
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
。

○
令
和
元
年
６
月

日
に
は
、
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
公
布
さ
れ
た
。

〇
児
童
虐
待
防
止
に
資
す
る
乳
幼
児
健
康
診
査
の
取
組
に
関
し
て
は
、
平
成

年
７
月

日
付
け
子
母
発

第
１
号

「
母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
」
で
、
既
に
お
示
し
し
て
い
る
が
、
厚
労
省
で
行
っ
て

き
た
調
査
研
究
や
、
各
自
治
体
に
お
け
る
取
組
事
例
に
つ
い
て
、
参
考
と
し
て
各
自
治
体
で
活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
と
り

ま
と
め
を
行
っ
た
も
の
。

１
．
基
本
的
考
え
方

２
．
調
査
研
究
等
を
踏
ま
え
た
取
組
の
ポ
イ
ン
ト

１
．
大
阪
府
の
取
組
事
例

２
．
青
森
県
の
取
組
事
例

３
．
自
治
体
に
お
け
る
取
組
事
例

１
．
未
受
診
者
へ
の
対
応

①
対
応
方
針
の
策
定

受
診
勧
奨
等
に
つ
い
て
、
期
限
等
を
事
前
に
定
め
る

②
対
応
の
際
の
注
意
事
項

目
視
に
よ
り
、
子
ど
も
の
状
況
を
確
認
す
る

③
保
護
者
の
状
況
確
認

家
庭
訪
問
等
に
よ
り
、
状
況
を
確
認
し
、
福
祉
分
野

も
含
め
て
適
切
な
支
援
に
繋
げ
る

④
多
機
関
と
の
情
報
共
有

関
係
機
関
等
と
の
積
極
的
な
情
報
共
有
を
行
う

２
．
支
援
対
象
者
へ
の
対
応

①
対
応
方
針
の
策
定

支
援
対
象
者
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
、

期
限
を
決
め
て
、
事
前
に
対
応
方
針
を
定
め
る
。

②
支
援
対
象
者
の
選
定

多
職
種
で
の
検
討
に
よ
り
、
支
援
対
象
者
を
選
定
し
、

期
限
を
定
め
て
再
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
。

③
支
援
対
象
者
の
把
握
と
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

目
視
に
よ
り
、
子
ど
も
の
状
況
を
確
認
す
る

３
．
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
管
理
者
の
配
置

担
当
者
以
外
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
状
況
を
管
理
す
る
者
を
置
く
。

管
理
者
及
び
担
当
者
は
、
適
宜
、
関
係
機
関
と
連
携
を
行
う
。
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助
産

施
設

に
お
け
る
助

産
の
実

施
助

産
施

設
に
お
け
る
助

産
の
実

施
に

つ
い
て

児
童
福
祉
法
第
２
２
条
に
基
づ
き

、
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村

（
以

下
「
都
道

府
県
等

」
と

い
う
。
）

は
、

経
済
的
理
由
に
よ
り
入
院
助
産
を
受
け
ら
れ
な
い
妊
産
婦
に
対
し
、
当
該
妊
産
婦
か
ら
申
込

み
が

あ
っ
た
場

合
に
、

助
産

施
設
に
お

い
て
助
産
を
実
施
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
生
活
保
護
世
帯
～

市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
が

円
ま
で
の
世
帯
の
妊

産
婦

。
（
た
だ
し
、
生
活
保
護
世
帯
又
は
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
で
な
い
者
で
あ
っ
て
、
出
産
育

児
一

時
金
が

万
円

（
産

科
医
療
補

償
制
度
の
保
険
料
を
除
く
。
）
以
上
支
給
さ
れ
る
者
は
除
く
。
）

助
産
施
設
と
は
、
「
保
健
上
必
要

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
、
入

院
助

産
を
受
け

る
こ
と

が
で

き
な
い
妊

産
婦
を
入
所
さ
せ
て
、
助
産
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
施
設
を
い
う
。
（
児
童
福

祉
法

第
３
６
条

）

３
８
２
箇
所
（
公
立
１

９
２
、
私
立
１

９
０

）
［

出
典
：

令
和

３
年

社
会

福
祉

施
設

等
調

査
］

助
産

施
設

へ
の

入
所

は
、

利
用

者
が

希
望

す
る

施
設

を
都

道
府

県
等

に
申

請
し

、
行

政
と

契
約

す
る

方
式

（
児

童
福

祉
法

に
基
づ
く
助
産
の
実
施

）
と
し
て
い
る
。

概
要

施
設
数

施
設
形
態

３
３

６
３

人
［

出
典
：

令
和
３

年
度

福
祉

行
政

報
告

例
］

入
所
者
数

助
産
施
設
は
病
院
、
診

療
所

又
は

助
産
所

で
あ
り
、
通

常
、

病
院
の
場
合
に
は
産
科
病

棟
で
あ
る
。

入
所
手
続

所
得
階
層

自
己

負
担

額

生
活
保
護

世
帯

自
己

負
担

な
し

市
町

村
民

税
非
課

税
世
帯

出
産

育
児

一
時
金

の
額
×

円

市
町
村
民

税
課
税

世
帯
（

所
得
割

の
な
い

者
）

〃
×

円

〃
（

所
得
割

の
額
が

円
以

下
の

世
帯

）
〃

×
円

〃
（

所
得
割

の
額
が

円
以

下
の

世
帯

）
〃

×
円

自
己
負
担
額

（
児

童
福

祉
法

に
よ
る
児
童

入
所
施
設

措
置
費
等

国
庫
負
担

金
に
つ
い

て
（

平
成

１
１

年
４

月
３

０
日

厚
生
省

発
児
第
８

６
号
厚
生

事
務
次
官

通
知
）
）

※
自
治

体
は

、
当
該

通
知
を
踏

ま
え
運

用
し

て
い
る
と
こ
ろ
。

資料10
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令和 年 月から、

不妊治療が保険適用されています。

年齢制限

治療開始時におい
て女性の年齢が
歳未満であること

✔ 年齢･回数の要件 体外受精・顕微授精

回数制限

初めての治療開始時点の女性の年齢 回数の上限

歳未満 通算６回まで 子ごとに

歳以上 歳未満 通算３回まで 子ごとに

● 保険診療でも、令和３年度までの助成金と同様に以下の制限があります。

※ 助成金の支給回数は、回数の計算に含めません。 裏面 参照

✔ 窓口での負担額は治療費(※)の 割負担
● 治療費が高額な場合の月額上限 高額療養費制度 もあります。
具体的な上限額や手続は、ご加入の医療保険者 国民健康保険にご加入
の方は、お住まいの市町村の担当窓口 にお問い合わせください。

①不妊治療に関する取組

✔ 体外受精などの基本治療は全て保険適用

採卵
採精

体外受精
顕微授精

受精卵・
胚培養 胚移植

胚凍結保存
一般不妊治療

生殖補助医療

● 国の審議会 中央社会保険医療協議会 で審議された結果、関係学会のガイドラインな
どで有効性・安全性が確認された以下の治療については、保険適用されています。

タイミング法 人工授精

● 生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのある「オプション
治療」については、保険適用されたものや、「先進医療」(※)として保険
診療と併用できるものがあります。

②不妊治療と仕事の両立のために
～その他、お役立ちページ 厚生労働省 等 ～

※ 保険診療の治療費

高額療養費制度
厚生労働省

※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診
療と組み合わせて実施することができます。不妊治療に関する「先進医療」は随時
追加されることもありますので、詳細は、受診される医療機関にご確認ください。

不妊治療における
先進医療の状況
厚生労働省

③政府インターネットテレビ
（より身近な医療へ～不妊治療が保険適用
されました（動画）

不妊治療の保険適用の概
要や相談支援事業のご紹介、
検討会、研究事業などを掲
載しています。

企業の福利担当や事業主
の方へ向けた助成金の案内、
セミナー、マニュアル等の
紹介を行っております。

令和 年 月から不妊治療が保
険適用されました。保険適用され
ている具体的な治療や、気を付け
ていただく点などをご紹介します。

資料11
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２．治療内容など
４ 先進医療を受ける際には、何か手続が必要ですか？
４ 治療内容や費用について同意が必要になりますが、それ以外に患者側に特段の手続はあり
ません。なお、先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、具体的には、
受診される医療機関とよくご相談ください。
５ 採卵は、複数回実施することはできますか？
５ 保険診療で採卵を行う際は、治療開始時に医師が作成する治療計画に従って行うことにな
ります。その際、医学的に必要と判断された場合は、複数回採卵を行うことも想定されます
例えば、採卵を行っても卵子が得られない場合など 。

３．保険適用前から不妊治療をされている場合
７ 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚は、保険適用後も使えますか？
７ 助成金の指定医療機関や学会の登録施設で作成･凍結された胚は、基本的に保険診療でも
使用可能です。具体的には、受診される医療機関とよくご相談ください。

［ 不妊治療の保険適用に関する ＆ ］
１．保険診療を受けるに当たって

１ 保険診療を受ける際に必要な準備はありますか？
１ 受診の際には、不妊治療の治療歴や受診した医療機関などの情報を医師等にお伝えくださ
い。

医療機関一覧
厚生労働省２ どの医療機関で保険診療を受けることができますか？

２ 保険診療を行う場合は、各医療機関が地方厚生局に届出を行うことに
なっており、厚生労働省 において医療機関一覧を掲載しております。
診療の内容等については、掲載されている医療機関に直接お問合せ下さい。

３ 事実婚の場合も保険適用の対象ですか？
３ 助成金と同様に対象となります。なお、受診の際に医療機関から、事実婚関係について確
認されたり、書類を求められたりすることがあります。

４．その他のお問合せ
９ 不妊に関する悩みや医療機関の治療内容について、どこで相談できますか？

不妊専門相談
センター

厚生労働省

９ 各都道府県、指定都市、中核市が設置している不妊専門相談センター
では、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊
による心の悩み等について医師・助産師等の専門家が相談に対応したり、
診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行っています。

８ 保険適用で実施できる胚移植の回数は、過去の治療実績が含まれますか？
８ 保険診療における胚移植の回数制限は、保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウント
しますので、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されません。

６ 保険診療による不妊治療は、一度中断しても再開は可能ですか？
６ 基本的に可能です。また、胚の保存も、患者様とパートナー様のお二人が、引き続き、不
妊治療を希望する際は、保険診療で保存ができる場合があります。具体的には、受診される
医療機関とよくご相談ください。
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第
三
者
の
精
子
提
供
に
よ
る

人
工
授
精
（

）

精
液
を
注
入
器
で
直
接
子
宮
に
注
入
し
、
妊
娠
を
図
る
技
術
。
主
に
、
夫
側
の

精
液
の
異
常
、
性
交
障
害
等
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
比
較
的
安
価
。

第
三
者
の
卵
子
・
胚
提
供

代
理
懐
胎

「
生
殖
補
助
医
療
の
提
供
等
及
び
こ
れ
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
に

関
す
る
民
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
令
和
３
年
３
月

日
施
行
の
附
則

第
３
条
に
基
づ
き
、
配
偶
子
又
は
胚
の
提
供
及
び
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
規
制

等
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
国
会
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
た
め
、
保
険
適
用
の
対
象
外
。

不
妊
治
療
の
全
体
像

原
因
不
明
の
不
妊
や
治
療
が
奏
功
し
な
い
も
の
【
令
和
４
年
４
月
か
ら
新
た
に
保
険
適
用
】
※
令
和
４
年
３
月
ま
で
は
保
険
適
用
外

顕
微
授
精

精
子
と
卵
子
を
採
取
し
た
上
で
体
外
で
受
精
さ
せ
シ
ャ
ー
レ

上
で
受
精
を
促
す
な
ど
、
子
宮
に
戻
し
て
妊
娠
を
図
る
技
術
。

体
外
受
精
の
う
ち
、
卵
子
に
注
射
針
等
で
精
子
を
注
入
す
る
な

ど
人
工
的
な
方
法
で
受
精
さ
せ
る
技
術
。

射
精
が
困
難
な
場
合
等
に
、
手
術
用
顕
微
鏡
を
用
い
て
精
巣
内
よ
り
精
子
を
回
収

す
る
技
術
（
精
巣
内
精
子
採
取
術

）
等
。
→
顕
微
授
精
に
つ
な
が
る

体
外
受
精

男
性
不
妊

の
手
術

検
査

原
因
検
索

原
因
疾
患
へ
の
治
療

①
男
性
不
妊
、
②
女
性
不
妊
、
③
原
因
が
分
か
ら
な
い
機
能
性
不
妊
に
大
別
さ
れ
る
。

診
察
所
見
、
精
子
の
所
見
、
画
像
検
査
や
血
液
検
査
等
を
用
い
て
診
断
す
る
。

①
男
性
側
に
原
因

②
女
性
側
に
原
因

精
管
閉
塞
、
先
天
性
の
形
態
異
常
、
逆
行
性
射
精
、
造
精
機
能
障
害
な
ど
。

手
術
療
法
や
薬
物
療
法
が
行
わ
れ
る
。

子
宮
奇
形
や
、
感
染
症
に
よ
る
卵
管
の
癒
着
、
子
宮
内
膜
症
に
よ
る
癒
着
、
ホ
ル
モ
ン
の

異
常
に
よ
る
排
卵
障
害
や
無
月
経
な
ど
。
手
術
療
法
や
薬
物
療
法
が
行
わ
れ
る
。

第
三
者
の
精
子
･卵
子
等

を
用
い
た
生
殖
補
助
医
療

生
殖
補
助
医
療

※
令
和

年
月
ま
で
は
助
成
金

の
対
象
。
助
成
金
事
業
で
は

「
特
定
不
妊
治
療
」
と
い
う
名

称
を
使
用

令
和
４
年
３
月
以
前
か
ら
保
険
適
用

排
卵
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
性
交
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
。

胚
移
植
の
段
階
で
、

以
下
に
分
か
れ
る

・
新
鮮
胚
移
植

・
凍
結
胚
移
植

一
般
不
妊
治
療

ﾀｲ
ﾐﾝ
ｸﾞ
法

人
工
授
精
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【
③

と
セ

ッ
ト

】
○

卵
子

活
性

化
○

IM
SI

○
PI

CS
I

【
⑥

と
セ

ッ
ト

】
○

ア
シ

ス
テ

ッ
ド

ハ
ッ

チ
ン

グ
○

高
濃

度
ヒ

ア
ル

ロ
ン

酸
含

有
培

養
液

○
子

宮
内

膜
受

容
能

検
査

○
子

宮
内

細
菌

叢
検

査
○

SE
ET

法
○

子
宮

内
膜

ス
ク

ラ
ッ

チ
○

PG
T

○
反

復
着

床
不

全
に

対
す

る
投

薬

不
妊

治
療

の
診

療
の

流
れ

と
保

険
適

用
の

範
囲

（
令

和
４

年
４

月
以

降
）

令
和

４
年

度
診

療
報

酬
改

定
Ⅲ

－
４

－
１

子
ど

も
を

持
ち

た
い

と
い

う
方

々
が

安
心

し
て

有
効

で
安

全
な

不
妊

治
療

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

適
切

な
医

療
の

評
価

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

調
整

卵
巣

刺
激

法
○

低
卵

巣
刺

激
法

○
自

然
周

期

採
卵

体
外
受
精

顕
微
授
精

受
精
卵
・

胚
培
養

胚
移
植

採
精

１ ２

３
４

６

○
男

性
不

妊
の

手
術

・
精

巣
内

精
子

採
取

術
（

）

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

体
外

受
精

○
顕

微
授

精
○

Sp
lit

 in
se

m
in

at
io

n
※

複
数

個
採

取
で

き
た

卵
子

を
分

け
て

、
体

外
受

精
と

顕
微

授
精

を
そ

れ
ぞ

れ
実

施
す

る
手

法

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

初
期

胚
ま

で
○

胚
盤

胞
ま

で

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

新
鮮

胚
移

植
○

凍
結

胚
移

植

【
い

ず
れ

か
の

場
合

に
実

施
】

○
複

数
の

胚
が

作
成

で
き

た
場

合
○

全
胚

凍
結

周
期

で
あ

る
場

合

胚
凍
結
保
存

追
加

的
に

実
施

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

も
の

【
④

と
セ

ッ
ト

】
○

タ
イ

ム
ラ

プ
ス

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

＜
「

生
殖

補
助

医
療

」
の

補
足

＞
○

下
記

診
療

の
流

れ
は

、
生

殖
医

療
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

記
載

さ
れ

て
い

る
医

療
技

術
等

に
つ

い
て

整
理

し
た

も
の

。
○

推
奨

度
ご

と
の

考
え

方
は

、
以

下
の

と
お

り
。

推
奨
度
Ａ
：
実
施
を
強
く
推
奨

推
奨
度
Ｂ
：
実
施
を
推
奨

推
奨
度
Ｃ
：
実
施
を
考
慮

推
奨

度
Ｃ

生 殖 補 助 医 療一 般 不 妊 治 療

ﾀｲ
ﾐﾝ
ｸﾞ
法

人
工
授
精

【
新
た
に
保
険
適
用
】

※
管

理
料

で
包

括
評

価
※

評
価

を
新

設

【
新
た
に
保
険
適
用
】

※
 年

齢
･回

数
制

限
、

施
設

基
準

等
は

助
成

金
と

概
ね

同
様

生
殖
補
助
医
療
の
イ
メ
ー
ジ
図

５

６

下
線
部
は
保
険
適
用

そ
の
他
は
先
進
医
療
と
す
る
方
針

※
先

進
医

療
は

随
時

申
請

が
可

能
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不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る
広
報
・
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発

•
令
和
３
年
度
よ
り
開
始
し
た
本
事
業
に
お
い
て
、
不
妊
症
・
不
育
症
の
知
識
の
普
及
啓
発
を
図
る
た
め
、

著
名
人
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
オ
ン
ラ
イ
ン
広
告
、
新
聞
広
告
等
を
実
施
。

•
令
和
４
年
度
も
同
事
業
を
行
い
、
更
な
る
知
識
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
）

「
不

妊
症

・
不

育
症

に
関

す
る

広
報

・
啓

発
促

進
事

業
」

•
当
事
者
の
方
や
、
専
門
家
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
共
に
、
不
妊
治
療
に
つ
い
て
解
説
す
る
動
画
を
掲
載
。

（
）

「
政

府
広

報
オ

ン
ラ

イ
ン

」

•
不
妊
治
療
の
保
険
適
用
に
関
す
る
情
報
を
始
め
、
相
談
支
援
や
不
妊
症
・
不
育
症
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成
研
修
等
事
業
、

仕
事
と
の
両
立
（
雇
用
環
境
・
機
会
均
等
局
の
サ
イ
ト
へ
）
等
の
関
連
す
る
情
報
を
紹
介
。

•
自
治
体
や
医
療
機
関
向
け
の
説
明
会
資
料
や
事
務
連
絡
を
掲
載

令
和
４
年
３
月

全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長
会
議

令
和
３
年
３
月

自
治
体
担
当
者
説
明
会

等

（
）

厚
生

労
働

省
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
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不
妊
治
療
中
の
方
へ
の
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
情
報
提
供

子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
願
う
家
庭
の
選
択
肢
と
し
て
、
早
い
段
階
か
ら
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
に
興
味
・
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
不
妊
治
療
へ
の
支
援
拡
充
と
併
せ
て
、
不
妊
治
療
医
療
機
関
な
ど
に
お
け
る
、
里

親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発
等
を
進
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
取
組
の
概
要

不
妊
治
療
医
療
機
関
で
の
情
報
提
供
の
強
化

令
和
３
年
２
月
に
特
定
治
療
支
援
事
業
の
運
営
要
綱
を
変
更
し
、

・
事
業
実
施
主
体
の
自
治
体
に
、
希
望
に
応
じ
て
里
親
・
特
別
養
子
縁
組

制
度
の
普
及
啓
発
等
を
行
う
こ
と

を
求
め
、

・
指
定
医
療
機
関
の
要
件
と
し
て
、
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及

啓
発
等
や
関
係
者
と
連
携
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
し
た
。

２
．
不
妊
治
療
中
の
方
へ
向
け
た
情
報
提
供
資
材
の
作
成

令
和
３
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「
不
妊
治
療
中

の
方
へ
の
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
の
情
報
提
供
方
法
に
関
す
る
研
究
」
に
お

い
て
、
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
や
不
妊
治
療
医
療
機
関
等
で
活
用
で
き
る
、

情
報
提
供
の
手
引
き
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
。

作
成
し
た
成
果
物
は
「
健
や

か
親

子
２
１
」
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲

載
す
る
と
と
も
に
、
自

治
体

・
関

連
学

会
に
周

知
依

頼
。

「
健

や
か

親
子

２
１
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
：
ht
tp
s:/

/s
uk

oy
ak
a2

1.
m
hl
w.
go

.jp
/
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○
現
在
、研

究
段
階
に
あ
る
不
育
症
検
査
の
うち
、保

険
適
用
を
見
据
え
先
進
医
療
とし
て
実
施
され

る
も
の
を
対
象
に
、不

育
症
検
査
に

要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こと
に
よ
り、
不
育
症
の
方
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
。

不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
【拡
充
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

◆
対
象
者

既
往
流
死
産
回
数
が
２
回
以
上
の
者

◆
対
象
とな

る
検
査

通
知
に
よ
り助

成
対
象
と定

め
る
検
査

流
死
産
の
既
往
の
あ
る
者
に
対
して
先
進
医
療
とし
て
行
わ
れ
る
不
育
症
検
査

◆
実
施
医
療
機
関

当
該
先
進
医
療
の
実
施
医
療
機
関
とし
て
承
認
され
て
い
る
保
険
医
療
機
関
の
うち
、保

険
適
用
され
て
い
る
不
育
症
に
関
す
る
治
療
・

検
査
を
、保

険
診
療
とし
て
実
施
して
い
る
医
療
機
関

◆
補
助
単
価

検
査
費
用
助
成
：
検
査
費
用
の
７
割
に
相
当
す
る
額
※
た
だ
し、
６
万
円
を
上
限
とす
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
、指

定
都
市
、中

核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都

道
府
県
等
１
／
２

実
施
主
体
・補

助
率

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：

自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

（
参

考
）
先

進
医
療

と
は

○
未
だ
保
険
診
療
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
先
進
的
な
医
療
技
術
等
に

つ
い
て
、
安
全
性
・
有
効
性
等
を
確
保
す
る
た
め
の
施
設
基
準
等
を
設
定

し
、
保
険
診
療
と
保
険
外
診
療
と
の
併
用
を
認
め
、
将
来
的
な
保
険
導
入

に
向
け
た
評
価
を
行
う
制
度
。

○
入

院
基
本
料
な
ど
一
般
の
診
療
と
共
通
す
る
部
分
（
基
礎
的
部
分
）
に

つ
い
て
は
保
険
が
適
用
さ
れ
、
先
進
医
療
部
分
は
患
者
の
自
己
負
担
と

な
る
。

○
個

別
の
医
療
技
術
が
先
進
医
療
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
先
進

医
療

会
議
で
安
全
性
、
有
効
性
等
の
審
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
実
施

す
る
医
療
機
関
は
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
届
出
又
は
承
認
が
必
要
と
な
る
。

＜
拡
充
事
項
＞
広
報
啓
発
費
用
（
事
務
費
）
を
補
助
す
る
：
１
自
治
体
あ
た
り

千
円
（
年

額
）

資料12
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不
妊
症
・
不
育
症
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
加
算

不
妊
症
・
不
育
症
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）

○
不
妊
症
・不
育
症
患
者
へ
の
支
援
とし
て
は
、医

学
的
診
療
体
制
の
充
実
に
加
え
、流

産
・死
産
に
対
す
る
グ
リー
フケ
ア
を
含
む
相
談
支
援
、特

別
養
子
縁
組
制

度
の
紹
介
等
の
心
理
社
会
的
支
援
の
充
実
が
求
め
られ
て
い
る
。

○
この
た
め
、関

係
機
関
等
に
よ
り構

成
され
る
協
議
会
等
を
開
催
し、
地
域
お
け
る
不
妊
症
・不
育
症
患
者
へ
の
支
援
の
充
実
を
図
る
。

目
的

（
１
）
不
妊
症
・不
育
症
等
ネ
ット
ワー
ク支

援
加
算

①
不
妊
症
・不
育
症
の
診
療
を
行
う医

療
機
関
や
、相

談
支
援
等
を
行
う自

治
体
、当

事
者
団
体
等
の
関
係
者
等
で
構
成
され
る
協
議
会
等
の
開
催

②
不
妊
症
・不
育
症
の
心
理
社
会
的
支
援
に
係
る
カウ
ンセ
ラー
を
配
置
し、
相
談
支
援
を
実
施

③
不
妊
症
・不
育
症
患
者
へ
の
里
親
・特
別
養
子
縁
組
制
度
の
紹
介
の
実
施

（
２
）
ピア
・サ
ポ
ー
ト活

動
等
へ
の
支
援
加
算

○
当
事
者
団
体
等
に
よ
る
ピア
・サ
ポ
ー
ト活

動
等
へ
の
支
援
の
実
施

※
事
業
の
対
象
とし
て
流
産
・死
産
等
を経

験
した
方
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
や
ピア
・サ
ポ
ー
ト活

動
等
へ
の
支
援
も
含
まれ

る
も
の
で
あ
り、
不
妊
症
・不
育
症

患
者
へ
の
支
援
と区

別
して
実
施
す
る
こと
も
可
能
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都

道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

◆
補
助
単
価

：
（
１
）
月
額

円
（
２
）
月
額

円

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：
７
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

億
円
の
内
数

関
係

機
関

間
の

協
議

会

資料13
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流
産
や
死
産
を
経
験
した
女
性
等
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
等
に
つ
い
て

2

令
和
３
年
５
月

日
付
子
母
発

第
３
号
厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
通
知

「流
産
や
死
産
を
経
験
した
女
性
等
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
等
に
つ
い
て
」よ
り抜

粋

母
子
保
健
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
妊
産
婦
」
と
は
、
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
子

を
い
い
、
こ
の
「
出
産
」
に
は
、
流
産
及
び
死
産
の
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
。

母
子
保
健
法
に
よ
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て

「
母
子
保
健
施
策
の
た
め
の
死
産
情
報
の
共
有
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
令
和
２
年

月
日
付
子
母

発
第
１
号
政
統
人
発

第
１
号
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
及
び
厚
生
労
働
省

統
計
管
理
官
人
口
動
態
・
保
健
社
会
統
計
室
長
併
任
通
知
）
に
お
い
て
、
保
健
統
計
主
管
課
に
対
し
、

母
子
保
健
担
当
課
の
求
め
に
応
じ
た
死
産
届
に
関
す
る
必
要
な
情
報
共
有
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

「
母
子
保
健
施
策
の
た
め
の
死
産
情
報
の
共
有
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
令
和
２
年

母
子
保
健
施
策
の
た
め
の
死
産
情
報
の
共
有
に
つ
い
て

妊
娠
４
か
月
以
上
の
死
胎
の
火
葬
、
埋
葬
等
に
つ
い
て
は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
に
よ
り
、
死
体
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
妊
娠
４
か
月
未
満
の
死
胎
に
つ
い
て
は
、

同
法
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
通
念
上
、
丁
重
に
取
り
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

流
産
や
死
産
を
し
た
女
性
等
の
心
情
に
も
配
慮
し
、
流
産
や
死
産
に
よ
る
死
胎
が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ

る
よ
う
、
関
係
者
へ
の
周
知
、
理
解
促
進
等
適
切
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

妊
娠
４
か
月
以
上
の
死
胎
の
火
葬
、
埋
葬
等
に
つ
い
て
は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

流
産
や
死
産
に
よ
る
死
胎
の
取
扱
い
に
つ
い
て
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流
産
・死
産
を
経
験
され
た
へ
の
支
援
の
た
め
の
ツー
ル

流
産
、死

産
を
経
験
した

方
へ
の
情
報
提
供
資
材

※
調
査
研
究
の
報
告
書
や
情
報
提
供
資
材
は
調
査
研
究
事
業
の
委
託
先
（
株
式
会
社
キ
ャ
ン
サ
ー
ス
キ
ャ
ン
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

Ｕ
Ｒ
Ｌ
：

調
査
研
究
の
報
告
書
や
情
報
提
供
資
材
は
調
査
研
究
事
業
の
委
託
先
（
株
式
会
社
キ
ャ
ン
サ
ー
ス
キ
ャ
ン
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載

令
和

３
年

子
ど
も
・
子
育

て
支
援

推
進

調
査

研
究

事
業

（
国
庫

補
助

事
業

）
「
子

ど
も
を
亡
く
し
た
家
族

へ
の

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
関

す
る
調

査
研
究

」
株

式
会

社
キ
ャ
ン
サ

ー
ス
キ
ャ
ン

○
自
治
体
担
当
者
や
小
児
科
、産

婦
人
科
医
療
機
関
ス
タッ
フ向

け
に
「子
ども
を亡

くし
た
家
族
へ
の
支
援
の
手
引
き
」を
作
成
し、
自
治
体
及
び

関
係
団
体
等
へ
周
知
。

※
妊
娠
・出
産
・子
育
て
期
の
健
康
に
関
す
る
情
報
サ
イト
「健
や
か
親
子
２
１
」よ
りダ
ウン
ロー
ド可

能
。

：

○
自
治
体
担
当
者
や
小
児
科
、産

婦
人
科
医
療
機
関
ス
タッ
フ向

け
に

支
援
の
手
引
き
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成
育
基
本
方
針
（
令
和
３
年
２
月
９
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
を
含
め
、男

女
を
問
わ
ず
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
しい
知
識
の
普
及
を

図
り、
健
康
管
理
を
促
す
事
を
目
的
とす
る
。

※
令
和
３
年
度
まで
の
「女
性
健
康
支
援
セ
ンタ
ー
事
業
」や
「不
妊
専
門
相
談
セ
ンタ
ー
事
業
」を
組
み
替
え
た
も
の
。

性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

◆
対
象
者

思
春
期
、妊

娠
、出

産
等
の
各
ライ
フス
テ
ー
ジ
に
応
じた
相
談
を
希
望
す
る
者
（
不
妊
相
談
、予

期
せ
ぬ
妊
娠
、メ
ンタ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、性

感
染
症
の
対
応
を含

む
）

◆
内

容
（
１
）
不
妊
に
悩
む
夫
婦
、将

来
子
を
持
ち
た
い
カッ
プル
、身

体
的
・精
神
的
な
悩
み
を
有
す
る
女
性
等
へ
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じた
健
康
・不
妊
・将
来
の
妊
娠

出
産
に
関
す
る
相
談
指
導

（
２
）
妊
娠
・出
産
に
係
る
正
しい
知
識
等
に
関
す
る
親
世
代
向
け
等
の
講
演
会
の
開
催

（
３
）
相
談
指
導
を行

う相
談
員
の
研
修
養
成

（
４
）
不
妊
治
療
、妊

娠
・出
産
、女

性
の
健
康
に
関
す
る
医
学
的
・科
学
的
知
見
の
普
及
啓
発

（
５
）
不
妊
治
療
と仕

事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応

（
６
）
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援
（
性
感
染
症
な
どの
疾
病
等
に
関
す
る
受
診
を
含
む
。）

【拡
充
】

（
７
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る

や
アウ
トリ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
、緊

急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保

（
８
）
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（

）
を受

け
た
妊
婦
等
へ
の
相
談
支
援
体
制
の
整
備

（
９
）
学
校
で
児
童
・生
徒
向
け
に
性
・生
殖
に
関
す
る
教
育
等
を
実
施
す
る
医
師
や
助
産
師
等
へ
の
支
援

（
）
思
春
期
の
児
童
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

内
容

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率
：
国
１
／
２
、都

道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

実
施
主
体
・補

助
率

【令
和
４
年
度
創
設
】

資料14

71



72



○
不
妊
症
・不
育
症
の
治
療
を
続
け
て
い
る
患
者
の
中
に
は
、治

療
等
に
関
す
る
医
学
面
で
の
不
安
・悩
み
に
加
え
、周

囲
の
人
との
関
係
に
苦

しみ
、気

持
ち
誰
に
も話

せ
な
い
・分
か
って
も
らえ
な
い
とい
った
悩
み
を
か
か
え
て
い
る
者
が
少
な
くな
い
。

○
この
た
め
、国

に
お
い
て
生
殖
補
助
医
療
法
（
令
和
３
年
３
月
施
行
）
に
基
づ
き広

報
・普
及
啓
発
を
実
施
し、
不
妊
症
・不
育
症
に
関
す

る
国
民
の
理
解
を深

め
ると
とも
に
、治

療
を受

け
や
す
い
環
境
整
備
に
係
る
機
運
の
醸
成
を図

る
。

不
妊
症
・不

育
症
に
関
す
る
広
報
・啓

発
促
進
事
業
委
託
費

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
母
子
保
健
衛
生
対
策
推
進
事
業
委
託
費

億
円
の
内
数
（

億
円
の
内
数
）

目
的

１
．
不
妊
症
・不
育
症
等
に
か
か
る
全
国
フォ
ー
ラ
ム
の
実
施

全
国
フォ
ー
ラム
を開

催
し、
不
妊
症
・不
育
症
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を図

る
。

２
．
不
妊
症
・不

育
症
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
新
聞
広
告
、テ
レ
ビ

等
の
実
施

不
妊
症
・不
育
症
等
に
関
して
、新

聞
、イ
ンタ
ー
ネ
ット
等
で
広
報
を行

い
、広

く国
民
の
理
解
を
深
め
る
。

３
．
不
妊
治
療
等
を
続
け
、子

ども
を
持
ち
た
い
と願

う家
庭
の
選
択
肢
とし
て
の
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発

内
容

◆
実
施
主
体

：
民
間
団
体
（
公
募
に
より
決
定
）

◆
補
助
率

：
定
額

実
施
主
体
・補

助
率

不
妊
症
・不
育
症
等
に
関
して
、新

聞
、イ
ンタ
ー
ネ
ット
等
で
広
報
を行

い
、広

く国
民
の
理
解
を
深
め
る
。

全
国

フ
ォ

ー
ラ

ム
の
実

施
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○
不
妊
症
・不
育
症
患
者
に
対
す
る
精
神
的
サ
ポ
ー
トと
して
、医

師
、助

産
師
、看

護
師
、心

理
職
な
ど専

門
職
に
よる
支
援
に
加
え
、過

去
に
同
様
の
治
療
を経

験
した
者
に
よる
傾
聴
的
な
寄
り添

い
型
ピア
・サ
ポ
ー
トが
重
要
で
あ
る
。

○
不
妊
治
療
や
流
産
の
経
験
者
の
中
に
は
、自

らの
経
験
を踏

まえ
た
社
会
貢
献
活
動
とし
て
、現

在
治
療
中
の
不
妊
症
・不
育
症
患
者
に
寄
り添

った
支
援
（
ピア
・

サ
ポ
ー
ト）

を行
うこ
とに
関
心
を持

つ
者
が
少
な
か
らず
存
在
す
る
。

○
この
た
め
、様

々
な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
、複

雑
な
精
神
心
理
状
況
に
あ
る
不
妊
症
・不
育
症
患
者
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
ピア
・サ
ポ
－
ター
を
育
成
す
る
た
め
、相

談
・支
援
に
あ
た
って
必
要
とな
る
基
礎
知
識
や
ス
キ
ル
を習

得
す
る
た
め
の
研
修
を開

催
す
る
。

○
併
せ
て
、 看

護
師
な
どの
医
療
従
事
者
に
対
して
も
、生

殖
心
理
カウ
ン
セ
リン
グ
な
ど、
よ
り医

学
的
・専
門
的
な
知
識
に
よ
る
支
援
を
実
施
で
き
る
よ
う、
研
修
を実

施
す
る
。

不
妊
症
・不

育
症
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成
研
修
等
事
業
委
託
費

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
母
子
保
健
衛
生
対
策
推
進
事
業
委
託
費

億
円
の
内
数
（

億
円
の
内
数
）

目
的

１
．
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成
研
修

○
受
講
対
象
者
：
体
外
受
精
や
顕
微
授
精
の
治
療
経
験
者
、死

産
・流
産
の
経
験
者
を幅

広
く募
集
。修

了
者
に
は
証
書
を発

行
。修

了
者
に
は
、地

域
で

ピア
・サ
ポ
ー
トに
従
事
い
た
だ
く。

○
研
修
内
容
：
①
不
妊
症
・不
育
症
に
関
す
る
治
療
に
つ
い
て
②
不
妊
症
・不
育
症
に
悩
む
方
との
接
し方

③
仕
事
と治

療
の
両
立

④
養
子
縁
組
や
里
親
制
度

な
ど

※
オ
ンラ
イン
に
よる
配
信
も
併
せ
て
実
施

２
．
医
療
従
事
者
向
け
研
修

○
受
講
対
象
者
：
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者

○
研
修
内
容
：
①
不
妊
相
談
に
必
要
な
生
殖
医
学
の
基
礎

②
生
殖
心
理
カウ
ンセ
リン
グ
③
仕
事
と治

療
の
両
立

④
社
会
的
養
育
や
里
親
制
度

な
ど

※
オ
ンラ
イン
に
よる
配
信
も
併
せ
て
実
施

内
容

◆
実
施
主
体

：
民
間
団
体
（
公
募
に
より
決
定
）

◆
補
助
率

：
定
額

実
施
主
体
・補

助
率

サ
ポ

ー
タ

ー
向

け
の

研
修
会
の
実
施
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

産
後
ケ
ア
事
業
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
支
援
事
業

○
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
対
策
を
目
的
と
す
る
。

○
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
等
が
発
生
し
た
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
が
、
継
続
し

た
事
業
実

施
が
行
え
る
よ
う
、
施
設
の
消
毒
や
清
掃
、
追
加
的
に

必
要
と
な
る
人
員
の
確
保
等
に
必
要

な
経
費
を

補
助
す
る
。

【
実

施
主

体
】
市
町
村

【
補

助
率
】
１
／
２

【
補

助
単

価
案
】
50
万
円

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

億
円

３
実
施
主
体
等

（
※

）
令
和

３
年
度
補
正

予
算
事
業

か
ら
対
象

施
設
を
一

部
変
更 資料15

75



２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
婦
等
総
合
対
策
事
業

不
安
を
抱
え
る
妊
婦
へ
の
分
娩
前
の
ウ
イ
ル
ス
検
査

○
新

型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
い

て
、

不
安

を
抱
え
る

妊
婦

へ
の

分
娩
前
ウ

イ
ル
ス
検
査
を
実
施
す
る
。

○
新

型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行

が
続

く
中

で
、
妊
婦

の
方

は
一

般
の
方
々

以
上
に
、
不
安
を
抱
い
て
生
活
を
送
っ
て
い
る

状
況

に
あ
る
。

○
こ

の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
強
い
不
安
を

抱
え

る
妊

婦
も
し
く

は
基

礎
疾

患
を
有
す

る
妊
婦
が
か
か
り
つ
け
産
婦
人
科
医
と
相
談
し
、

本
人
が

希
望

す
る
場
合
に
、
分
娩
前
に
PC
R等

の
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
受
け
る
た
め
の
費
用

を
補

助
す

る
。

【
実

施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中

核
市

、
保

健
所
設
置

市

【
補

助
率
】
１
／
２

【
補

助
単
価

案
】

9,
0
00
円
（
１
回
を

限
度
）

×
妊

婦
数

【
補

助
の
条

件
】

①
検

体
採
取
を
行
う
場
所
の
整
備
な

ど
適

切
な

検
査
実
施

体
制

の
確

保
、

②
検

査
で
陽
性
と
な
っ
た
妊
婦
に
対

す
る

適
切

な
周
産
期

医
療

体
制

の
確
保

【
留

意
事
項
】

本
検

査
は

、
妊
婦
の
不

安
解
消
の

た
め
、

本
人

が
希

望
す
る
場

合
に

実
施

す
る
も
の
で

あ
り
、
院

内
感
染
対

策
を
目
的

と
し
て
、

本
人

の
意
思

に
よ
ら
ず
検
査
を
強
い
る
と
い

う
性

格
の

も
の
で
は

な
い

。

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

億
円

３
実
施
主
体
等

（
※

）
令
和
３
年
度
補
正
予
算
事
業
か
ら
補
助
単
価
の
変
更
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
婦
等
総
合
対
策
事
業

幼
児
健
康
診
査
個
別
実
施
支
援
事
業

○
１
歳
６
か
月
児
健
診
、
３
歳
児
健
診
を
集
団
健
診
で
実
施
し
て
い
た
が
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
個
別
の
医
療
機
関
等
へ
委
託
し
、
子
ど
も
一
人
一
人
が
医
療
機
関
へ
健
診

を
受
診
す
る
個
別
健
診
へ
切
り
替
え
る
。

３
実
施
主
体
等

【
実

施
主

体
】
市
町
村

【
補

助
率
】
１
／
２

【
補

助
単

価
案
】
医
科
5,
93
0
円
／
１
人
、
歯
科
3,
51
0円

／
１
人

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
の
状
況
を
踏
ま
え
、
密
閉
空
間
・
密
集
場
所
・
密
接
場
面
を
避

け
る

た
め

に
、

幼
児

健
康

診
査

を
集

団
健

診
か

ら
医

療
機

関
に

お
け

る
個

別
健

診
へ

切
り

替
え

た
場

合
に

生
じ

る
市

区
町

村
の

負
担
を
軽
減
す
る
。

（
※

）
令
和

３
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
も
同
様
の
事
業
を
実
施
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平
成

年
３

月
日

本
産
科
婦

人
科
学
会

が
「
母

体
血

を
用

い
た
新

し
い
出
生
前

遺
伝
学
的
検
査
」

指
針
を
決

定
・
公
表

日
本
医
学
会
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
、
日
本
人
類
遺
伝
学
会
、

日
本

医
師
会

、
日
本
産
婦
人

科
医

会
が
、

「
母
体
血

を
用

い
た
新

し
い
出
生

前
遺
伝

学
的

検
査

」
に
つ

い
て
の
共
同

声
明
を
発
表

平
成

年
４

月
臨

床
研
究
と

し
て

開
始

平
成

年
３

月
日

本
産
科
婦

人
科
学
会

に
お
い

て
、

指
針

の
施
設

要
件
を
緩
和

し
、
一
般
の
産
科

医
療
機
関

（
分
娩
取

扱
施
設

）
に
お

い
て

も
を
実
施

可
能
と
す
る

新
指
針
案

が
打

ち
出
さ
れ

る

令
和
元

年
６
月

厚
生
労
働
大
臣
よ
り
、
同
年
秋
頃
に
検
討
の
場
を
設
け
、

検
査
に
つ
い
て

必
要
な
議

論
を

し
て
い
く
旨

表
明

日
本

産
科
婦

人
科
学
会

に
お
い

て
、

新
指

針
案
に

つ
い
て
は
運

用
開
始
を
保
留
す

る
と
発
表

令
和

元
年

月
～
令

和
２
年
７

月
母

体
血
を
用

い
た
出
生

前
遺
伝

学
的

検
査

（
）

の
調
査

等
に
関
す
る
ワ
ー
キ

ン
グ
グ

ル
ー
プ

令
和

２
年

月
～
令

和
３
年
３

月
等
の
出

生
前
検
査

に
関
す

る
専

門
委

員
会

令
和

３
年
５

月
厚

生
科
学
審

議
会
科
学

技
術
部

会
で

、
等
の

出
生
前
検

査
に
関
す
る

専
門
委
員
会
報
告

書
が
承

認

令
和

３
年
６

月
厚

生
労
働
省

よ
り
課
長

通
知
「

出
生

前
検

査
に
対

す
る
見
解
・

支
援
体
制
に
つ
い

て
」
を
発

出

令
和

４
年
２

月
日

本
医
学
会

に
設
置
さ

れ
た
出

生
前

検
査

認
証
制

度
等
運
営
委

員
会
が
、

等
の
出
生
前

検
査
に
関
す
る

情
報
提
供

及
び

施
設
（

医
療
機
関

・
検
査

分
析

機
関

）
認
証

の
指
針
を
公

表

令
和

４
年
６

月
出

生
前
検
査

認
証
制
度

等
運
営

委
員

会
が

、
認
証

施
設
（
医
療

機
関
・
検
査
分
析

機
関
）
を

公
表

出
生

前
遺
伝

学
的
検
査

に
つ
い
て

１
．

出
生

前
検
査

を
め

ぐ
る

最
近

の
主
な

動
き

NI
PT

 (N
on

 In
va

siv
e

Pr
en

at
al

 g
en

et
ic 

Te
st

in
g)
：
非
侵
襲
性
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査

２
．

出
生

前
検

査
の

情
報

提
供
に

関
す
る

国
の
見

解

平
成

年
母

体
血

清
マ

ー
カ

ー
検

査
に
関

す
る

見
解

：
医
師

は
妊

婦
に

対
し

本
検

査
の

情
報

を
積

極
的

に
知

ら
せ
る
必
要
は
な
く
、
本
検
査
を

勧
め
る
べ
き
で
も
な
い

令
和
３

年
出

生
前

検
査

に
対

す
る

見
解

・
支

援
体

制
に

つ
い
て

：
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
包
括
的
な
支

援
の

一
環
と
し
て

、
妊
婦
及
び
そ

の
パ
ー
ト
ナ
ー
に

誘
導
と
な
ら
な

い
形
で
出
生
前
検
査
に

関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が

適
当

（
厚
生
科
学
審
議
会
先
端
医
療
技
術
評
価
部

会
・

出
生

前
診

断
に

関
す
る

専
門

委
員
会

「
母

体
血

清
マ

ー
カ

ー
検
査

に
関

す
る
見
解
」

に
つ

い
て

児
発
第
五

八
二

号
厚

生
省

児
童

家
庭

局
通

知
）

（
出
生
前
検
査
に
対
す
る
見
解
・
支

援
体
制

に
つ

い
て

子
母
発

第
１
号

・
障
障

発
第

１
号

厚
生

労
働

省
子
ど

も
家
庭

局
母

子
保

健
課

長
・

社
会
・

援
護

局
障
害

保
健

福
祉

部
障

害
福

祉
課
長

連
名

通
知
）
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等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
概
要

○
検
査
の
対
象
疾
患
拡
大
へ
の
対
応

○
以
外
の
全
て
の
出
生
前
検
査
に
つ
い
て
認
証
の
必
要
性

○
非
認
定
（
認
証
）
施
設
の
公
的
規
制
の
必
要
性

○
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
係
る
支
援
体
制
の
更
な
る
充
実

○
学
校
教
育
段
階
か
ら
の
情
報
提
供
・
啓
発
（
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
）

○
生
殖
に
係
る
生
命
倫
理
問
題
の
包
括
的
審
議
の
場
の
必
要
性

○
基
本
的
考
え
方

➢
出
生
前
検
査
の
実
施
目
的
は
、
胎
児
の
情
報
を
正
確
に
把
握
し
、
妊
婦
等
の
自
己
決
定
を
支
援
す
る
こ
と

➢
出
生
前
検
査
は
、
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
実
施
し
た
り
、
受
検
を
推
奨
す
べ
き
検
査
で
は
な
い

➢
受
検
前
の
十
分
な
説
明
・
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
不
可
欠

➢
検
査
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
産
婦
人
科
医
だ
け
で
な
く
、
小
児
科
医
等
、
他
職
種
と
の
連
携
が
必
要

➢
胎
児
に
異
常
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
、
必
要
な
支
援
を
ス
ム
ー
ズ
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
医
療
、
福
祉
の
体
制
整
備
が
必
要

➢
検
査
の
質
の
確
保
を
含
め
た
、
適
切
な
実
施
体
制
の
担
保
の
た
め
に
、
認
証
制
度
が
必
要

○
出
生
前
検
査
に
関
す
る
妊
婦
等
へ
の
情
報
提
供

➢
妊
娠
の
初
期
段
階

：
妊
婦
及
び
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
誘
導
と
な
ら
な
い
形
で
、
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う

※
市
町
村
の
母
子
保
健
窓
口
や
産
科
医
療
機
関
を
想
定

➢
検
査
を
希
望
し
た
場
合
：
希
望
者
に
対
し
、
検
査
の
意
義
や
障
害
福
祉
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
情
報
提
供
を
行
う

※
NI
PT
認
証
施
設
に
お
い
て
、
複
数
の
職
種
が
連
携
し
て
実
施

○
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
係
る
新
た
な
認
証
制
度

➢
出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
機
構
（
仮
称
）
を
、
日
本
医
学
会
に
設
置
し
、
施
設
認
証
等
を
行
う

➢
産
婦
人
科
等
の
関
係
学
会
、

分
野
の
有
識
者
、
障
害
者
福
祉
の
関
係
者
、
患
者
当
事
者
団
体
な
ど
幅
広
い
関
係
者
で
構
成

➢
厚
生
労
働
省
の
関
係
課
も
参
画

専
門
委
員
会
に
お
け
る
取
り
ま
と
め
事
項

今
後
の
課
題
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・
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
専
門
委
員
会
の
報
告
書
に
従
う

基
本
的
考
え
方

基
幹
施
設

・
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
と
豊
富
な
診
療
経
験
を
有
す
る
産
婦

人
科
専
門
医
と
小
児
科
専
門
医
が
常
勤
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
一
方
は

臨
床
遺
伝
専
門
医
で
あ
る
こ
と
が
必
要

・
検
査
施
行
後
の
分
娩
ま
で
含
め
た
妊
娠
経
過
の
観
察
、
及
び
妊
婦
の
希
望

に
よ
る
妊
娠
中
断
の
可
否
の
判
断
及
び
処
置
を
自
施
設
に
お
い
て
行
う
こ

と
が
可
能

等
連
携
施
設

・
基
幹
施
設
と
密
接
な
連
携
を
維
持
す
る

・
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
と
豊
富
な
診
療
経
験
を
有
す
る

産
婦
人
科
専
門
医
が
常
勤
し
、
そ
の
医
師
は
臨
床
遺
伝
専
門
医
、
も
し
く

は
出
生
前
検
査
に
関
す
る
研
修
の
修
了
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要

・
原
則
分
娩
施
設

等

「
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
施
設
（
医
療
機
関
・
検
査
分
析
機
関
）

認
証
の
指
針
」
の
概
要

出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供

（
４

２
日
本
医
学
会
）

市
町
村
の
母
子
保
健
窓
口
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
全
般
に
関
わ
る
包
括
的
な
支
援
の
一
環
と
し
て

誘
導
と
な
ら
な
い
形
で
、
下
記
情
報
提
供
を
行
う
。

（
１
）
出
生
前
検
査
を
考
え
る
前
に
必
要
と
な
る
正
し
い
情
報

（
２
）
正
し
い
出
生
前
検
査
の
情
報
に
行
き
つ
く
た
め
の
情
報

（
３
）
必
要
に
応
じ
て
、
認
証
医
療
機
関
等
に
つ
な
が
る
た
め
の
情
報

の
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

・
受
検
前
後
に
必
ず
対
面
で
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う

・
通
常
の
妊
婦
健
診
と
は
異
な
る
専
門
外
来
を
設
定

・
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
も
可
能
な
限
り
同
時
に
行
う

・
非
指
示
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
行
う
こ
と
に
留
意
し
、

を
受
検

す
る
、
受
検
し
な
い
、
の
い
ず
れ
に
も
誘
導
し
て
は
な
ら
な
い

の
対
象
と
な
る
疾
患

・
本
指
針
に
基
づ
く

の
対
象
は
、

ト
リ
ソ
ミ
ー
、

ト
リ
ソ

ミ
ー
、

ト
リ
ソ
ミ
ー
で
あ
る

・
高
年
齢
の
妊
婦

・
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
検
査
で
、
胎
児
が
染
色
体
数
的
異
常
を
有
す
る
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
た
妊
婦

・
染
色
体
数
的
異
常
を
有
す
る
児
を
妊
娠
し
た
既
往
の
あ
る
妊
婦

・
両
親
の
い
ず
れ
か
が
均
衡
型
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
転
座
を
有
し
て
い
て
、
胎
児

が
ト
リ
ソ
ミ
ー
ま
た
は

ト
リ
ソ
ミ
ー
と
な
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

る
妊
婦

・
胎
児
超
音
波
検
査
で
、
胎
児
が
染
色
体
数
的
異
常
を
有
す
る
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
た
妊
婦

※
た
だ
し
、
対
象
疾
患
の
発
生
頻
度
に
よ
ら
ず
、
適
切
な
遺
伝
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
実
施
し
て
も
胎
児
の
染
色
体
数
的
異
常
に
対
す
る
不
安
が
解
消

さ
れ
な
い
妊
婦
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
情
報
提
供
や
支
援
を
行
っ
た
上
で

受
検
に
関
す
る
本
人
の
意
思
決
定
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

の
受
検
が
選
択
肢
と
な
る
妊
婦

を
実
施
す
る
医
療
機
関
の
認
証
要
件

を
受
託
す
る
検
査
分
析
機
関
の
認
証
要
件

・
診
療
に
用
い
る
検
体
検
査
と
同
等
の
品
質
・
精
度
確
保
を
求
め
る

（
改
正
医
療
法
等
）

・
認
証
さ
れ
た
医
療
機
関
か
ら
の
受
託
と
す
る

等
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N
IP
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
認
証
制
度
に
つ
い
て

（
母
子
保
健
課
長
通
知
）
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出
生
前
検
査
加
算

出
生
前
検
査
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）

○
妊
婦
の
血
液
か
ら、
胎
児
の
染
色
体
疾
患
の
有
無
を
調
べ
る

に
つ
い
て
は
、日

本
医
学
会
の
下
に
出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
委
員
会
が
発
足
した
こ

とな
どか
ら、
今
後
実
施
件
数
の
増
加
が
予
想
され
る
。

○
これ
らの
流
れ
を踏

まえ
、

等
の
出
生
前
検
査
を
受
け
た
妊
婦
、受

検
を検

討
して
い
る
妊
婦
や
その
家
族
を
支
援
す
る
た
め
、性

と健
康
の
相
談
セ
ンタ
ー
に

専
門
の
相
談
員
を配

置
し相

談
を受

け
付
け
る
こと
に
よ
り、
不
安
等
の
解
消
を
図
る
。

目
的

◆
対
象
者

出
生
前
検
査
を受

け
た
者
、受

検
を
検
討
して
い
る
者
及
び
そ
の
家
族

◆
内

容
（
１
）
相
談
支
援

性
と健

康
の
相
談
セ
ンタ
ー
に
お
い
て
、出

生
前
検
査
を
受
け
た
者
、受

検
を
検
討
して
い
る
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し、
疑
問
や
不
安
へ
の
相
談
支
援
を
行
う

とと
も
に
、出

生
前
検
査
に
よ
り胎

児
が
障
害
等
を
有
す
る
可
能
性
が
指
摘
され
た
妊
婦
や
家
族
に
対
し
、子

の
出
生
後
に
お
け
る
生
活
の
イメ
ー
ジ
を
持
って
い
た

だ
くこ
とな
どを
目
的
とし
て
、障

害
福
祉
関
係
機
関
等
の
紹
介
等
を
行
う。

（
２
）
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等

に
関
す
る
知
識
の
習
得
や
、関

係
機
関
との
連
携
を
行
うた
め
に
必
要
とな
る
事
務
等
に
対
す
る
補
助
を
行
うこ
とで
、円

滑
な
相
談
支
援
の
実
施
を
図

る
。内

容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都

道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

◆
補
助
単
価

：
運
営
費

月
額

円
研
修
費

月
額

円

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：

３
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
性
と健

康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

億
円
の
内
数

資料19

82



主
な
内
容

法
律
の
目
的

公
布
か
ら
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
（
令
和
元
年

月
日
）

施
行
日

※
「
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成

年
法
律
第

号
）

※
年

月
日
公
布

次
代
の
社
会
を
担
う
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、

基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
及
び
医
療
関
係
者
等
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び

そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。

○
基
本
理
念

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

保
障
さ
れ
る
権
利
の
尊
重

・
多
様
化
・
高
度
化
す
る
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た

成
育
医
療
等
の
切
れ
目
な
い
提
供

・
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
科
学
的
知
見
に
基
づ
く

適
切
な
成
育
医
療
等
の
提
供

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供
、
社
会
的
経
済
的
状
況

に
か
か
わ
ら
ず
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備

○
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
、
医
療
関
係
者
等
の
責
務

○
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力

○
法
制
上
の
措
置
等

○
施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
（
毎
年
１
回
）

○
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
と
評
価

※
閣
議
決
定
に
よ
り
策
定
し
、
公
表
す
る
。

※
少
な
く
と
も
６
年
ご
と
に
見
直
す

○
基
本
的
施
策

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
保
健

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
教
育
及
び
普
及
啓
発

・
記
録
の
収
集
等
に
関
す
る
体
制
の
整
備
等

例
：
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る
予
防
接
種
等
に
関
す
る
記
録

成
育
過
程
に
あ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
死
亡
の
原
因
に
関
す
る
情
報

・
調
査
研
究

○
成
育
医
療
等
協
議
会
の
設
置

※
厚
生
労
働
省
に
設
置

※
委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命

※
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
定
め
る
。

○
都
道
府
県
の
医
療
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
計
画
の
作
成
の
際
の

成
育
医
療
等
へ
の
配
慮
義
務
（
努
力
義
務
）

成
育
基
本
法
の
概
要
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成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
令
和
５
年
３
月

日
閣
議
決
定
）
概
要

Ⅰ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
方
向

２
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
向
け
た

基
本
的
な
考
え
方

•
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
健
や
か
な
成
育
が
保
障
さ
れ
る
権
利
及
び

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ヘ
ル
ス
・
ラ
イ
ツ
（
性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康

と
権
利
）
を
尊
重

•
こ
ど
も
の
意
見
を
尊
重
、
こ
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
優
先
し
て
考
慮

•
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
、
切
れ
目
な
い
成
育
医
療
等
を
提
供

•
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
の
視
点
に
立
っ
て
、
需
要
に
的
確
に
対
応
し
、

切
れ
目
な
い
成
育
医
療
等
を
提
供

•
で
き
る
限
り
早
期
に
正
し
い
診
断
が
可
能
と
な
る
体
制
を
整
備

科
学
的
知
見
に
基
づ
く
適
切
な
成
育
医
療
等
を
提
供

•
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
し
、
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な
情
報
提
供

安
心
し
て
こ
ど
も
を
生
み
、
育
て
ら
れ
る
環
境
を
整
備

３
関
係
者
の
責
務
及
び
役
割

○
国
は
、
成
育
医
療
等
の
施
策
を
総
合
的
に
策
定
・
実
施

•
こ
ど
も
家
庭
庁
（
成
育
基
本
法
所
管
）
に
よ
る
総
合
調
整

•
施
策
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
評
価
指
標
を
作
成

○
自
治
体
は
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
・
実
施

○
国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
（
例
：
基
本
方
針
を
踏
ま

え
た
計
画
の
策
定
・
実
施
、
都
道
府
県
内
の
関
係
者
に
よ
る
協
議

の
場
な
ど
）
を
適
切
に
支
援

○
国
、
地
方
公
共
団
体
、
医
療
関
係
者
等
は
、
成
育
基
本
法
に
定
め

る
基
本
理
念
の
実
現
を
図
る
た
め
連
携
・
協
力

１
成
育
医
療
等
の
現
状
と
課
題

•
妊
産
婦
死
亡
率
や
乳
幼
児
死
亡
率
は
、
世
界
有
数
の
低
率
国

妊
産
婦
：

万
、
乳
児
：

千
、
幼
児
：

万
（
令
和
３
年
）

•
少
子
化
の
進
行

出
生
数
：
約

万
人
（
令
和
３
年
、
過
去
最
少
）

•
妊
産
婦
・
こ
ど
も
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
、

代
の
妊
娠
、
児
童
虐
待

等
の
課
題

※
下
線
部
は
、
主
な
改
定
箇
所

Ⅱ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

（
１
）
周
産
期
医
療
等
の
体
制

•
周
産
期
医
療
体
制
に
関
す
る
医
療
計
画
へ
の
記
載
、
関
係
者
の
協
議

•
妊
娠
・
出
産
・
産
後
の
ケ
ア
、
産
後
ケ
ア
事
業
・
妊
産
婦
健
診
の

広
域
的
な
調
整
、
流
産
・
死
産
を
経
験
し
た
方
に
対
す
る
支
援
等
に

関
す
る
、
都
道
府
県
内
の
関
係
者
間
の
連
携

•
精
神
疾
患
を
合
併
す
る
妊
産
婦
へ
の
医
療
体
制
確
保

•
災
害
や
新
興
感
染
症
の
ま
ん
延
に
備
え
た
、
継
続
的
な
提
供
体
制

•
産
科
区
域
の
特
定
が
望
ま
し
い
中
、
医
療
機
関
の
適
切
な
体
制
整
備

•
地
域
医
療
構
想
・
医
師
確
保
計
画
を
踏
ま
え
た
、
集
約
・
重
点
化

•
医
療
従
事
者
の
勤
務
環
境
改
善
、
助
産
師
と
医
師
の
連
携

（
助
産
師
活
用
推
進
事
業
、
院
内
助
産
・
助
産
師
外
来
の
推
進
）

（
２
）
小
児
医
療
等
の
体
制

•
小
児
医
療
体
制
に
関
す
る
医
療
計
画
へ
の
記
載
、
関
係
者
間
の
協
議

•
か
か
り
つ
け
医
機
能
普
及
、
救
急
体
制
や

事
業
の
整
備

•
医
療
的
ケ
ア
児
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
法
律
に
係

る
施
策
と
連
携
、
小
児
在
宅
医
療
・
小
児
在
宅
歯
科
医
療
体
制
充
実

•
医
療
従
事
者
の
勤
務
改
善
、
医
療
機
関
・
薬
局
の
従
事
者
間
の
連
携

•
災
害
や
新
興
感
染
症
の
ま
ん
延
に
備
え
た
、
継
続
的
な
提
供
体
制

•
小
児
科
区
域
の
特
定
が
望
ま
し
い
中
、
適
切
な
体
制
整
備

（
３
）
そ
の
他
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る
専
門
的
医
療
等

•
小
児
・

世
代
の
が
ん
患
者
に
必
要
な
医
療
・
相
談
支
援
体
制
に

関
す
る
、
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画
へ
の
記
載
、
関
係
者
間
の

連
携

•
小
児
が
ん
や
小
児
慢
性
特
定
疾
病
等
に
係
る
小
児
用
医
薬
品
等
の

開
発
を
推
進

•
全
国
の
小
児
医
療
機
関
か
ら
情
報
収
集
等
を
行
い
、

小
児
を
対
象
と
し
た
医
薬
品
の
適
正
使
用
等
を
推
進

•
小
児
生
活
習
慣
病
の
予
防
を
推
進

•
移
行
期
医
療
、
治
療
法
確
立
に
向
け
た
研
究
等
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
等
に
係
る
施
策
を
推
進
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Ⅱ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

２
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
保
健

（
１
）
総
論

•
不
妊
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、
性
感
染
症
等
へ
の
相
談
支
援

男
女
と
も
に
、
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
、

健
康
管
理
を
行
う
よ
う
促
す
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
の
推
進

を
含
め
、
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制
を
構
築

•
相
談
支
援
体
制
の
整
備
、
電
話
・
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
の
推
進

•
妊
娠
・
出
産
・
産
後
の
ケ
ア
、
産
後
ケ
ア
事
業
・
妊
産
婦
健
診
の

広
域
調
整
、
流
産
・
死
産
を
経
験
し
た
方
に
対
す
る
支
援
等
に

関
す
る
、
都
道
府
県
内
の
関
係
者
間
の
連
携

•
母
子
保
健
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
利
活
用
を
推
進
し
、

健
康
管
理
を
充
実
、
母
子
保
健
事
業
の
質
を
向
上

（
２
）
妊
産
婦
等
へ
の
保
健
施
策

•
関
係
者
が
連
携
し
、
バ
イ
オ
サ
イ
コ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
悩
み
等

に
対
す
る
、
性
や
生
殖
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
支
援
等
を
推
進

•
妊
婦
健
診
に
お
け
る
公
費
負
担
の
推
進
、
出
生
前
検
査
（

等
）
や
妊
婦
健
診
で
の
感
染
症
検
査
に
係
る
適
切
な
情
報
発
信

•
産
後
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
お
け
る
多
職
種
連
携
を
推
進

•
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
推
進

•
産
後
ケ
ア
事
業
の
全
国
展
開
等
に
向
け
、
広
域
的
な
連
携
支
援

（
都
道
府
県
）
、
体
制
整
備
・
周
知
（
市
町
村
）
を
支
援

•
若
年
妊
婦
・
特
定
妊
婦
、
多
胎
妊
産
婦
へ
の
支
援

•
妊
産
婦
健
診
の
受
診
勧
奨
、
妊
産
婦
の
歯
科
健
診
を
推
進

•
妊
娠
・
授
乳
中
の
薬
物
治
療
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制
を
整
備
、

相
談
を
通
じ
て
知
見
を
収
集
、
医
薬
品
の
適
正
使
用
等
を
推
進

（
３
）
乳
幼
児
期
に
お
け
る
保
健
施
策

•
先
天
性
代
謝
異
常
等
へ
の
対
応
（
新
生
児
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
に

よ
る
早
期
発
見
、
そ
の
後
の
治
療
・
生
活
指
導
等
）
を
推
進

•
母
子
保
健
事
業
（
乳
幼
児
健
診
等
）
を
活
用
し
た
子
育
て
支
援
を
推
進

•
乳
幼
児
健
診
の
推
進
、
学
童
期
及
び
思
春
期
ま
で
の
切
れ
目
な
い
健
診
等
の

実
施
体
制
整
備
に
向
け
た
検
討

•
関
係
者
が
連
携
し
、
乳
幼
児
健
診
等
の
精
度
管
理
や
広
域
的
支
援
を
推
進

•
乳
幼
児
期
の
難
聴
に
関
す
る
総
合
的
な
体
制
整
備
を
推
進

•
３
歳
児
の
視
覚
検
査
に
屈
折
検
査
機
器
を
導
入
す
る
市
町
村
を
支
援

•
乳
幼
児
・
保
護
者
に
対
す
る
栄
養
指
導
や
、
乳
幼
児
へ
の
食
育
を
推
進

•
乳
幼
児
・
保
護
者
に
対
す
る
、
医
薬
品
の
適
正
使
用
等
を
推
進

•
供
給
体
制
確
保
や
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
啓
発
等
、
予
防
接
種
を
推
進

（
４
）
学
童
期
及
び
思
春
期
に
お
け
る
保
健
施
策

•
健
康
教
育
や
食
育
を
推
進

•
妊
娠
・
出
産
等
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
を
学
校
教
育
段
階
か
ら
推
進

•
学
校
・
保
健
所
等
で
、
性
に
関
す
る
科
学
的
知
識
、
性
情
報
へ
の
対
処
や
互

い
を
尊
重
し
合
う
人
間
関
係
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
、
教
育
・
相
談
支
援
等

•
予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
よ
り
不
安
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

や
活
用
に
よ
る
支
援
、
里
親
制
度
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発

•
こ
ど
も
の
心
の
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
を
推
進

•
側
湾
症
等
の
早
期
発
見
・
支
援
に
つ
な
げ
る
環
境
整
備
に
向
け
た
検
討

•
保
育
所
・
幼
稚
園
に
お
け
る
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
の
受
入
体
制
を
整
備

•
障
害
の
あ
る
こ
ど
も
の
福
祉
や
栄
養
管
理
に
係
る
相
談
支
援
体
制
を
整
備

•
こ
ど
も
の
性
と
健
康
の
問
題
に
お
い
て
、
学
校
医
、
小
児
科
医
、
産
婦
人
科

医
、
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
連
携

（
５
）
生
涯
に
わ
た
る
保
健
施
策

•
女
性
ヘ
ル
ス
ケ
ア
や
が
ん
な
ど
の
健
康
教
育
・
普
及
啓
発
を
推
進

•
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
に
よ
り
、
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
を

推
進
、
不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る
情
報
提
供
・
相
談
体
制
を
強
化

（
６
）
子
育
て
や
こ
ど
も
を
育
て
る
家
庭
の
支
援

•
出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
に
対
す
る
支
援
を
推
進

•
児
童
福
祉
法
等
改
正
法
に
よ
り
、
子
育
て
世
帯
へ
の
支
援
体
制
強
化
を
推
進
（
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
、
子
育
て
世
帯
の
身
近
な
相
談
機
関
）

•
妊
娠
時
か
ら
出
産
・
子
育
て
ま
で
一
貫
し
た
伴
走
型
相
談
支
援
、
経
済
的
支
援
の
一
体
的
実
施
の
着
実
な
推
進

•
い
わ
ゆ
る
「
こ
ど
も
ホ
ス
ピ
ス
」
な
ど
の
、
小
児
が
ん
の
患
者
や
小
児
慢
性
特
性
疾
病
を
抱
え
る
児
童
等
が
家
族
や
友
人
等
と
安
心
し
て
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
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Ⅱ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

３
教
育
及
び
普
及
啓
発

•
妊
娠
・
出
産
等
に
関
す
る
医
学
的
・
科
学
的
に
正
し
い
知
識
の
普
及
・
啓
発

を
学
校
教
育
段
階
か
ら
推
進

•
「
健
や
か
親
子
２
１
」
を
基
本
方
針
に
基
づ
く
国
民
運
動
と
し
て
位
置
付
け
、

子
育
て
当
事
者
・
国
民
全
体
へ
の
普
及
啓
発
を
促
進

４
記
録
の
収
集
等
に
関
す
る
体
制
等

•
（

）
、
健
康
等
情
報
の
電
子
化
・
標
準

化
を
推
進
、
母
子
保
健
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
利
活
用
に
よ
る
健
康
管
理
の

充
実
や
母
子
保
健
事
業
の
質
向
上

•
予
防
可
能
な
こ
ど
も
の
死
亡
を
減
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
た

（
Ｃ
Ｄ
Ｒ
）
に
つ
い
て
、
体
制
整
備
に
向
け
検
討

•
の
活
用
に
よ
る
各
種
施
策
の
推
進

•
母
子
保
健
事
業
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
等
に
関
す
る
、

シ
ス
テ
ム
等
の
導
入
・
運
用
を
推
進

５
調
査
研
究

•
こ
ど
も
等
の
視
点
も
踏
ま
え
た
調
査
研
究
の
推
進
、

シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
能
の
充
実

６
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
体
制
の
整
備

•
災
害
時
に
必
要
な
物
資
の
備
蓄
・
活
用
を
推
進

•
災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン
の
養
成
、
災
害
時
の
患
者
搬
送

等
を
円
滑
に
行
う
体
制
の
構
築

•
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
も
踏
ま
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
・
デ
ジ
タ
ル
化

等
を
引
き
続
き
推
進

•
新
興
感
染
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
周
産
期
・
小
児
医
療
機
関
の

設
定
等
に
つ
い
て
、
状
況
把
握
・
検
証
、
必
要
な
検
討
を
実
施

７
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
推
進
体
制
等

•
優
良
事
例
の
横
展
開
、
調
査
研
究
の
推
進
等

Ⅲ
そ
の
他
の
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

•
国
は
、
成
育
医
療
等
の
施
策
に
つ
い
て
客
観
的
に
検
証
・
評
価
し
、
必
要
な
取
組
に
つ
い
て
検
討

•
今
回
の
基
本
方
針
は
、
令
和
５
～

年
度
の
６
年
程
度
を
１
つ
の
目
安
と
し
て
策
定

86



①
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画

（
児
童
福
祉
法
第

条
の

第
項
）

②
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

（
社
会
福
祉
法
第

条
第
１
項
）

③
自
立
促
進
計
画

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第

条
第
２
項
第
３
号
）

④
都
道
府
県
障
害
者
計
画

（
障
害
者
基
本
法
第

条
第
項
）

⑤
予
防
計
画

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
）

⑥
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画

（
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
第

条
第
項
）

⑦
都
道
府
県
基
本
計
画

（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
の
３
第
１
項
）

⑧
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画

（
健
康
増
進
法
第
８
条
第
１
項
）

⑨
都
道
府
県
食
育
推
進
計
画

（
食
育
基
本
法
第

条
第
１
項
）

⑩
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
第

条
第
１
項
）

⑪
都
道
府
県
自
殺
対
策
計
画

（
自
殺
対
策
基
本
法
第

条
第
１
項
）

⑫
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画

（
が
ん
対
策
基
本
法
第

条
第

項
）

⑬
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

（
教
育
基
本
法
第

条
第
２
項
）

⑭
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
９
条
第
１
項
）

⑮
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

条
第
１
項
）

⑯
都
道
府
県
計
画

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
条
第
項
）

⑰
都
道
府
県
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
計
画

（
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
第

条
第
１
項
）

⑱
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
第

条
第
１
項
）

⑲
都
道
府
県
循
環
器
病
対
策
推
進
計
画

（
健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対

策
に
関
す
る
基
本
法
第

条
第
１
項
）

（
医
療
計
画
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
の
配
慮
等
）

第
条

都
道
府
県
は
、
医
療
法
（
昭
和

年
法
律
第

号
）
第

条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
成
育
医
療
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
適
切
な

配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

成
育
基
本
法
第

条
第
１
項

政
令
で
定
め
る
計
画
（
施
行
令
第
８
条
）

成
育
基
本
法
第
１
９
条
第

項
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
計
画

※
「
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
（
令
和
元
年
政
令
第

号
）

1
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成
育
医
療
等
基
本
方
針

健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）

成
育
医
療
等
基
本
方
針
を

踏
ま
え
た
計
画

（
参
考
）
医
療
計
画

成
育
医
療
等
基
本
方
針
を
踏
ま
え
た
計
画
の
策
定
期
間
等
に
つ
い
て

※
医
療
計
画
の
期
間
（

～
年
度
）
に
つ
い
て
は
、
一
部
、
第
２
次
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
期
間
（

～
年
度
）
を
外
れ
る
期
間
が
あ
る
が
、

当
該
期
間
に
つ
い
て
も
第
２
次
成
育
医
療
等
基
本
方
針
と
整
合
的
な
か
た
ち
で
基
本
方
針
を
踏
ま
え
た
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
想
定
。

医
療
計
画
等
他
の
計
画
と
調
和
を
保
っ
た
上
で
の
計
画
の
策
定
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
計
画
の
策
定
期
間
に
つ
い
て
は
医
療
計
画
と

同
様
の
期
間
（
20
24

～
20
29

年
度
）
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
（
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
宜
設
定
し
て
差
し
支
え
な
い
）

第
１
次

第
２
次

基
本
方
針
に
基
づ
く

国
民
運
動
に
位
置
づ
け

次
期
基
本

方
針
策
定

★

★
自
治
体

（
都
道
府
県

・
市
町
村
）

次
期
計
画

策
定

国
策
定
指
針

策
定★

医
療
計
画
等

と
調
和

※

中
間
評
価

◆
最
終
評
価

◆
★

◆
評
価
時
点
で
入
手
可
能
な
最
新
の
デ
ー
タ
を
評
価
を
実
施
。
評
価
に
資
す
る
よ
う
、
適
切
に
目
標
値
を
設
定

中
間
評
価

◆
◆
★

最
終
評
価

次
期
基
本

方
針
策
定

自
治
体

次
々
期

計
画
策
定

第
７
次

第
８
次

★
都
道
府
県

計
画
策
定

国
指
針
策
定

★
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健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会
・健
や
か
親
子
２
１
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
表
彰
に
つ
い
て

○
「
健
や
か
親
子
２
１
」
は
、
従
来
、
母
子
保
健
の
国
民
運
動
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
が
、

成
育
医
療
等
基
本
方
針
（
令
和
５
年
３
月

22
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
同
方
針
に
基
づ
く
国
民
運
動
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

医
療
、
保
健
、
教
育
、
福
祉
な
ど
の
よ
り
幅
広
い
取
組
を
推
進
す
る
も
の
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
。

○
こ
の
取
組
の
一
環
と
し
て
、
成
育
医
療
等
基
本
方
針
に
関
す
る
取
組
を
推
進
し
て
い
る
自
治
体
・
団
体
・
企
業
に
対
し
、

年
一
回
、
全
国
か
ら
母
子
保
健
に
関
す
る
関
係
者
が
参
加
す
る
健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会
に
お
い
て
表
彰
を
行
う
。

《
応
募
受
付
》
令
和

年
月

日
（
金
）
～

月
日
（
水
）

《
取
組
発
表
》
令
和

年
月

日
（
水
）
健
や
か
親
子
２
１
推
進
本
部
総
会
（
予
定
）

《
表

彰
式
》
令
和

年
月

日
（
木
）
健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会

《
応
募
対
象
》

・
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
の
推
進

・
不
妊
症
や
不
育
症
に
対
す
る
理
解
を
促
す
た
め
の
活
動

・
若
年
妊
婦
・
特
定
妊
婦
等
へ
の
支
援
、
妊
産
婦
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
お
け
る
多
職
種
連
携

・
健
康
教
育
や
食
育

・
こ
ど
も
や
子
育
て
家
庭
に
寄
り
添
っ
た
支
援

な
ど

概
要

健
や
か
親
子
表
彰
に
つ
い
て

令
和
５
年
度

健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会
（
栃
木
県
）
開
催
に
つ
い
て

月
９
日
（
木
）
～

日
（
金
）

＜
特
別
講
演
＞

講
師
：
上
原
里
程
国
立
保
健
医
療
科
学
院
疫
学
・
統
計
研
究
部
部
長

演
題
：
成
育
医
療
等
基
本
方
針
を
踏
ま
え
た
こ
れ
か
ら
の
母
子
保
健
父
親
支
援
を
考
え
る

＜
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
＞

テ
ー
マ
：
関
係
機
関
の
顔
の
見
え
る
連
携
親
の
不
安
に
地
域
で
寄
り
添
う
体
制
づ
く
り
～

基
調
講
演
講
師
：
秋
山
千
枝
子
（
あ
き
や
ま
子
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
）

健
や
か
親
子
２
１
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
表
彰
特
設
ペ
ー
ジ

若
年
妊
婦
・
特
定
妊
婦
等
へ
の
支
援
、
妊
産
婦
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
お
け
る
多
職
種
連
携
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健
や
か
親
子
２
１
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

成
育
基
本
法
を
踏

ま
え
た
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、

妊
娠

・
出

産
・子

育
て
期
の
健
康
に
関
す
る
情
報
発
信
を

行
う
。

目
的

☆
健

や
か

親
子

２
１
と
成

育
基

本
法

に
つ
い
て

成
育
基
本
法
や
健
や
か

親
子
21

応
援
メ
ン
バ

ー
で
あ
る

地
方
公
共
団
体
・
企
業
・
団

体
・
大

学
等
の

活
動
内
容

に
つ
い
て
紹
介
し
て

い
ま
す
。

☆
母

子
健

康
手

帳
情

報
支

援
サ

イ
ト

妊
娠
中
か
ら
乳
幼
児
ま
で
の
健

康
に
関
す
る
重
要

な
情
報
や
子

育
て
に

関
す
る
必
要
な
知
識
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

☆
デ
ー
タ
で
わ

か
る
妊

娠
・
出

産
・
子

育
て

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
期
の
健

康
に
つ
い
て
デ
ー
タ
と
イ
ラ
ス
ト
で
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

☆
参

考
資

料
調
査
研
究
事
業
な
ど
で
作
成

さ
れ
た
妊

娠
期
か
ら
子
育

て
期

の
健
康

づ
く

り
に
参
考
と
な
る
資
料
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。

☆
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク

マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
の
目
的
や
ご
利
用

ガ
イ
ド
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。 等

内
容
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○
聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
され
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、聴

覚
障
害
に
よ
る
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
られ
る
。こ
の
た
め
、聴

覚
障
害
の
早
期
発
見
・早
期
療
育

が
図
られ
る
よ
う、
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
協
議
会
の
設
置
を
行
うと
とも
に
研
修
会
の
実
施
、普

及
啓
発
等
に
よ
り、
都
道
府
県
に
お
け
る
推
進
体
制
を
整
備
す
る
こと
を
目
的
とす
る
。

新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

億
円
（

億
円
）

目
的

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都

道
府
県
１
／
２

◆
補
助
単
価
案
：

年
額

円
（
５
）
を実

施
す
る
場
合

年
額

円
（
６
）
を実

施
す
る
場
合

年
額

円

実
施
主
体
・補

助
率
等

【平
成

年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：

自
治
体
（

自
治
体
）

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

括
弧
は
令
和
２
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

都
道

府
県

o
r
都

道
府

県
が

指
定

す
る

医
療

機
関

市
町
村

産
科
医
療
機
関

指
定

す
る

医
療

機
関

③
電
話
相
談
、訪

問
指
導 出
生
・検
査

①
情
報
共
有

②
検
査
結
果
の
把
握
や
指
導
等

訪
問
・指

導

（
１
）
行
政
機
関
、医

療
機
関
、教

育
機
関
、医

師
会
・患
者
会
等
の
関
係
機

関
（
団
体
）
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置
・開
催
（
必
須
）

（
２
）
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施

（
３
）
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ン
フレ
ット
の
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

（
４
）
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
事
業
実
施
の
た
め
の
手
引
書

の
作
成

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

（
５
）
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業
（

～
）

①
新
生
児
聴
覚
検
査
の
結
果
の
情
報
集
約
及
び
共
有

②
市
町
村
へ
の
指
導
等

③
相
談
対
応
等

④
検
査
状
況
・精
度
管
理
業
務

（
６
）
聴
覚
検
査
機
器
購
入
支
援
事
業
（

２
～
）

（
７
）
その
他
新
生
児
聴
覚
検
査
事
業
の
体
制
整
備
に
必
要
な
事
項

（
５
）
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業

（
１
）
医
療
機
関
や
教
育
機
関
な
どの
関
係

機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置

（
２
）
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研

修
会
の
実
施

（
３
）
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ンフ
レ
ット
作

成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

（
４
）
県
内
に
お
け
る
事
業
実
施
の
た
め
の

手
引
書
の
作
成

な
ど

新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業

①
聴
覚
検
査
情
報
の
共
有

④
精
度
管
理
業
務

（
６
）
聴
覚
検
査
機
器
購
入
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聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
され
適
切
な
支
援
を
行
うこ
とで
、聴

覚
障
害
に
よる
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
られ
る
。こ
の
た
め
、全

て
の
新
生
児
を
対
象
とし
て
新
生
児
聴
覚
検
査
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
整
備
を
進
め
、聴

覚
障
害
の
早
期
発
見
・早
期
療
育
を
図
る
こと
を
目
的
とす
る
。

１
．
目

的
新
生
児
聴
覚
検
査
に
つ
い
て

２
．
財
政
支
援

３
．
公
費
負
担
の
実
施
状
況
及
び
受
検
率
の
推
移

＜
令
和
３
年
度
ま
で
＞

「少
子
化
対
策
に
関
連
す
る

経
費
」の
内
数
とし
て
措
置

少
子
化
対
策
に

関
連
す
る
経
費
の

内
数

・
平
成

年
度
より
、予

算
補
助
とし
て
実
施

・
平
成

年
度
より
、一

般
財
源
化
し、
「少
子
化
対
策
に
関
連
す
る
経
費
」の
内
数

とし
て
地
方
交
付
税
措
置

令
和
３
年
度
ま
で

１ ・
新
生
児
聴
覚
検
査
の
費
用
に
つ
い
て
、各

市
町
村
に
お
け
る
聴
覚
検
査
の
公
費
負

担
の
実
態
を踏

ま
え
、保

健
衛
生
費
に
お
け
る
算
定
に
変
更
し、
新
生
児
聴
覚
検
査

費
とし
て
市
町
村
の
標
準
団
体
（
人
口

万
人
）
当
た
り

千
円
を計

上
。

令
和
４
年
度

２

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

2,
00

0

H2
6年

H2
7年

H2
8年

H2
9年

H3
0年

R元
年

R２
年

R３
年

（
公
費
負
担
実
施
市
町
村
数
・実
施
割
合
）

（
公
費
負
担
実
施
市
町
村
数
・実
施
割
合
）

（
１
）
公
費
負
担
の
実
施
状
況
の
推
移

（
２
）
受
検
率
の
推
移

70
.0
%

75
.0
%

80
.0
%

85
.0
%

90
.0
%

95
.0
%

10
0.
0%

H2
6年

H2
7年

H2
8年

H2
9年

H3
0年

R元
年

R２
年

R３
年

（
受
診
率
（
受
検
者
数
出
生
児
数
）
）

（
受
検
の
有
無
を
把
握
して
い
る
市
町
村
の
うち
、受

検
者
数
を
集
計
して
い
る
市
町
村
の
デ
ー
タ）

地
方
交
付
税
措
置
の
イ
メ
ー
ジ

３

（
出
典
：
厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
母
子
保
健
課
調
べ
）

＜
令
和
４
年
度
＞

新
た
に
新
生
児
聴
覚
検
査
費
とし
て

標
準
団
体
当
た
り

千
円
を
計
上

「保
健
衛
生
費
」

「新
生
児
聴
覚
検
査
費
」

・標
準
団
体
当
た
り 千
円

※
令
和
４
年
度
に
お
け
る
金
額
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○
予
防
の
た
め
の
こど
も
の
死
亡
検
証
は
、こ
ども
が
死
亡
した
時
に
、複

数
の
機
関
や
専
門
家
（
医
療
機
関
、警

察
、消

防
、行

政
関
係
者
等
）
が
、こ
ども
の
既
往

歴
や
家
族
背
景
、死

に
至
る
直
接
の
経
緯
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を基

に
死
亡
原
因
の
検
証
等
を
行
うこ
とに
より
、効

果
的
な
予
防
策
を導

き出
し予

防
可
能
な

こど
も
の
死
亡
を
減
らす
こと
を
目
的
とす
る
も
の
。

○
今
般
、成

育
基
本
法
や
、死

因
究
明
等
推
進
法
の
成
立
を
踏
まえ
、一

部
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、実

施
体
制
の
整
備
を
モデ
ル
事
業
とし
て
試
行
的
に
実
施
し
、

その
結
果
を国

へ
フィ
ー
ドバ
ック
す
る
こと
で
、体

制
整
備
に
向
け
た
検
討
材
料
とす
る
。

予
防
の
た
め
の
こど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：

億
円
（

億
円
）

目
的

（
１
）
推
進
会
議

医
療
機
関
、行

政
機
関
、警

察
等
とこ
ども
の
死
亡
に
関
す
る
調
査
依
頼
や
、こ
れ
に
対
す
る
報
告
な
どの
連
携
を行

うた
め
、関

係
機
関
に
よる
推
進
会
議
を実

施
し、
デ
ー
タの
収
集
等
を円

滑
に
行
う環

境
を
整
え
る
。

（
２
）
情
報
の
収
集
・管

理
等

こど
も
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
（
医
学
的
要
因
、社

会
的
要
因
）
を関

係
機
関
か
ら収

集
し、
標
準
化
した
フォ
ー
マッ
ト（

死
亡
調
査
票
）
に
記
録
。

（
３
）
多
機
関
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
政
策
提
言
委
員
会
）

死
因
を多

角
的
に
検
証
す
る
た
め
、医

療
機
関
、行

政
機
関
、警

察
等
の
様
々
な
専
門
職
や
有
識
者
を
集
め
て
検
証
委
員
会
を開

催
し、
検
証
結
果
を標

準
化
した
フォ
ー
マッ
ト（

死
亡
検
証
結
果
表
）
に
記
録
す
る
。さ
らに
、都

道
府
県
に
対
し、
検
証
結
果
をも
とに
今
後
の
対
応
策
な
どを
まと
め
た
提
言
を行

う。
＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県

◆
補
助
率

：
国
１
０
／
１
０

◆
補
助
単
価
案
：
年
額

円

実
施
主
体
・補

助
率
等

【令
和
２
年
度
創
設
】

②
デ
ー
タ収

集
・整
理
等

①
推
進
会
議

③
多
機
関
検
証

④
都
道
府
県
へ
提
言

【事
業
の
流
れ
】

①
推
進
会
議
に
より
、関

係
機
関
か
らの
デ
ー
タ収

集
の

環
境
を整

え
る
。

②
関
係
機
関
より
収
集
した
デ
ー
タの
整
理
等
を行

う。
③

整
理
され
た
デ
ー
タに
基
づ
き様

々
な
機
関
を招

集
し、

検
証

を開
催
。

④
その
後
、ま
とめ
られ
た
検
証
結
果
をも
とに
、検

証
か
ら都

道
府
県
に
対
し、
今
後
の
対
応
策
な
どを
まと
め

た
提
言
を行

う。

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞ ①
推
進
会
議

◆
実
施
自
治
体
数
（
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス）

令
和
３
年
度
：
９
自
治
体
（
群
馬
県
、山

梨
県
、三

重
県
、滋

賀
県
、京

都
府
、香

川
県
、

高
知
県
、北

海
道
、福

島
県
）

事
業
実
績
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○
こど
も
虐
待
に
よる
死
亡
事
例
等
の
検
証
（
こど
も
家
庭
庁
）
や
消
費
生
活
用
製
品
に
係
る
重
大
製
品
事
故
（
消
費
者
庁
）
等
の
死
亡
に
関
す
る
検
証
結
果
に
つ

い
て
、予

防
可
能
な
こど
も
の
死
亡
とい
う観

点
か
ら情

報
収
集
を行

うと
とも
に
、デ
ー
タベ
ー
ス
化
を図

る
。

○
国
民
に
予
防
可
能
な
死
が
あ
る
こと
を
認
知
い
た
だ
くと
とも
に
、予

防
の
た
め
の
こど
も
の
死
亡
検
証
結
果
管
理
運
営
事
業
に
よ
りま
とめ
られ
た
具
体
的
な
予
防
策

に
つ
い
て
の
周
知
及
び
医
療
、保

健
、教

育
等
の
分
野
が
連
携
した
こど
も
の
死
の
予
防
に
取
り組

ん
で
い
た
だ
くよ
う広

報
啓
発
を
行
うこ
とを
目
的
とす
る
。

予
防
の
た
め
の
こど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
：
母
子
保
健
衛
生
対
策
推
進
事
業
委
託
費

億
円
の
内
数
（

億
円
の
内
数
）

目
的

１
．
Ｃ
Ｄ
Ｒ
プ
ラ
ット
フォ
ー
ム
事
業

（
１
）
情
報
の
収
集
・管
理

「予
防
の
た
め
の
こど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モデ
ル
事
業
」に
お
い
て
実
施
され
た
Ｃ
Ｄ
Ｒ
の
結
果
に
加
え
、既

に
存
在
す
る
虐
待
事
例
検
証
や
製
品
安
全

に
関
す
る
検
証
等
の
事
故
死
亡
に
関
す
る
検
証
の
結
果
に
つ
い
て
、予

防
可
能
な
こど
も
の
死
亡
とい
う観

点
か
ら情

報
収
集
を行

う。
（
２
）

ポ
ー
タル
サ
イト
の
運
用

（
１
）
で
収
集
・管
理
した
予
防
可
能
な
こど
もの
死
亡
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、一

覧
性
が
あ
り、
検
索
が
しや
す
い
形
に
管
理
した
プラ
ット
フォ
ー
ム
を整

備
し、

検
索
をし
た
い
際
に
有
用
な
ポ
ー
タル
サ
イト
の
運
用
を行

う。
（
３
）
都
道
府
県
へ
の
技
術
的
支
援

に
お
け
る
検
証
の
標
準
化
を
図
る
た
め
、都

道
府
県
間
の
情
報
共
有
の
た
め
の
会
議
の
運
営
を行

うと
とも
に
、各

都
道
府
県
に
対
し、
検
証
体
制
整
備
に

関
す
る
技
術
的
助
言
を行

う。
２
．
予
防
可
能
な
こど
も
の
死
亡
事
故
に
関
す
る
広
報
啓
発
事
業

（
１
）
ウェ
ブ広

告
ウェ
ブ広

告
や
動
画
サ
イト
等
の

枠
を活

用
して
、予

防
可
能
な
こど
も
の
死
亡
事
故
に
つ
い
て
の
予
防
策
を普

及
・啓
発
す
る
。

（
２
）
テ
レビ
で
の

乳
幼
児
を抱

え
る
親
が
こど
も
と一

緒
に
み
る
番
組
とタ
イア
ップ
して
の
予
防
可
能
な
こど
も
の
死
亡
事
故
の
予
防
に
つ
い
て
普
及
・啓
発
す
る
。

（
３
）
シ
ンポ
ジ
ウム
の
開
催

こど
も
を事

故
で
亡
くし
た
遺
族
の
方
や
、

に
取
り組

ま
れ
て
きた
研
究
者
の
方
を集

め
て
の
シ
ンポ
ジ
ウム
を年

に
一
回
開
催
し、
国
民
に
予
防
可
能
な
こど
も

の
死
亡
事
故
の
予
防
に
つ
い
て
普
及
・啓
発
す
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
民
間
団
体
（
公
募
に
より
決
定
）

◆
補
助
率

：
定
額

実
施
主
体
・補

助
率
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予
防
の
た
め
の
こ
ど
も
の
死
亡
検
証
に
関
す
る
広
報
啓
発
事
業

目
的
：
ひ
ろ
く

に
つ
い
て
普
及
啓
発
す
る
とと
も
に
、

モ
デ
ル
事
業
や
、他

省
庁
で
行
わ
れ
た
検
証
に
よ
って
導
き
出
され

た
予
防
策

に
つ
い
て
の
周
知
。（

令
和
４
年
度
創
設
）

•
特
設
サ
イ
ト
に
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
や
、
予
防
策
の
一
覧
の
他
、

の
解
説
動
画
や
「
こ
ど
も
の
睡
眠
中
に
気
を
つ
け
た
い
こ
と
」
「
溺
水
事
故
か

ら
こ
ど
も
を
守
る
」
の
動
画
等
を
掲
載
。

特
設
サ
イ

ト
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
予

防
策

の
一

覧

実
施
内
容
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健
診
内
容
は
、
厚
生
労
働
省
令
（母

子
保
健
法
施
行
規
則
）で

示
す
検
査
項
目
。

受
診
人
数
・受

診
率
：厚

生
労
働
省
「地

域
保
健
・健

康
増
進
事
業
報
告
」（
令
和
３
年
度
）に

よ
る
。

○
市

町
村
は
、
１
歳
６
か
月
児
及
び
３
歳

児
に
対

し
て
、
健

康
診

査
を
行

う
義

務
が

あ
る
が

、
そ
の

他
の

乳
幼

児
に
対

し
て
も
、

必
要

に
応
じ
、
健
康
診
査
を
実

施
し
、
ま
た
、
健
康

診
査

を
受

け
る
よ
う
勧

奨
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

○
根

拠
（
母
子
保
健
法
）

第
１
２
条

市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対

し
、
厚

生
労

働
省

令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健

康
診

査
を
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

１
満

１
歳
６
か
月
を
超
え
満
２
歳
に
達

し
な
い
幼

児
２

満
３
歳
を
超
え
満
４
歳
に
達

し
な
い
幼

児
第

１
３
条

前
条

の
健

康
診

査
の

ほ
か

、
市
町

村
は
、
必

要
に
応

じ
、
妊

産
婦

又
は
乳

児
若

し
く
は
幼

児
に
対

し
て
、
健

康
診

査
を
行

い
、
又

は
健

康
診

査
を
受
け
る

こ
と
を
勧

奨
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

○
健

診
内

容
①

身
体

発
育
状
況

②
栄
養

状
態

③
脊
柱
及
び
胸
郭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

④
皮
膚
の
疾
病
の
有
無

⑤
歯
及
び
口
腔
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

⑥
四
肢
運
動
障
害
の
有
無

⑦
精
神
発
達
の
状
況

⑧
言
語
障
害
の
有
無

⑨
予
防
接
種
の
実
施
状
況

⑩
育
児
上
問
題
と
な
る
事
項

⑪
そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

○
受
診

人
数

（
受

診
率
）

8
3
8
,7

1
9
人
（
9
5
.2
％
）

○
健
診
内
容

①
身

体
発

育
状
況

②
栄

養
状

態
③

脊
柱

及
び
胸
郭
の
疾

病
及

び
異
常

の
有
無

④
皮

膚
の

疾
病
の
有
無

⑤
眼

の
疾

病
及
び
異
常

の
有

無
⑥

耳
、
鼻
及
び
咽
頭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

⑦
歯

及
び
口

腔
の
疾
病

及
び
異

常
の

有
無

⑧
四

肢
運

動
障
害
の
有

無
⑨

精
神

発
達

の
状
況

⑩
言

語
障

害
の
有
無

⑪
予

防
接

種
の
実
施
状

況
⑫

育
児

上
問

題
と
な
る
事

項
⑬

そ
の

他
の

疾
病

及
び
異

常
の

有
無

○
受
診
人
数

（
受

診
率
）

8
9
9
,0

0
6
人

（
9
4
.6
％

）

１
歳
６
か
月
児
健

診
３
歳

児
健

診

乳
幼

児
健

康
診
査

（
１
歳

６
か
月

児
健

診
・
３
歳

児
健

診
）
に
つ
い
て

※
平

成
１
７
年

度
に
一

般
財

源
化

（
地

方
交

付
税

措
置

）
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令
和
３
年
度

乳
幼
児
健
康
診
査
の
実
施
状
況

97



３
歳
児
健
康
診
査
に
お
け
る
視
覚
検
査

経
緯
等

＜
平
成

年
度
＞

➢
３
歳
児
健
康
診
査
に
お
け
る
視
力
検
査
及
び
保
健
指
導
を適

切
に
実
施
す
る
た
め
、市

町
村
に
以
下
を依

頼
①
３
歳
児
健
康
診
査
に
お
い
て
異
常
が
見
逃
され
る
と治

療
が
遅
れ
、十

分
な
視
力
が
得
られ
な
い
こと
が
あ
る
こと
の
周
知

②
家
庭
で
視
力
検
査
を適

切
に
実
施
で
きな

か
った
受
診
児
に
対
し、
必
ず
健
診
会
場
で
視
力
検
査
を実

施
③

の
指
標
が
正
しく
見
え
な
か
った
児
や
実
施
で
きな
か
った
児
の
保
護
者
に
対
し、
眼
科
医
療
機
関
の
受
診
を勧

奨
④
③
の
受
診
結
果
の
確
認

※
３
歳
児
健
康
診
査
に
お
け
る
視
力
検
査
の
実
施
に
つ
い
て
（
平
成

年
４
月
７
日
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課
事
務
連
絡
）

＜
令
和
４
年
度
＞

➢
市
町
村
が
屈
折
検
査
機
器
等
の
購
入
に
活
用
で
き
る
補
助
事
業
（
母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
）
を
創
設

➢
３
歳
児
健
診
の
視
覚
検
査
に
関
す
る
体
制
整
備
に
つ
い
て
、関

係
団
体
に
周
知
・協
力
依
頼

○
乳
幼
児
の
弱
視
等
は
早
期
発
見
に
より
治
療
可
能
で
あ
り、
屈
折
検
査
は
片
眼
性
の
弱
視
等
の

検
出
に
有
用
で
あ
る
こと
か
ら、
上
記
補
助
事
業
を創

設
した
こと

○
一
連
の
視
覚
検
査
体
制
に
つ
い
て
、地

域
の
医
療
関
係
団
体
との
連
携
が
重
要
で
あ
り、
地
域
の

実
情
に
応
じた
視
覚
検
査
の
体
制
整
備
に
ご
協
力
い
た
だ
きた
い
こと

※
３
歳
児
健
診
の
視
覚
検
査
に
関
す
る
体
制
整
備
へ
の
協
力
に
つ
い
て
依
頼

（
令
和
４
年
２
月

日
厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
母
子
保
健
課
事
務
連
絡
）

➢
こど
も
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「３
歳
児
健
康
診
査
に
お
け
る

視
覚
検
査
の
実
施
体
制
に
関
す
る
実
態
調
査
研
究
」

○
市
区
町
村
及
び
都
道
府
県
担
当
者
向
け
の
「３
歳
児
健
康
診
査
に

お
け
る
視
覚
検
査
の
円
滑
な
実
施
や
精
度
管
理
の
た
め
の
手
引
書
」や

要
精
密
検
査
の
こど
も
の
保
護
者
向
け
情
報
提
供
リー
フレ
ット
等
を作

成

＜
令
和
５
年
度
＞

➢
母
子
健
康
手
帳
の
必
須
記
載
事
項
（
省
令
様
式
）
の
改
正

○
３
歳
児
健
康
診
査
の
記
録
欄
に
つ
い
て
、屈

折
検
査
結
果
を

より
詳
細
に
記
載
で
きる
よう
見
直
し

※
令
和
４
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「
３
歳
児
健
康
診
査
に
お
け
る
視
覚
検
査

の
実
施
体
制
に
関
す
る
実
態
調
査
研
究
」
（
株
式
会
社
キ
ャ
ン
サ
ー
ス
キ
ャ
ン
）
に
よ
る
調
査

令
和
４
年

月
時
点
の
３
歳
児
健
康
診
査
に
お
け
る
屈
折
検
査
の
実
施
状
況

（
：
３
歳
児
健
診
で
視
覚
検
査
を
実
施
し
て
い
る
市
区
町
村
）
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「
母
子
健
康
手
帳
の
見
直
し
方
針
に
つ
い
て

※
」
の
概
要

※
母

子
健

康
手
帳

、
母
子

保
健
情

報
等
に

関
す
る

検
討
会

中
間
報

告
書
（

令
和
４

年
９
月

２
０
日

）

（
１
）
母
子
保
健
情
報
・
母
子
健
康
手
帳
の
電
子
化
に
つ
い
て

・
現
状
：
令
和
２
年
度
以
降
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
一
部
は
閲
覧
可
能

・
今
後
の
対
応
：

・
母
子
保
健
分
野
に
係
る
国
民
の
利
便
性
の
向
上
、
地
方
公
共
団
体
や
医
療
機
関
の
事
務
負
担
の
軽
減
等
を
図
る
た
め
、

令
和
７
年
度
を
目
標
時
期
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
基
幹
業
務
等
シ
ス
テ
ム
の
統
一
・
標
準
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
母
子
健
康
手
帳
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
、
環
境
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
適
当

・
令
和
５
年
度
以
降
、
保
護
者
に
対
す
る
育
児
等
の
情
報
（
任
意
様
式
）
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
電
子
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
適
当

（
２
）
名
称
に
つ
い
て

・
父
親
の
育
児
参
加
等
の
観
点
か
ら
変
更
す
べ
き
と
の
意
見
の
一
方
、
現
在
の
名
称
の
定
着
を
理
由
に
変
更
す
べ
き
で
な
い
と
の
意
見

⇒
「
母
子
健
康
手
帳
」
の
名
称
は
変
更
し
な
い

・
複
数
の
自
治
体
で
既
に
他
の
名
称
を
併
記

⇒
市
町
村
が
独
自
に
名
称
を
設
定
し
併
記
で
き
る
旨
を
、
今
後
厚
労
省
に
お
い
て
周
知

・
心
や
体
の
こ
と
で
悩
み
が
あ
る
場
合
に
地
域
の
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
相
談
す
る
よ
う
促
す
記
載
を
追
加

・
産
後
ケ
ア
事
業
に
関
す
る
記
録
欄
を
追
加
し
、
関
係
者
間
で
の
実
施
状
況
等
の
共
有
を
推
進

・
妊
婦
健
診
の
標
準
的
な
検
査
の
内
容
や
意
義
等
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
充
実
、
検
査
陽
性
の
場
合
に
精
密
検
査
等
を
促
す
趣
旨
の
記
載
を
追
加

・
父
親
や
家
族
が
記
載
す
る
欄
を
増
加

・
家
族
の
多
様
性
を
踏
ま
え
、
適
切
な
範
囲
で
「
保
護
者
」
と
い
う
表
現
に
改
定

・
成
長
発
達
の
目
安
の
記
載
項
目
に
つ
い
て
、
両
親
が
不
安
に
な
ら
な
い
よ
う
注
釈
を
追
加
。
あ
わ
せ
て
、
追
加
す
る
項
目
の
考
え
方
を
整
理

・
妊
娠
・
新
生
児
・
乳
幼
児
・
学
童
期
・
思
春
期
に
い
た
る
継
続
性
の
観
点
か
ら
、
任
意
様
式
に
学
童
期
以
降
の
健
康
状
態
の
記
録
欄
を
追
加

・
多
言
語
版
の
母
子
健
康
手
帳
、
低
出
生
体
重
児
向
け
の
成
長
曲
線
等
の
充
実
等
、
多
様
性
に
配
慮
し
た
情
報
提
供
を
充
実

・
妊
婦
や
保
護
者
を
自
治
体
な
ど
の
必
要
な
支
援
に
適
切
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、
相
談
窓
口
の
連
絡
先
等
を
わ
か
り
や
す
く
情
報
提
供

・
災
害
時
へ
の
対
応
と
し
て
、
避
難
場
所
の
連
絡
先
や
平
時
か
ら
の
備
え
な
ど
に
つ
い
て
情
報
提
供

母 親 父 親 や 家 族 こ ど も そ の 他

１
．

全
体

的
な

事
項

に
つ

い
て

２
．

個
別

の
事

項
に

つ
い

て
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「
母
子
保
健
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て

※
」
の
概
要

※
母

子
健

康
手
帳

、
母
子

保
健
情

報
等
に

関
す
る

検
討
会

報
告
書

（
令
和

５
年
３

月
１
４

日
）

１
．

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
閲

覧
で

き
る

母
子

保
健

情
報

の
拡

充

現
状

：
年

検
討

会
に

て
母

子
保

健
情

報
（

妊
婦

健
診

、
３

～
４

か
月

・
１

歳
６

か
月

・
３

歳
児

健
診

の
一

部
）

の
標

準
的

な
電

子
的

記
録

様
式

を
策

定
、

年
度

か
ら

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
で

閲
覧

可
能

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
を

活
用

し
た

母
子

健
康

手
帳

の
デ

ジ
タ

ル
化

を
推

進
す

る
観

点
か

ら
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
閲
覧
で
き
る
母
子
保
健
情
報
を
拡
充

妊
産
婦
の
情
報

：
妊

娠
中

の
喫

煙
・

飲
酒

、
感

染
症

検
査

、
産

婦
健

診
、

産
後

ケ
ア

事
業

、
等

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

実
施

※
あ

わ
せ

て
、

以
前

か
ら

電
子

化
の

対
象

だ
っ

た
妊

婦
健

診
情

報
に

つ
い

て
、

市
町

村
が

必
ず

電
子

化
す

る
情

報
に

指
定

乳
幼
児
の
情
報

：
新

生
児

訪
問

指
導

等
、

屈
折

検
査

（
３

歳
児

健
診

）
、

歯
の

汚
れ

・
形

態
・

色
調

（
１

歳
６

か
月

・
３

歳
児

健
診

）
※

あ
わ

せ
て

、
①

自
治

体
独

自
の

乳
幼

児
健

診
の

情
報

を
記

録
可

能
に

、
②

以
前

か
ら

電
子

化
の

対
象

だ
っ

た
先

天
性

代
謝

異
常

等
検

査
・

新
生

児
聴

覚
検

査
に

つ
い

て
、

市
町

村
が

必
ず

電
子

化
す

る
情

報
に

指
定

＜
現
時
点
で
新
た
に
追
加
す
べ
き
情
報
（
例
）
＞

２
．

母
子

保
健

情
報

の
デ

ジ
タ

ル
化

に
関

す
る

現
状

と
課

題

乳
幼

児
健

診
（

個
別

健
診

）
を

例
に

現
行

の
情

報
プ

ロ
セ

ス
ご

と
に

整
理

＊
⇒

 今
後

、
母

子
保

健
情

報
デ

ジ
タ

ル
化

実
証

事
業

等
を

通
じ

て
対

応
策

等
を

検
討

現
行
の
プ
ロ
セ
ス

主
な
課
題

保
護

者
が

問
診

票
に

回
答

～
医

療
機

関
で

確
認

問
診

票
が

紙
で

運
用

⇒
問

診
票

の
確

認
ま

で
に

タ
イ

ム
ラ

グ

健
診

実
施

～
自

治
体

へ
の

結
果

報
告

紙
で

結
果

報
告

、
医

療
機

関
か

ら
自

治
体

に
情

報
を

電
子

的
に

つ
な

ぐ
仕

組
み

が
な

い

報
告

さ
れ

た
結

果
の

デ
ー

タ
化

83
.5

％
の

市
町

村
で

職
員

が
デ

ー
タ

入
力

⇒
業

務
負

担
、

シ
ス

テ
ム

の
財

源
確

保
が

課
題

デ
ー

タ
の

情
報

管
理

デ
ー

タ
の

保
存

期
間

な
ど

の
保

管
・

管
理

の
仕

組
み

が
未

整
備

※

デ
ー

タ
の

利
活

用
デ

ー
タ

分
析

の
人

材
確

保
が

困
難

、
個

人
情

報
の

取
扱

な
ど

の
仕

組
み

が
未

整
備

※

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
へ

の
情

報
登

録
～

閲
覧

閲
覧

可
能

な
母

子
保

健
情

報
の

充
実

が
必

要

健 診 情 報 の 流 れ

※
医

療
の

議
論

で
全

国
医

療
情

報
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
に

つ
い

て
検

討
さ

れ
て

お
り

、
他

分
野

で
の

議
論

の
状

況
を

踏
ま

え
た

対
応

が
必

要

＊
今

後
、

将
来

的
な

デ
ジ

タ
ル

化
の

進
展

等
を

見
据

え
、

現
行

の
プ

ロ
セ

ス
を

前
提

と
し

な
い

情
報

の
や

り
取

り
の

仕
組

み
等

に
つ

い
て

検
討

・
検

証
を

考
慮

す
べ

き

※
こ

ど
も

家
庭

庁
に

お
け

る
議

論
の

進
捗

等
を

踏
ま

え
て

引
き

続
き

更
な

る
追

加
を

検
討
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

１
事
業
の
目
的

母
子
保
健
情
報
デ
ジ
タ
ル
化
実
証
事
業

○
現

状
、

妊
婦

健
診

、
乳

幼
児

健
診

の
結

果
等

に
つ

い
て

は
、

実
施

者
が

母
子

健
康

手
帳

に
記

入
す

る
と

と
も

に
、

自
治

体
が

医
療

機
関

か
ら

提
供

さ
れ

た
健

康
診

査
の

結
果

等
を

、
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
や

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
の

中
間

サ
ー

バ
ー

に
登

録
し

て
い

る
が

、
自

治
体

に
お

け
る

登
録

ま
で

に
は

数
ヶ

月
か

か
っ

て
お

り
、

速
や

か
な

母
子

保
健

情
報

の
電

子
化

・
閲

覧
が

で
き

て
い

な
い

状
況

に
あ

る
。

○
こ

の
た

め
、

モ
デ

ル
的

に
複

数
の

自
治

体
に

お
い

て
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
の

改
修

や
民

間
ア

プ
リ

の
活

用
等

に
よ

る
デ

ー
タ

連
携

等
を

行
い

、
母

子
健

康
情

報
の

デ
ジ

タ
ル

化
の

課
題

等
を

検
証

し
た

上
で

、
全

国
展

開
に

向
け

た
検

討
を

行
う

検
証

事
業

を
実

施
す

る
。

○
予

防
接

種
デ

ジ
タ

ル
化

事
業

の
実

施
状

況
を

踏
ま

え
つ

つ
、

母
子

健
康

情
報

デ
ジ

タ
ル

化
の

全
国

展
開

に
向

け
た

検
証

事
業

を
実

施
す

る
。

【
実

施
主

体
】

民
間

団
体

（
公

募
に

よ
り

決
定

）
【

補
助

率
】

定
額

令
和

４
年

度
第

２
次

補
正

予
算

億
円

厚
生

労
働

省

契
約

検
証

受
託

事
業

者
医

療
機

関
自

治
体

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム Ｐ
Ｈ
Ｒ
と
し
て

妊
婦
健
診
記
録
等

を
把

握

妊
婦
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
デ
ー
タ
連
携

○
自

治
体

に
お

け
る

デ
ー

タ
連

携
の

実
証

に
係

る
調

査
研

究

※
の

観
点

よ
り

、
個

人
が

自
ら

の
保

健
医

療
情

報
を

管
理

で
き

る
よ

う
に

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

活
用

し
た

情
報

共
有

・
連

携
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
。

＜
自
治
体
と
医
療
機
関
の
連
携
＞

▶
パ

タ
ー

ン
①

自
治

体
の

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

の
改

修
▶

パ
タ

ー
ン

②
医

療
機

関
の

電
子

カ
ル

テ
シ

ス
テ

ム
の

活
用

▶
パ

タ
ー

ン
③

や
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

の
活

用

＜
自
治
体
と
妊
産
婦
等
と
の
連
携
＞

▶
パ

タ
ー

ン
④

母
子

保
健

ア
プ

リ
や

母
子

保
健

情
報

の
電

子
化

ツ
ー

ル
の

導
入

契
約

シ
ス

テ
ム

運
用

事
業

者
等

実
証

に
か

か
る

協
定

・
覚

書
・

申
合

せ
等

３
実
施
主
体
等

❶
デ

ー
タ

連
携

の
実

証
事

業
に

係
る

調
査

研
究

を
行

う
事

業
（

検
証

受
託

事
業

者
）

の
調

達
❷

本
実

証
事

業
に

参
加

を
希

望
す

る
自

治
体

を
公

募
❸

当
該

自
治

体
が

連
携

す
る

シ
ス

テ
ム

運
用

事
業

者
等

と
検

証
受

託
事

業
者

と
の

間
で

契
約

⇒
 検

証
実

施

（
事

業
の

流
れ

）

※
予

算
の

範
囲

で
複

数
自

治
体

を
選

定

母
子

健
康

手
帳

の
デ

ジ
タ

ル
化

の
た

め
に

は
、

医
療

機
関

の
情

報
の

デ
ー

タ
連

携
が

必
要
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母
子
健
康
手
帳
情
報
支
援
サ
イ
ト

母
子
健
康
手
帳
情
報
支
援
サ
イ
ト
の

や
コ
ー
ド
を
母
子
健
康
手
帳
に
積
極
的
に
記
載
い
た
だ
く
こ
と
や
、

コ
ー
ド
を
記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
、
周
知
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

母
子
健
康
手
帳
情
報
支
援
サ
イ
ト
：
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背
景

妊
娠

前
か

らは
じめ

る
妊

産
婦

の
た

め
の

食
生

活
指

針
に

つ
い

て

○
妊

娠
、出

産
、授

乳
等

に
当

た
って

は
、妊

娠
前

か
らの

健
康

な
か

らだ
づ

くり
や

適
切

な
食

習
慣

の
形

成
が

重
要

で
あ

る
。こ

の
た

め
、改

定
後

の
指

針
の

対
象

に
は

妊
娠

前
の

女
性

も
含

む
こと

とし
、名

称
を

「妊
娠

前
か

らは
じめ

る
妊

産
婦

の
た

め
の

食
生

活
指

針
」と

した
。

○
改

定
後

の
指

針
は

、 妊
娠

前
か

らの
健

康
づ

くり
や

妊
産

婦
に

必
要

とさ
れ

る
食

事
内

容
とと

も
に

、妊
産

婦
の

生
活

全
般

、か
らだ

や
心

の
健

康
に

も
配

慮
した

、
項

目
か

ら構
成

す
る

。
○

妊
娠

期
に

お
け

る
望

ま
しい

体
重

増
加

量
に

つ
い

て
は

、「
妊

娠
中

の
体

重
増

加
指

導
の

目
安

」（
令

和
３

年
３

月
８

日
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

）
を

参
考

とし
て

提
示

す
る

。

改
定
の
内
容

○
妊

娠
期

及
び

授
乳

期
に

お
け

る
望

ま
しい

食
生

活
の

実
現

に
向

け
て

、平
成

年
２

月
に

策
定

され
た

「妊
産

婦
の

た
め

の
食

生
活

指
針

」は
、

何
を

どれ
だ

け
食

べ
た

らよ
い

か
を

わ
か

りや
す

くイ
ラス

トで
示

した
妊

産
婦

の
た

め
の

食
事

バ
ラン

ス
ガ

イド
や

、妊
娠

期
に

お
け

る
望

ま
しい

体
重

増
加

量
等

を
示

して
い

る
。

○
策

定
か

ら約
年

が
経

過
し、

健
康

や
栄

養
・食

生
活

に
関

す
る

課
題

を
含

む
、妊

産
婦

を
取

り巻
く社

会
状

況
等

が
変

化
して

い
る

こと
か

ら、
令

和
元

年
度

の
調

査
研

究
事

業
の

報
告

等
を

踏
ま

え
、令

和
３

年
３

月
に

厚
生

労
働

省
に

お
い

て
指

針
の

改
定

を
行

った
。

＊
令

和
元

（
）

年
度

「妊
産

婦
の

た
め

の
食

生
活

指
針

の
改

定
案

作
成

お
よ

び
普

及
啓

発
に

関
す

る調
査

研
究

」（
国

立
研

究
開

発
法

人
医

薬
基

盤
・健

康
・栄

養
研

究
所

国
立

健
康

・栄
養

研
究

所
）

妊
娠
中
の
体
重
増
加
指
導
の
目
安

＊
関

係
資

料
は

こち
らに

掲
載

して
い

ま
す

→
 

妊
娠

前
の

体
格

＊
＊

体
重
増
加
量
指
導
の
目
安

参
考

改
定

前

低
体

重
未

満
～

㎏
９

～
㎏

普
通

体
重

以
上

未
満

～
㎏

７
～

㎏
肥

満
（

１
度

）
以

上
未

満
７
～

㎏
個

別
対

応
上

限
５

㎏
ま

で
が

目
安

肥
満

（
２

度
以

上
）

以
上

個
別
対
応

（
上
限
５
㎏
ま
で
が
目
安
）

「増
加

量
を

厳
格

に
指

導
す

る
根

拠
は

必
ず

しも
十

分
で

は
な

い
と認

識
し

，
個

人
差

を
考

慮
した

ゆ
る

や
か

な
指

導
を

心
が

け
る

．
」産

婦
人

科
診

療
ガ

イド
ライ

ン
編

よ
り

体
格

分
類

は
日

本
肥

満
学

会
の

肥
満

度
分

類
に

準
じた

。
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⚫
年
３
月
に
改
定
した
、保

健
医
療
従
事
者
を
対
象
とし
た
「授
乳
・離
乳
の
支
援
ガ
イド
」に
つ
い
て
、一

般
の
方
へ
の

普
及
啓
発
を
行
うた
め
、改

定
の
内
容
を
踏
ま
え
、授

乳
や
離
乳
に
つ
い
て
わ
か
りや
す
く説
明
した
リー
フレ
ット
を
作
成
。

「授
乳
・離

乳
の
支
援
ガ
イ
ド」

普
及
啓
発
の
リー

フレ
ット

•妊
娠
した
マ
マ
の
た
め
の
「授
乳
準
備
ガ
イド
」

•も
うす
ぐ出

産
す
る
マ
マ
の
た
め
の
「授
乳
ス
ター
トガ
イド
」

•産
後
２
週
間
を
過
ぎ
た
マ
マ
の
た
め
の
「授
乳
の
ギ
モ
ン
解
消
ガ
イド
」

•生
後
５
か
月
か
らの
「離
乳
ス
ター
トガ
イド
」，
別
添
ス
ケ
ジ
ュー
ル

作
成
した

リー
フレ
ット

＊
関
係
資
料
は
以
下

に
掲
載
して
い
ます
。

（
令
和
元
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「『
授
乳
・離
乳
の
支
援
ガ
イド
』の
普
及
啓
発
に
関
す
る
調
査
研
究
」）

⇒
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事 務 連 絡

令和元年１０月２５日

都 道 府 県 防 災 担 当

各 保健所設置市 男女共同参画担当 御中

特 別 区 母 子 保 健 担 当

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）

内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 総 務 課

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 母 子 保 健 課

災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び活用について  

防災に関する施策、男女共同参画社会及び母子保健行政の推進につきまして

は、かねてより格段の御配慮をいただいているところであり、深く感謝申し上げ

ます。 
災害時には、避難所等や自宅での慣れない生活環境により、心身の健康に影

響が生ずることが想定されます。特に、妊産婦及び乳児については心身の負担

が大きくなることとあわせて、断水や停電等により、授乳に当たっての清潔な

環境等が確保できない可能性も考えられます。

国においては、被災者の命と生活環境を守るために不可欠な物資として、育

児用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）や哺乳瓶等をプッシュ型で支援

することとしていますが、各自治体におかれましては、「災害時における育児

用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例」（別添）を参考に、

授乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性への支援について関係部局間で連

携して進めていただきますよう、お願いいたします。とりわけ、ライフライン

が断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミルクを

母子の状況等に応じて活用いただくとともに、平時から育児用ミルク及び使い

捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必要となる物資の備蓄も進めて

いただきますよう、お願いいたします。
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なお、その際、災害のために備蓄した育児用ミルクについては、ローリング

ストック（＊）等により有効に活用することが可能であり、例えば、賞味期限

が間近になった育児用ミルクを保育所等施設での給食等の食材として活用する

こと、防災に関する訓練や啓発活動において災害への備えとして正しい使用方

法等を説明した上で活用することなどが考えられます。

各都道府県におかれましては、管内市町村に対し広く周知いただきますよう

お願い申し上げます。 
 
＊ローリングストックとは、物資を特別に備えるのではなく、日頃から食べ

ているものや使っているものを少し多めに購入し、食べた分を補充しながら

日常的に備蓄すること。消費期限切れなどの無駄のない備えができる。

（別添）  
災害時における育児用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例 

（参考資料） 
プッシュ型物資支援の実施（液体ミルク等の支援実績について） 
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なお、その際、災害のために備蓄した育児用ミルクについては、ローリング

ストック（＊）等により有効に活用することが可能であり、例えば、賞味期限

が間近になった育児用ミルクを保育所等施設での給食等の食材として活用する

こと、防災に関する訓練や啓発活動において災害への備えとして正しい使用方

法等を説明した上で活用することなどが考えられます。

各都道府県におかれましては、管内市町村に対し広く周知いただきますよう

お願い申し上げます。 
 
＊ローリングストックとは、物資を特別に備えるのではなく、日頃から食べ

ているものや使っているものを少し多めに購入し、食べた分を補充しながら

日常的に備蓄すること。消費期限切れなどの無駄のない備えができる。

（別添）  
災害時における育児用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例 

（参考資料） 
プッシュ型物資支援の実施（液体ミルク等の支援実績について） 

「三重県備蓄・調達基本方針」（令和元年６月）より抜粋
（２）育児用調製粉乳又は 乳児用液体ミルク
・ 乳児の生命維持のために最低限必要な物資として、乳児用の育児用調製粉乳の備蓄 ・調達 を図る。
ただし、母乳栄養 のみ の乳児分を除く。

・ 0 歳児を対象とし、 育児用調製粉乳は １人１日あ たり 140 ｇを 、 乳児用液体ミルクは １ℓを 基本と
する。

※ 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」（令和元年５月27日・中央防災会
議幹事会）に基づく

全都道府県初の現物での乳児用液体ミルクの備蓄

－自治体（三重県）の取組－

 概要
三重県では、災害時に備えて物資を備蓄しているところ、乳児用液体ミルク

を現物で備蓄。乳児用液体ミルクを現物で備蓄するのは全都道府県で初めてと
なる。

１ 数量
乳児用液体ミルク 缶

２ 備蓄時期
令和元年７月下旬から８月上旬にかけて、三重県広域防災拠点に備蓄。

３ 位置付け
災害時の備蓄は、国からのプッシュ型支援が発災後４日目に届けられること

を踏まえ、発災後３日間における県全体（自助・共助・公助）の必要量から自
助・共助による備蓄を除いたものを、県及び市町の公的備蓄で対応することと
しており、県は発災後３日目の分を流通備蓄（※）で補うこととしている。
乳児用液体ミルクの備蓄は、上記の備蓄とは別に、「セーフティネット」と

して、孤立地域の発生や物流機能の停止等の不測の事態が発生した場合に備え
るものである。
※流通備蓄

地方公共団体が、災害時に備えて民間事業者等とあらかじめ協定を結び、災害時に必要な物
資を必要量調達すること。

（別添）

災害時における育児用ミルクの備蓄に
関する自治体及び民間団体の取組事例
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－自治体（大阪府箕面市）の取組－

西日本初！災害に備え乳児用液体ミルクを備蓄
～平成３１年度当初予算案を２月議会に提案～

 概要
箕面市では、災害に備え平成３１年度から乳児用液体ミルクを備蓄するため

の当初予算案を、２月議会に提案。国産の乳児用液体ミルクを備蓄する自治体
は、西日本では箕面市が初めて、全国では３例目。

 今後の活用
箕面市では公立保育所に、常時６００個の乳児用液体ミルクを備蓄できるよ

うに、ローリングストック（※）の手法を活用し、平時も使用しながら必要数
を確保する。災害発生時は、避難所等で使用する。
※ 買い置きしている備蓄用の食料を普段から使用し、使ったらその分を買い
足すこと

■消耗品費
液体ミルク（ ミリリットル約 個分） 千円
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公益社団法人 日本栄養士会のホームページより作成

－民間団体（公益社団法人日本栄養士会）の取組－

日本栄養士会災害支援チーム『赤ちゃん防災プロジェクト』

 概要
「日本栄養士会災害支援チーム（ ：

）」が、災害時の乳幼児支援を目的
とした『赤ちゃん防災プロジェクト～

～』を平成 （ ）年 月 日に発足

 活動内容
①手引き＆ハンドブックの作成・配布
・避難所等で支援にあたる行政や医療関係者が活用する『災害時における乳
幼児の栄養支援の手引き』

・乳幼児をもつ母親、家族が活用する『災害時に乳幼児を守るための栄養ハ
ンドブック』

②災害時の乳幼児の栄養・食支援に向けた地域防災活動の支援
・特定非営利活動法人日本防災士会と連携し、日本防災士会会員に向けた研
修会の実施

・地域の防災計画における備蓄推奨、地域施設や医療従事者等を対象に研修
会実施等

③母乳代替食品（粉ミルク 乳児用調製粉乳 ・液体ミルク 乳児用調製液状
乳 ）の備蓄推進、災害時における搬送体制拡充と提供
・『災害時における乳幼児の栄養支援の手引き』に基づき 全ス
タッフ対象に、災害時の授乳婦・乳幼児の栄養や母乳、粉ミルク、液体
ミルクの研修を実施

・ が中心となり、平時の各地域における災害対策活動において、
母乳代替食品（粉ミルク・液体ミルク）の備蓄推奨、知識の普及を図る。
災害発生時には － による特殊栄養食品ステーションを通じた搬送
や提供を行う。
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－国（内閣府）の取組－

プッシュ型物資支援の実施

 概要
令和元年台風第１９号の被害に伴い設けられた避難所で避難生活を送る被災

者の命と生活環境を守るために不可欠な物資を国がプッシュ型で支援。

 液体ミルク等の支援実績について
令和元年台風第１９号に伴うプッシュ型支援（令和元年 月 日現在）

液体ミルク 哺乳瓶
（１）宮城県 ２００個 ６０個

（２）福島県 ３１２個 １１０個

（３）茨城県 １６８個 １００個

（４）長野県 ９６個 ５００個（※） ※使い捨て哺乳瓶

※使い捨て哺乳瓶は、洗浄や消毒が不要。急な停電や断水、地震など
の災害時に備えていればすぐに使える。

（参考）
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養
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状
況
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査
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で
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②
病
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査
：

・
民
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事
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活
用
し
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施
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国
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５
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９
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中
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娩
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、
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況
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査
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査
結
果
に
基
づ
く
曲
線
例

97 75 50 25 10 390

＜
乳

児
＞

（ パ ー セ ン タ イ ル ）

例
：
乳
児
（
男
子
）
身
体
発
育
曲
線
（
体
重
）

身
長
別
の
体
重
の
値
を
２
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績
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例
：
幼
児
（
女
子
）
の
身
長
体
重
曲
線

令
和
５
年
度
調
査
（
令
和
５
年
９
月
実
施
）

〇
乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
は
、昭

和
年
以
降

年
ご
とに
、全

国
的
に
乳
幼
児
の
身
体
発
育
の
状
態
を
調
査
し、
我
が
国
の

乳
幼
児
身
体
発
育
値
を
定
め
、併

せ
て
、乳

幼
児
の
運
動
機
能
、栄

養
法
な
どの
現
状
を
把
握
して
い
る
。

〇
従
来
の
調
査
実
施
の
間
隔
を
踏
ま
え
、令

和
２
年
度
に
調
査
を
実
施
予
定
して
い
た
とこ
ろ
、調

査
実
施
を
見
送
って
い
た
が
、

令
和
５
年
９
月
に
実
施
した
とこ
ろ
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前
回
は
平
成

年
（

年
）
に
実
施
）
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旧
優

生
保

護
法

に
つ
い
て

◆
議

員
立
法
に
よ
り
全
会
一
致
で
成
立
。

◆
人
口
過
剰
問
題
や
ヤ
ミ
堕
胎
の
増
加
を
背
景
に
、
優
生
思
想

の
下

、
不
良
な
子

孫
を
出
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
母

性
の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
や
人

工
妊

娠
中
絶

等
に

つ
い

て
規

定
。

昭
和

年
優

生
保

護
法
の

制
定
（

議
員

立
法
）

◆
障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
向
け
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進
め
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れ
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、
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害
者
を
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別
す
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思
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排
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す
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た
め
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す
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す
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の

血
族

の
遺

伝
性

精
神

病
、
遺

伝
性

精
神

薄
弱

等
を
理

由
と
し
た
手

術
。

•
ら
い
疾

患
を
理

由
と
し
た
手

術
。

（
参
考
）
旧
優
生
保
護

法
第
３
条
に
母
体
保
護
を
理
由
と
す
る
手
術
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
平
成
８
年

改
正
後
の
母
体
保
護
法
に
お
い
て
も
「
母
体
の
健
康

を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
」場

合
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

約
２
万

5
,0
00

件
（
※

）

（
※
）
「
都
道
府
県
等
に
お
け
る
旧
優
生
保
護
法
関

係
資
料
等
の
保
管
状
況
調
査
結
果
」
（
平
成

30
年
９
月
６
日
公

表
）
に
よ
れ
ば

、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
優
生
手
術
の
実
施
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
個
人
が
特
定
で
き
る

形
で
保
管
さ
れ
て
い
た
の
は
、
手
術
実
施
が
確
認
で
き
る

3
,0

79
人
を
含
め
、
計

5
,4

00
人
で
あ
っ
た
。
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①
一

時
金

受
給
権
の
認
定
は
、
請
求

（
都

道
府
県
知
事
の
経
由
可
）
に
基

づ
い
て
、
厚
生

労
働
大

臣
が
行

う
。

②
請

求
期

限
は
、
５
年

（
検
討
条
項
あ
り
。
）

③
都

道
府

県
知
事
・
厚
生
労
働
大
臣
は

認
定
に
必

要
な
調

査
を
行
う
。

国
は
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
し
、
一
時
金
（３

２
０
万
円
）を

支
給

（非
課
税
）

・
旧

優
生

保
護
法

の
下
、
多
く
の
方
々
が
、
生
殖

を
不

能
に
す
る
手

術
・
放

射
線

の
照
射

を
受
け
る
こ
と
を
強

い
ら
れ
、
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
我
々

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
立
場
に
お
い
て
、
真
摯
に
反
省
し
、
心
か

ら
深

く
お
わ

び
す
る
。

・
今

後
、
こ
れ

ら
の
方

々
の

名
誉
と
尊

厳
が

重
ん
ぜ

ら
れ

る
と
と
も
に
、
こ
の

よ
う
な
事

態
を
二
度

と
繰

り
返

す
こ
と
の

な
い
よ
う
、
共

生
社

会
の
実

現
に
向
け
て
、
努

力
を
尽

く
す
決

意
を
新

た
に
す
る
。

・
国

が
こ
の

問
題
に
誠
実
に
対
応
し
て
い
く
立
場

に
あ
る
こ
と
を
深

く
自

覚
し
、
本

法
を
制

定
す
る
。

旧
優

生
保

護
法

に
基

づ
く
優
生

手
術
等

を
受
け
た
者

に
対
す
る
一
時

金
の

支
給

等
に
関

す
る
法

律
概

要
第

１
前

文

第
２

対
象

者
（
旧

優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等

を
受
け
た
者

）

第
３

一
時

金
の

支
給

公
布

日
（
認

定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
か
ら
２
月
後

）

２
権

利
の

認
定

等

①
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
者

（第
２
①
）で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
認
定
審
査
会
の
審
査
を
求
め
る
。

※
認

定
審

査
会

：
厚

生
労

働
省

に
設

置
し
、
医
療
、
法
律

、
障
害

者
福
祉

等
に
関
す
る
有

識
者
で
構

成

②
認

定
審

査
会
は
、
請
求
者
の
陳
述
、
医
師
の

診
断
、
診
療

録
等
を
総
合

的
に
勘

案
し
て
、
適
切

に
判
断

③
厚

生
労

働
大
臣
は
、
認
定
審
査
会
の
審
査

結
果

に
基

づ
き
認
定

①
支

給
手

続
に
つ
い
て
十
分
か
つ
速
や
か
に
周

知
（
国
・
都

道
府

県
・
市
町

村
）

②
相

談
支

援
そ
の
他
請
求
に
関
し
利
便
を
図

る
。
（
国

・
都
道

府
県
）

※
障
害

者
支

援
施

設
、
障

害
者

支
援

団
体
等

の
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
障
害
の
特
性
に
十
分
に
配

慮

１
調

査
等

国
は

、
前

文
で
述
べ
た
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰

り
返
す
こ
と
の

な
い
よ
う
、
共

生
社

会
の
実

現
に
資

す
る
観

点
か
ら
、
旧
優
生
保
護
法

に
基
づ
く
優
生
手
術
等
に
関
す
る
調
査
そ

の
他

の
措

置
を
実
施

２
周

知
国
は
、
本
法
の
趣
旨
・内

容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
国
民
に
周
知
を
図
り
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
。

①
旧

優
生

保
護

法
が

存
在

し
た
間

（
※

）
に
、
優

生
手

術
を
受

け
た
者

（
母

体
保

護
の

み
を
理

由
と

し
て
受
け
た
者
を
除

く
。
）

②
①
の

期
間

に
生

殖
を
不
能

に
す
る
手

術
等
を
受
け
た
者

（
㋑

～
㊁

の
み

を
理

由
と
す
る
手

術
等

を
受

け
た
こ
と
が

明
ら
か

な
者
を
除
く
。
）

㋑
母
体
保
護

㋺
疾
病
の
治
療

㋩
本
人
が
子
を
有
す
る
こ
と
を
希

望
し
な
い
こ
と
。

㊁
㋩
の
ほ
か
、
本
人
が
手
術
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
。

①
又
は
②
の
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の
。

※
昭
和
２
３
年
９
月

１
１
日

～
平
成
８
年
９
月
２
５
日

１
一
時
金
の
支
給

３
旧

優
生

保
護

法
一
時
金
認
定
審
査
会
に
よ
る
審

査

４
相
談
支
援
等

第
４

調
査

等
及

び
周
知

第
５

施
行

期
日
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